
1. 着実な最気回aと る

i'e わが国ではデフレからの脱却に向け、 7年8か月にわたり安倍内関
がアベノミクスを持げ経済再生に取り組んできた結果、人口が法り機

ける中でも新たに展用を 4 0  0万人增やし、下構し鏡けていた地方の

公示地11が27年ぶりに上昇に転じるなど、パプル崩壊後最高の経済
状;題を実現することができた。令和2年9月に発足した管内関では、
新たに発生した感染症の書成に立ち向かうとともに、 引き銘き経済対

策に取り組み、持機的な成長路線に結びっけてきた。令和3年10月

に発足した岸田内関では、 「新しい資本主義」 を掲げ、 成長と分配の好

指環、 實金と物価の好橋環の実現に向け取り組み、 デフレ型経済から

の院却と成長型経済への移行に道筋をっけた。令和6年10月に発足

した石破内関では、「ルール、日本、国民、地方、若者・女性の機会」

を守る「五本の往」を持げ、物f用を上回る責上げや地方:al生2 . 0
の推造などにより、責上げを起点とした成長型経済の実現に向けて取

り組んだ。令和7年10月に発足した高市内関では、今の●らしや未

来への不安を希望に変え、強い経済を作るとともに、日本列島を強く

登かにしていく決意をもって、国家国民のため果敢にaいていくこ と
を言明した。

こうした中で、本県としては、地域経済の活性化と0く場の確保に

向け、中長期的な視点で、最先端科学技術から中小企業、地場産業に

至る、厚みのあるものづくり産業の集積など、本県の強みと特色を最

大限に生かし、新たな需要や属用機会を創出することにより、生産・

Ia用・消費の好開をめざす。

(1) 申小企量金l tl始資の:l確簡e化
個人や企業がtEt應な経済活動に挑戦できるよう、 活力ある中小企業を青成しつつ、

セーフティネットの税を國り、申小企業の資金調達の円滑化を推進する。

(i) 担保・保証it設it做存しない電It資の配を国る。

② 事業量金の円滑な相通に支障を来している中小企業に対し、政府系金配関に

おける一時的な業田ヒ、取引先の倒産、取引先金融換関のmに対応するセー
フ テ ィ ネ ッ ト 対 応1111付制度及び信用保証観会itおけるセーフティネット保証制度
の活用をmする と と もに 、ル t ワーア ップ融登のmを国るほか、申小企業再
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(i) 社会資本聞の計画的な数新 i t必要な開確保を国る。

② 高解化・情報化等に対応した新社会資本のmを進める。
③ 民間の設・新・運営ノウハウを活用した社会資本の整備方式(P  F I方式)

の導入配を国る。

〇 県民生活に書接に関連した公共事業へのt点化を国る。

⑤ 公田の配分に当 た っ て ll、県内各mのm 社会資本のm状混等
を勘111する。

l重) 適正な利酒の確保が可能となる入札契的制度を確立する。

n 市場調査により実第価格を反映するなど、予定価格の適正化を國る。
l・ 最低制限価格制度'P低入札価格調査制度の見直し等itよるダンピング対策を
国る。

01 市町村が開 り を し な い よ う 商す る 。
目 格付け'P一般競争入札itおける地解を適切it設定し、地元建設業者の受

注機会の確保にmする。
的 計画的な発注、適切な工期の設定・適切な設計変更を行う。

〇 公共事業の品ll保it融tした入札を推進する。
「 )  総合商など価格以外の要素を考意した発注方式での1tll行を国るとともに、

市町村にも ll的に活用するよう、〇きかけを行う。
l・ 入札時it技ttr者'P有資格者の解を重観する。
〇 公正な入札契的制度を確立するとともに、事業1tll行のチ,ツク機能の独化等、
公正な県政を推進する。

n 地域の担い手である地元建設業者の確保・青成のii点から、建設コ:事の入札
制度の通用にあた,ては、必要に応じて配を行い、適切な通用を国る。

l可 聞に従事する将来の担い手を確保・育成するため、労〇関係解の通

守を含め県発注コ:事it從事する労0者の処通向上を国る。
〇 建設業許可に関する相般業ifや建設業経営事項書査の外部委能、同事項書査の

当日l最示書類の見直しについて検討する。

lilt 地元建設コンサルタントへの受注拡大及び業書の平準化を国る。
1111) 路1111再生工事における区画観・路面新については、国二l f通大重理定「路面
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標示施:1:技能士資格」 取得者を有し、 専門的な知識や新・技能を持つている県

内業者への分能注を前する。

〇 造園工事を伴う公園m等の公共事業については、造園業の発動二mした分
離発注を検討する。

ital 品確法 i tおいて調査・設構の設コンサルタント業書の品 ll保が受発注者
の新として能されていることから、今後、入札契的における必要な1離i者の

要件等を検討する。

〇 公共施般整備itおいて、左富(塑iり監)などの専門技能の活用換会を設け、技

能の総持や構を国る。また、設物には、自然素材である法喰や班を用い

るなど目然塗り壁の普及を國る。

1110 精地り書え工事での現行の出来形管理基準は、mかつ合理的ではない部分
が通されるこ とから 、  国や限の状况等を踏まえながら、安全で効率のよい塗

開定など、的確な出来形管理となるよう検討する。

flit 地元企業の発展のii点から、コンクリート二次製品等の県内で製造・院され

ている製品や石材等の県産材を優先的に使用する。

〇 田 業 に お け る 〇 き 方 改 l 革 を 通 す る た め 、  I CTの推進などによる生

産性の向上を国る。

3) 地方独自の事業の●実な展開

地域の地i t印し、  住民it身近な社会資本の聞を国るため、 自治体の創意と工

夫により、mの特色を生かした主体的な個性豊かなふるさとづくりなど、前
業の着実かつ効率的な推進を國る。

4) 公共用地の取得のlief
〇 公田の円滑な実施を國るため、  外部委託の活用等により公共用地の取得を

推進する。

② 公共基準点や官民境界については、公共施設等をmしていく中で見直しを行
う。なお、県前部の1投水準点組について、lu解団体の性力を得て維持管
理を行,ていく。

③ 開配の構や人間関係の希薄化などで新関係登配が困難とな,ているが、

地 数 調 聞 の 改 正 が 行 わ れ た こ と か ら 、 m mを得ることが困

離な場合itおいても、円滑な不動産取引を推進する。

〇 共有地の取得については、市町村の理可を得て法人化した地元自治会等 (題可

地最団体)へ共有地の組利開を國ることが可能となる登記の特例制度のほか、

設部所有者不明士地'P長期相構記等末了士地の登記名集人等を特定するため

の探ft制度などを活用していく。
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5) 住a の 配
(!) マイホームを取得しゃすくするため、 都市計画の解lきの見直しと手義きのa
和・通化を國る。

(2) 県民接心して住まいづくりに取り組める開mを国るため、パ リ ァフ リー ・
省エネルギー ・ リ ブ,ーム等の住宅関連開の解を推進する。
(6) 申小企Illまt登

中小企業は本県の産業経済を支えており、 これらに十分対応したキメ細かい施策

を推進する必要がある。

(i) 中小企業の配itよ る数前や創業への取り組みを文選するととも it、資金

mなど、支最制度の充実を国る。また、支最制度の活用を田するため、情報
解 の 税 を 國 る 。

(2) 大手企業との交流や産学配itよる前開発を配し、今後成長が期待できる

m ・新エネルギーや能・医療機器等の産業分野への県内中小企業の参入を積
極的に支最する。

〇 将来itわたり県内企業が成長・発展を送げるよう、中小企業の自立化を配す

るなど、経営革新の支最を田する。

④ 申小企業の経営力を強化するため、申小企業の受注換会確保対策の拡売等を國

る o

「 )  中小企業の持つ技術、サービスのm的な情lai発信とP  Rへの支最を行う。
l可 受発注を配するため商識会等の設を拡大する。

t, ,,l 個産防止のため、総合的対策を講じる。
目 原材料の安定確4果、原開格の変動による便乗fa上げ、買い占め、売り惜
しみ等の配強化を國る。

的 富公需適格組合制度の周知・活用を国る。

〇 厳しい経mに対応するため、企業の合理化・省力化・効率化を一属田す
る o

〇 中小小売店等をi 通するたll,、営づ く り と一体となった中心商店街の活性イtや、
展わいのある商店31-i く り を? する。
〇 解の割ヒ しつつある申小企業の再生を通する 。

〇 もの一i; くり産業における中小企業の解力を高めるたll,、前 イ / ペーシ ョ

ン セ ン タ ーの支最機能の独化を国る。

@ 国や独立行政法人等の換関へ地元業者活用の〇きかけを行うなど、地元申小榮
者の受注拡大と11先活用を国る。

〇 消費裁率引上げの民のll護拒否等を防ぎ、申小企業の円滑かつi的iな消費裁の
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転選を確保するため、 国と通操 して設者に対する相開iを税する。

lt1) 消費裁itついて、中小企業の免8t点・置易mの拡大を国it要ヨする。
〇 生産コスト上昇分のi的iな価格転はに向けたm能 にm的に取り組むとと
もに、価格転選が進まない設者や業種に対する通を行う。

【新a】 ita l 高度化、多a化する事業者の文選,-:'' it的確it対応するため、自業支ii換関
の llを強化し、効果的なll開 lを 開 す る 。

(7) 解の簡的成長に向けた新設の創出・ i成

(!) 茨城の持つ最先端科学技術の独aと特色を生かし、 中長jla的な視点から、 起業
通、新産業の創出やーン チ ャ ー ・新構開への通、産l業人材の確保・育成
などへの投資を使し、新たな需要と配を生み出す。

② 産業技術総合研究所をはじめとするつくばmの先端技術研究施設とのn装
化を國 りなが ら 、創業や新構開の配を國る 。

〇 全国で初めて開値した解県簡eスポーツ選手構の経験 ' Pネッ トワーク等

を最大限に活用し、県内企業の市場参入田や人材青成、m設等を活用した
イーン ト 開 催 に よ る 田 化 な ど 、  e スポーツの田に取り組む。



2. 行財政改革と地方分権を推,進し、
サービスの向上を国る

地方自治にふさわしい自立性を継持して、 新しい地域社会づくりを

進め、県民生活を質・量ともに向上させるためには、地域住民の達帯感

を操め、時代の要請に応じ簡素にして効率的な行政体制の確立を図る

必要がある。行財 ieきIr革と重要流策送行を面立させるためには、 スク
ラップ・アンド・ビルドを積極的に推造すべきである。

(1) 行財政改革の推進と民間活力の導入

厳しい財政状視の下itあ,ても、県地展の基盤づくりや福祉の充実等、活力あ

る豊かなm会づくりを進めていかなければならない。そのためには、経費支出
の効率化に徴しながら、財源の重点配分に努め、併せて民間委託の推進等、財政の

健全化を国る。

(!) 簡素で効果的・効率的な行財地営を確立するため、用合計画に基づき計画

的な行財解 を推進す る と と も に 、 市町村の行財解 を通す る 。

(2) 本庁及び出先換関の組;St・開を行政目的と新数の消長it対応し、聞・

mするとともに、付属機関はその設置日的、及び状通化をaてmを進め
るなど 、一属の行解を推進する。

〇 企業会計の健全化を推進する。

上・工・下水道、病院事業などの企業会計事業のe全な経営は、県政上大きな
課題である。企業会計による設ll、独立採llを確保することが経営上の原則で

あり、合理化・効率化を国り、健全経営it努力すべきである。

「 )  欠損l金の生ずる原因を相査し、具体的対策を立て、可能なものから印時実施

する。

l・ 経営の合理化・効率化・民間委託・起債の操上償通などを進め、田の館減
に努める。

01 サービス向上を常に心基lけ、料金など適正な収入の確保を國る。
目 福tif施設などを含め、企業的経営の求められる施設itついて、業書の見直し

を行う。

④ 行政の配化・効率化のため、業務の民間委託等を推進する。

n 専門的業書や開書の民間委構を進めるととも i t、公の施設の管理i tつ
いて、指定管理者制度の活用拡大を国る。

lie 民間資金を活用した社会資本整備(P F I l等 、 多 線 な 杜 会 資 本 前 知 こ つ
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いて検討する。

t, ,,l 民営it適した事業は民営化、または處止する。
目 官公庁施設総持管理業ifな ど に つ い て 、 前 開 の道用 ・ 拡 大 を 国 る 。

⑤ 公共施設の計画的な長寿命化対策や、施設の維持管理コストの;最Ia化、及び施
設の有効利活用itよる8t外収入の確保を全庁的it推進するため、フ,シ リ テ ィ マ
ネジメントの導入を進める。

@ ネーミングライッについて、1能施設や施訓外のイーント等も合め、広く事
業者から企画設を公募する能など、  より効果的な手法等itより、導入を進め

る o

〇 住民8加型市場公募地方償の発行再開に努める。
〇 0き方改革の能i t向け、RPA (ロボット i tよる業書の自動イl : )  i tよる県庁

の定型業ieの白動化を進める。

(2) 地方分Itと合,ell市町1111'への通の推進
分m社会の実現を国り、 自己決定と自設任の原則に基づき、 県民がゆとりと
豊かさを実感できる個性豊かで活力に満ちたm会を創出するため、田に身近
な行政はできる限り身近な自治体が行うことを基本として、置業で効率的な行財政

システムを開する。

また、地方分構や少子高割ヒの進展等により、市町村のa割はますます増大する。
これit対応するためitは、早急it市町村の財mの強化や行政体制の聞を国,
ていく必要があり、引き境き合併市町村に対する支最を行うとともに、合併による

市町村再l日を受けて、県と市町村の役割分姐を踏まえた新たな関係を税していく

必要がある。

(!) 開9市町村合併による北関東初の政令指定都市の実現を国る。

② 旧合併特例法下での合併市町村に対して、引き競き行財配営の円滑化と活力

ある地域一i く り をM的it文選する。
③ n中組都市日制度や定住自立日制度、また条件不利地tiにおける県の補完と
いう構を踏まえながら、市町村間の広田を推進する。

〇 市町村への構限移選等を推進する。

「 )  合併後の市町村の温換・前に応じたさらなるa限移解を推進する。
l可 市町村の規樓等により、単独で移裁を受けることが困難である場合ll、周辺

市町村間での広開などの仕組みの活用を国る。

〇 一部事i組合の複合化・m合を一属推進する。
環境・消防・防災等、新開 lの再編整備を推進する。
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(3) 地方行財iEf [の整立

地方行財政の確立について、 国へ前に要望する。

〇 地方の目由度のmや財配の税に結びつかなかった三位一体改 l革の結果
を営まえ、真の地;11分構の実現を目指し、引き続き地;11分構改革を推進する。

「 )  所得税・消費税など国から地方への開日による税源移aと税源の1目在是

正を推進する。

l可 国!i補動負担金については、地方の自由度の拡1大につながるよう、a前 け 、
前けを見直し、院止・統を国る。

01 直 開 設 ll、極めて不合理であることから、必要な見直しを構に進
める。

目 地方交付税については開相整機能及び財源保開能を能するとともに、

その所聞を確保する。また、地方財源不足の解消ll、地方交付税の法定率

の引上げを含めた抜本的な改革等で対応する。

② 地方財政対策の推進

n 地方償資金の良質化と融資条件の改善を國る。
l・ 国i補動事業の地;1組過負担の解消を国る。
③ m開発に係る財政上の特別指置のm
解 町 に 対 す る 財 政 上 の 特 別 配 のmを國る。
〇 「集l書付け・前け」の見直しitついては、演み残し項目などの見直しを早期

に行うとともに、「従うべき基準」を真に必要な場合に限定し、地方の自由度の

拡大を國る。

(ii) 今後増大する社能降関係費の安定的な開を確保し、社能降解を開可

能なものとするため、開を確保する方策を確実に実施する。

@ ふるさと納税制度ll、寄附金によるiii入確保とmの特産品の送付によるP R
を兼Ia備えた効果的な制度であり、近年の裁制改正itおける制度の拡充'P手続き

の簡素化によ,てより一属全国的に人気が高ま,ていることから、本県のは力度

アップにつながるような特産品で寄附を基る取り組みを推進する。

〇 経濟の著しい割ヒやそれit伴う地方at財1重の大幅な減少が生じる状制tおいて
は、演収開債をはじめとする財政支最指置の活用を市町村へ便すとともに、必

要な通等を国へ〇きかける。

4) 公的施設のa指と行政サービスの向上
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③ 県 ・ 市 病 llの資質向上を國るため、 目治研修所の換能強化を國る。
〇 公的施設の複合化と能者itも対応したパリァフリ一化を推進する。

公共施設については、行政の効率化と住民の利便性の向上を国るため、複合施設

化を國る。

o省エネル?一等地斑競間国や能者の利用it融tした施設設備とする。
〇 行政手義きにおける藤準処理期間を通守する。

@ 県の出先換関などにおける手義きや必要書類等が、担当換関や担当者によって
異ならないよう、可能な限り統一を国る。

(i) 聞の写しゃ戸籍の購本等の交付中常に係る利便性の向上を国るため、市町

村に対し、キャッシュレス决済の導入について動言を行う。

〇 開 納 ll用地itついては、きちんとした計画的な士地利用方針を立てて有効活

用を進めるとともに、有効活用が国られていない土地については地元市町村の意

向にも配意しながら、激々な情報発信を行い、ll的に売却を推進する。
(11) It前や商m設、解の利便性の高い施設への期日前投東所の配や配所
のパリァフリ一化を市町村に対して0きかけ、能でも投票しゃすいmのmを
推進する。



3. 生活環境を整備して、 住みよい杜会づくり
を進める

杜会資本は産業経済・生活・教青文化・福祉など諸活動の基盤をな

すものであり、安全で快適な県民生活を支えるものである。

そこで、本県のもつ登かな自然環境と経済文化の特性を生かしつつ、

さらには時代の変革や首都口城における特性を十分に把握し、 生活境

境の整備、杜会的サービスn設の整備を重点的に推通iする。特に、い
まだに清足すべき水準に送しない公園、上水道、下水道、生活道路、

街路などの社会資本の整備及び急速な開発と社会活動の多構化から接

出する要題の解決に全力を挙げて取り組み、 住るよい杜会資本づくり

及び災書に強い県土づくりを推通する。

1果民生活に直結する生活道路のmil、通動・通装産解活動の円滑化を國

るため、M的i t推進する。

(!) 高 温 格 開 のm
n 首都日申田目動車道の4車線化及び東関東目動車造水戸線のm配 を
国る。

集 ll 事業中のつくば参らいスマート I  C 、 ( 解 ) 登 間 P A ス マ ー ト I  C 、 ( 解 )

千代田P Aスマート I  C、 (仮株 )土浦スマート I  C及び (仮称 )守谷S Aス

マ ー ト I  Cの整備を推造する。また、既設スマートI Cの利用配を図るほか、

東海村で前している東海スマート I  Cの大型章対応や常総市で前している

ス マー ト I  C設置などを通する。

t, ,,l 高規格静mを統す る連絡 ( ア ク セ ス )mの聞を推進する。
② 交通円滑化のためのm的 な 国 聞
n 直構国道の改集の早期完成を國る。
o国道 4号 ・ 6号 ・ 5 0号 ・ 5 1号

l' 補動国道のmの早期完成を国る。
o一般国道118号・123号・124号・ 125号・245号・293号・294号・a49号・ 1154
号・355号・461号

③ 開 温 格 道 路 のm推進
解 田m 茨城西部・字al宮広域連終道路、'常ill ・ 字 解 部 連 終 通 、

百 里 飛 田 、 表 出 t 部 静m、 税 表mのm配 を 国 る 。
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④ 県及び市町村道のm推進
本県内のmは北海道it次ぐ全国2位の実延長ということもあるが、令和5年
3月31日現在の改良率は、県道e要地方道 一 一設県道)が316路llで的.6%、
市町村道ll41.1%である。未改良区間の早期整備が必要である。

n 主要地;11道及び要田の交付金事業を推進する 。
l' 市町村道整備の交付金事業及び開動事業を推進する。
01 精集の新設、渠け換え、構化、精集・トンネルの予防保全型の維持管理に
よる:競l金化を推進する。

集 目 筑西m 的骨道路、都市軸道路、行方雄i道路、常翻阿港区から県
北内田 を結ぶ開 な ど 、 主 要幹線道路のmを推進する。

※ 的 つくばから笠間 (道組神峠トンネルイ l : ) 大子を結ぶ (仮称 )表解m
路のmを進める。̃ Mな生活環境を創出するため、県内の主要道路(生活道路)のmを推進
する。

I t) 交通不能県道の早期解消・mを国る。
MI 水戸市周辺の通投將解消のため、開の早期整備を國る。
lリ) 日立市内など慢性的な交通法構itついては、交通法開和を国るためのm
mを推進する。
o ,f ス停周辺部を拡幅し、解の流れを円滑にする。
に) 計 市 解m田 通 数 な ど i t よ り 、 計 市 町 村 のmの 聞
を支最する。

⑤ 日常生活道路のm
n 通学路などの地などを重点的 i t進める。
l' 消防 ・構の能時交通確保のためのmを進める。
01 「事故危験19所」等における面的かつ総合的な事m解 を 配 す る 。
目 ill行者・自転章の經を確保するため、自転解用田を含む総合対策を

推進する。

的 山m m配 化 の た め の 通 のmを進める。̃ 經 ・ 快 適 な サ イ ク リ ン グmの聞を進める。
I t) 日常的に法格の発生している交差点の改良を進める。
MI すれ違い困難な幅員狭小区間への解配を推進する。
〇 パスmの船持
「 )  県北山間mなど、人口演少地区のパス開の通行総持を国るための動成を
行うとともに、mの 旅 ll送」P貨物配送の効率化を國り、m田 の 足
を船持してい く ための田の導入 i t つ いて も前する 。

l・ 公流の活性化を国るため、市町村などと理融を共有しながら、多裁な始
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送手段をm員していくとともに、  M a a Sや目動運転など、 A I や I  C T技
術の活用itよる新たな始送サービスの導入を後押しする。また、BRTの更な

る拡充、開や開辺、パス停付近での通法解の取り締まり独化などの

取り組みを推進する。

t, ,,l パス利用者の利便性向上と安心經な始送サービスの理を国るため、地域
公統確保推持改書事業等のパス関係予算の確保を国に要望すること。特に

m間幹線系統の補動制度についてll、現行補動制度を配するとともに、十
分な子算額を確保すること。

目 A I や I  C Tを活用したコtユニティ交通の開である収支改善については、

先進的な事例を參考に、通以外の副収入を選得するなど、限改善につなが

るような仕組み一i くりを市町村と共it前 す る 。

(i) 道路の新設や拡幅整備に併世、信号機など交通安全施設のm、新事用信号
設置等の信号換通などを推進する。

〇 m台限の電f化再整備を早急it進める。
〇 特構両通行許可の配化を国る。

〇 通照明について、環境へ配意したL E D照明への切り替えを推進する。

lt1) m装 i tおいて、耐久性やライフサイクルコスト i t iれているコンクリート
錦装の採用を前する。

〇 通の的装において修構への対応の通化や設節解の効果が期待される、

A Iを活用したシステムによる点検の基入を前する。

2) 部市公目・mの量備
人と自然10 lift生する都市;日fiaの形成'e'都市住民のm造の場、 多機なレク リェー
シ・ンの場の解を行うとともに、災書時のm、救最活動の filL点としての防災
換能の強化により、都市の防災性、要全性の確保を國る。

(i) 防災都市一i くりを推進するため、a更活動'P観t地等として重要なll点となる
都市公園の防災機能向上のためのmを進める。
② 国営0・t=ち海l民公目のmmを國る。
〇 借楽目公園、笠間差術の森公園、處島基海浜公園等のm推造を図るとともに、
道切な管理に努める。

n 目内の回通や利便性が向上する施設のmを國る。
Ill 「値楽目始力向上アクションプラン」に基一iき、雄力向上に向けた施策の推

進を国る。

t 、l 「公目施設長寿命化計画」に基,・き、通切に推持管理(施設点l i f t装i持補
修)することにより、施設の:競 l金化を国る。特に、新化により利用e止し
ている港公團設培の大通種修ieを理に実施し、利用体止状想の理解消を
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國る。

〇 市町税ll 市公園の聞配を国る。

市町村の「公園施設長寿命化計画」策定をmする。
⑤ 都市にllいを持たせる公目開、能性を持たせた公目のmを國る。
n 北浦川線地等の聞を進める。
l' 河川数や開を活用し、aの広場、大温換ダートポール場等、スポーツ
レク リ ェーシ・ン施設をmする。

〇 開づくりのためi t設や街路の録化や標の生け垣化を進める。

Ill) 花と録の都市づくりm の保全及びm区の保全を進める。

3) 空らきのある量かな都市づくり

都市を安全で安らぎのある豊かな能の場とするため、 都市機能のm接 を 国
るとともに、公目・街路・下水追など都市施設を計画的・効率的に整Illを進め、高
1tt者'P能者itも經な居住理境・都市環境の形成を国る。

(!) 災書に独い'31-iくり、防災都市づくりを推進する。
② 地区画整理設、市街地再開発設、申心市街地活性化のための設をM

的it推進する。

③ 都市緑イt扱び都市公園等のmを推進する。
④ 都市交通の解消と都市換能を増進させるため、街開を推進する。

(ii) ?限〇と itやさしいまち一i くり条例」 it基一iき 、 能 者や高1tt者itやさ し
いまちづくりを推進する。

n 開者や高能を合むすべての人々が安心して基らせるよう、スロープ・目
動ドア ・能者用のトイレやB章スペースの配 ・mの点字ブロッ ク設 ・
能の解消を推進するとともに、公共施設や病院・デパート・R ・mな
どの既存施設の改善・新設施設のユ=,f 一サルデザイン化を國る。
l・ 離itでも使いやすく、わかりやすく、より快適it生活できる社会の実現を目
指すため、いばらきュニパーサルデザイン推進指針に基づき策定したソフト・

ハード両面のガイドラインを周知することにより、ユ= ,f 一サルデザインの考
え方や設i tついて普及・配を国る。

l重) 簡のパ リ ァフ リ一化 ・安全対策やパリ ァフ リ一章両の導入などハード面の

構とともに、「障善のある人もない人も共に歩み幸せに基らすための表城県,・
くり条例」の普及などソフト面の統に取り組み、配のまちづくりを推造する。

(i)m化を推進し、道路の最観の向上と安心で開な通行空間の確保を国る。
〇 線引きの見直しと、各l書部市計画制度の活用を國る。

(11) 適正かつ合理的な士地利用を推進するとともit、士地取引届出制度の適正な理
用を国る。
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〇 通学・通動者の利便を図るため、 主要駅周辺に目転車置場と開を整備する。

1111) 人ロmや高船化社会に対応するため、配・福祉、商業等の都構能'P居住
機能を集約し、能もが住・,やすく、安心・安全に事ら 世 る コ ンパ ク ト シ テ ィ のi
要性がさらに高まるものと考えられることから、その実現を日指し、市町村への

文選などitついて前を進める。

〇 mのmに応じた民泊の営業日数の制限など、県として独自に温制条例を制
定し、適正な民泊のmづくりを推進する。

ital 前の i ll面it取り付けられた袖着板など理広告物の適切な管理のため、田
広告物の設置者に対し、定期点検の実施を田する。

〇 地l重計画の配内においてe地転用を行う場合、許可申書ll手義きが願である
ことit加え、許可が下りるまでit長期間要することから、事書手続きの置業化や

通用改書に向けた見直しを行う。

〇 能地の除外等の規制について、周辺の士地利用状混やインフラm状混等を
勘集し、 構の実情に応じた ,a地の利活用が図られるようm制の授和を図る。

4) 住宅開と 0 と り ・ ;国いのある居住環境の創出

(i) ゆと り と酒いのある住宅聞配のため、  消費者対策としての県民への住宅信

報の能や住宅相般会の開催を行うとともに、供始者対策としての木造住宅開

の 配 設 な ど を 行 う 。

n 県民への各種の住宅情報の提供、無料住宅相設の開値などを行う。
l' ゆとりと酒いのある木造住宅のmを田するため、木造住宅船合対第事業
などの拡売を國る。

t, ,,l 中古住宅の流通拡大'P空き能 it寄与する既存前状況調査(インスペク

シ・ン)、不動産業による空き家対策設プログラムについて、県と市町村、
関係団体との聞を強化して活用配を國る。

(2) 高1tt者・能者・子青て世帯P低al所得者など住宅の確保it特it融tを要する
者が安心・安全に生活できる、パリァフリ一対応のケア付き住宅などをmする
とともに、福祉のまち,・くりを推進する。
n 構性・防犯性・高1tt者へのllなど、能な性能住理境を備えた公営住宅
のmを国るとともに、真に「住宅に困務する低額所得者」に対して必な家
量の住宅の公平かつ的確な保を行う。

l・ 適切なi性持管理・改善i tよる公営住宅のストック活用を国るとともi t、新
化した公営住宅の建て書え等を行う。 ま た 、 関 が 田 の 公 営 住 宅 に つ い

て ll、そのmを國る。
t, ,,l 大都市地域itおける宅地mの 配 を文選するため、住宅市街地基選整備事
業の配的な活用等を国る。
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01 高能や子育て世帯などの申田に配慮した良質な住宅を確保するため、
地 域 解 宅 の 適 正 な 開 を 国 る 。

集 m さらなる少 ;i高解化時代を見据え、開・防災のためにも、空き象の実期1'l
還、空き家能活用通法人の指定、空き家の有効活用、更地化した際の組

能担増の描子、取り域しへの補動、士地活用の制限最和等it取り組む市町村

に対する支最を前する。

③ 開発許可の通化を國るとともに、開発許可制度の適切な運用を國る。

o設者の家族のための住宅などitついては、 i #力的な? が国られるよう見直

しを国る。

o市街化調整配内の既存店解の設物に関する用途変更についてll、 よ り 一
ll の 開 和 を 国 る 。

〇 住宅関通業の青成を国るとともに、建業度術者の養成確保対策を進め地位の

向上を國る。

(ii) 道路管理者は、道路境界illと建集基準法第42条第2項のみなし境界illとの間

の土地、いわゆるセットパック部分については、m的に所有管理するよう努め
る o

※ 〇 令和4年5月27日付けで公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する前

(宅地造成及び特定盛土等短制法)」では、指定した規制区域内における盛り土

が許可制とされるなどの災害の防止を日的とする規制が盛り込まれたが、 生活環

境の? を含めたより実効性のある制度の構を国 iti'きかける。
5)上水道の整備

經 で 強aな施 を開 さ せ る こ と を 目的 と し 、  本県施が目指すべき 「将来の
理想像」とその実現のための取組の方向性を示した「茂域県水道ピジ・ン」(令和
4年2月)  に基,・いて、長期的かつ広域的流から水追の施設整備を推進する。
(i) 簡設の構化をより配し、地量などの大規程災書 i t強い水道づくりを進

める。

② 要全でおいしい水を保するため、高度静水処理の導入を推進する。

〇 水道受始者の開 の理や 、 今 後子想 さ れ る 人 口減少 i t 伴 う 解 の 値

上げ抑制を日指し、県能の水道事業の義合、一元化を前する。なお、広域通

線の実現に向けてll、市町村等における個別の課題を踏まえ、1果民の理解が得ら

れるよう、「章i t調整を進める。

集 〇 有構フッ素化合物の一種であるPFOS及びPFOA(水質基準項目に引上げ(令

和8年4月))について、基準値を組通した程合には、早期の対策や開への情

mなどにli t 'Pかに対応し、設な水の提供を国る。
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6) 下l'lei● な ど の 新 配
下水道 な ど の生構構は 、  生mの改書と公共用水;ttの水質汚高防止を国
る上で極めて重要な施策であるが、本県の汚水処理人口普及率は、89.0%(令和

6年度末)と全国平均の93.7%に比べて低いことから、今後も引き続き事業の配

を国る。

〇 各 市 町 村 の 下 構 び 田 設 のmを 配 す る た め 、 市 病 llの
前向上を国る。

② 流域下水道及び度島監i海特定公共下水道のm及びmを進める。
n Eグ 浦 湖 北 流 域 下 解 を llじめ、Eグ浦常南、Eグ浦水IB、ヨ画用、
利 秘i岸さしま、解小員、小員川東部の各流域下水道及び處離確特定公共

下水道の各事業費の確保と事業の推進を国る。

l可 施設の新化に伴う改集や汚水量増に向けた増設に効果的に対応するため、

ライフサイクルコス トの低a級 び 前 の 平 準 化 のii点を略まえ策定した「ス
トックマネジメント」に基づき、計画的かつ効果的に施mを国る。

③ 市町村公共下水解業を促進するため、県費補動の事業費の確保を國る。(令

和6年度補動:16団体)

〇 全県下の効率的な下水道事業や農業集識排水事業及び静化常設置を推進するた

め 、 ま た 、 人口開の社mの変化に対応するために、生田ベストプラ
ンit基一iき、各事業の展開を国る。

〇 下水開は今後も增加すると予想され、開を有効活用し、省エネルギー化、

環境への負荷削減を國るため、汚混の資想・エネルギー化の検討を進める。また、

2 0 1 5 年の下解証 i t 伴 う 、下m利用it関する規制選和を受けて、下m利
用の機会について前を行う。

@ 解の災害にも強い制ヒ常の普及推進設を進める。特に、Eグ浦(西浦、
北浦、常Ei利根川)などの流域itおいて、重業・リンが除去できる高度処理型着'
化,F9の普及田を国る。また、制ヒ能に基づく保守点検、清得、法定検査が適
切に実施されるよ う一括契約方式の前けを検討する と と もに 、公開 ヒ構

業itよる市町村管理の導入や民間活力を活用したP F I 事 業での開 ヒ精の整

備に よ り 、 制 ヒ 描 の総開の能 を国 る 。

7) ごみ処理・し
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4. 安心を支える保健・医療・福ltl:体制の充実
を国る

わが国は、 世界に例をるない早い速度で高船化 ・長寿社会の到来と

いう時代を迎える中で、近年、都市化の造行、少子イt、核家族の造行
と高船者世帯の增加、女性の杜会進出などの現象があり、一方、福社

施策の充実とともに個人のライフスタイルや高船者・B書者の介種に

対する考え方が大きく変化してきている。

そのため、それらの変化に的確に対応して、保健・医震・福社サー

ビスのネッ ト ワークー' くり、生きがいを持てる杜会づくりや、安心し
てiらせる地域のまちづくり等々、積極的な展開を国つていく。また、

出生率の向上とともに、子青てを総合的に支授していく体制一・く り 、
青少年の健全育成、男女共同参画社会づくりや県民の消費生活の安全

船保対策などの施策を推通する。

また、生選にわたり、県民一人0,とりの健康水準の向上を図り、長

寿を喜i sことのできる社会-'くりのため、表病の予防から早期発見、
早期治藤、リハビリテーションまでの一貢性のある保使・医藤・福社

体 制 を 能 す る 。

1) uf i的な少IF化対策の推進
健全な社会とは、 高能代 ・現m代・年少世代のバランスが保たれている人ロ
構造であることは論を待たない。高解化・長寿社会の進行は、逆ピラミッド型の人

口能を意味し、出生 ll下の状IIEがこのまま競くと、わが国・本県の活力ある社

会を開することが困離i tな,てくる。事実、わが国の合計ll線出生率は昭和60年

1.76、令和6年1.15、本県は昭和60年1.85、令和6年1.16と大幅に低下を来してお

り、また、わが国の人口ll、平成17年に明治ll2年の精以来、初めて出生数が死亡

数を下回り、その後も平成18年を除き「自然減」が続いている。

新しい生命のE生は、e全で活力ある社会を発展さ世ていく根静をなすものであ
る。出生率の向上l地解の最も重要な今日的課題として、県政の申で取り組ま

なければならない。

X (!) 願限こども計画」に基づき、結婚・妊最・出産・子青てに対する支最を地

域や企業と通操しながら社会全体の取り組みとして推進する。

集 n 般 限 こ ど も 計 画 」 のa旨を能させるため 、普及開前を推進する 。
ld 通を装き、子どもを産み青てるという希望をかなえるmづくりを造める。
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o開・妊限・出産・育児の切れ日ない通

cl着者の自立の配

oすべての子どもと通への支最

o子どもの社会性向上や目立の配

o地域の実情it応じた文選

o 0き方改革による仕事と生活の相和の推進等

01 少子化に営止めがかからない状混に対して、合計特殊出生率が上昇した地方
自治体の取り組みを参考にしながら、「表城県は保育・配が充実し、仕事と

通を両立しながら安心して子青てができる」などと着い世代に商されるよ

う な 地 目 の 通 開 lの税を検討する。

(2) 令和5年4月it施行されたこども基本法の理念を略まえ、子どもや子青て当事

者の意見を設して「こども計画」に確実に反映さ世ていくとともに、県として

独目にこども基本条例を制定し、全ての子どもが将来にわたって幸福な生活を送

ることができる「こどもまんなか」社会の実現というメッセージを広く県民i t長

えていく。

③ 仕 事 (al場)と育児が両立し得る Ia用システムの確立とそれを通する社会環
境づくりを国る。

「 )  青児・介豊休業法など青Ia休業制度の定着便進や、青Ia休業中のための生活
開金の税を國ると と もに 、社会全体で育児構の育 ;建化による男性の

子青て税の変革itより一ll取り組む。

l' 休業後の円滑な開のため、休業中の情報提修tなど企業の構の改
善を國るとともに、フレックスタイム制・在宅動務制の導入等、多激な Ia用シ
ステムの確立を国る。

01 県と県内44市町村がt9定を結び、病気で保青所などに通えない子どもを一
時的に預かる「病児・病開保育施設」の市町村の開みを組えた広域利用を

配 す る 。

目 「i的tX、日」など市町村の区域をaえた広域的な見地から蘭整が必要なもの
について性aするため、県や関係市町村から構成される・Ba会を設置し 、開
児重のゼロ水準を船持する開を後押しする。

〇 仕事と通の両立への取り組aや子青て支最にm的に取り組んでいる企業へ
の通を推進する。

(ii) 子どもの進び場・野外活動施般、ボランティアなどの社会参加活動等、いわゆ

る子どもインフラのmをmする。
@ 前児の健全育成と子育て通開 lの 税 を 國 る た め 、 前 せ 口 水 準 を 維
持するため、地域の実情it応じた保青所などの受け」111整備を進めるとともi t、必

要となる保青士や着E師の人材青成強イl:及び離ll防 止 対 策 と 再 田 に つ い て
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関願関等と fa力し売美を国る。 併せて、m目における預かり保育を促進する。
n 前児等の保書識11制度の流を国るとともit、情操の発建を助長する特色
ある保青を推進する。

l可 本県の保育士及び動稚目教論等の確保定着に取り組む。併せて、mを

解消し安定的it人材を確保するため、Mで行,ている補動金制度を創設し市

町村と共に処通改書に努める。 また地ti格差にmしmの実情にあ,た通用
を求める。

t, ,,l 保青士定数を超えた加配保青士it対する動成を行う。
目 保青士の就労を支最するため、戦位配明書「キャリアパス」を導入し、キャ

リァァップのための基準を明確化して、労〇mを高めるとともに、保育士不
足の解消itもつなげる。

m 前 ア レ ル ギ ーの解が增えており、国の支; f F基準による始食a頭 の
配置員数でll構な食の要全確保が難しくなってきている。また、食育に対す

る?な指導を行えないため、栄i士 ・管理栄量11等iettt人員の体制強化it取
り組む。̃ 子どもの要全対策として、送i明,f ス の 田 置 の 導 入 を 通 し 、 m理
を国るととも i t 、 ili全管理マ,ユアルi t沿,た乗降時のチュツクや登園管理の

能により、ハード・ソフト両面から置き去り事故ゼロを日指す。

〇 保育所が、子育てに関するmのM と して激々な通活動を行 う よ うにする
など、地域の子青て環境づくりを配する。

〇 保青所と動推園の機能を併世持つ「題定こども園」を推進するため、より移行

しやすいよう通に努める。

(11) 保青所へ演ける子どもの解船化が進む中、在宅青児を増やし、田の抑
制を国るため、a動 Ia (6ヵ月̃1部ヵ月)を自宅で青てる世帯に対し、1人にっ
き毎月数万円を理する制度の創設を検討する。

lilt 思春期から雄振・出産・ IIL主ll児期までの母i'の心と体の健農管理it資する母i二
保a対策を総合的に推進する。
n 妊聞から出産後間もない IS子の健康増進を國る子育て通設にっいて、

11良事例の校展開を国るなど、県内全域で質の高いサービスが解されるよう

支最する。

l可 産後ケア設を希望する方に対し、 スムーズな受け入れができるよう事業拡

大it努める。

Iii) 利に個む方々へ的確な情報の解や事門的な相般に応じるため、利事門相

識センターの税を國る 。

1111 県立こども病院を主軸i t地開を国り、小児屋a体制の充実強化を国る。
〇 体日や夜間における小児数急医療体制を前するとともに、「茨城子ども数急
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i話相設1の税を國る。

〇 安心して雄振・出産できる環境を確保するため、総合周産期母i'屋aセン ター
を中心とした周産期miの充実独化を国る。

〇 乳動児期からの11身開児の早期発見・基育支最体制の税強化を國る。
flit 発建障害などの早期発見を目的にした「5最児n」の、全児宣対象実施の定
着を国る。

〇 開 の 健 全 な 発 達 に ll、 m常の早期発見が重要であることから、県が実
施しているll ・中等度の難境児it対する開 の購入量用等動成制度の文型定iti
を国る。

〇 前児を持つ線に対し、配、育mび子育て通サービスに関する相識・情
解 を 強 化 す る 。

〇 ひ と り 地 等 の 相mの充実
e) 「茨moとり解等目立促進計画」等に基づき、,et子家庭、父子家庭及
びMの就業支llなど生活の安定と向上を国る。

l' 組が急病の場合などの一時保青、子青て短期支最事業を充実する。
01 IS子家庭等の線子のきずなを操めるために、線子すこやか交流設を推進す

る o

〇 茨城県子ど もを解から守る条例を踏まえ 、解新によ る立ち入 り相業

を適切に実施するなど 、通の設m・要全確保の強化を國ることにより、児

童解防止対策を推進する。

@ 解 新 開 応 ダ イ ヤ ル 1 8 9 番 ( い ち ・ は や ・ く ) の 普 及 に 努 め る と と
もに、? 新 防 止 に操わる関係換関のネットワーク強化を推進する。

〇 子 ど も ・ 子 青 て 解 l度it移行した識llこども園や動程園等it対する補動を

確実に指置するとともに、制度の実施主体である市町村の意向を十分踏まえなが

ら、各市町村で総合的な質の高い教育・保育・子育て通が実施できるよう通

it努める。あわせて、m や 開の高alt対する文選を 前 す る 。

「 )  居宅前問型保'if事業、小ま能i保'if事業及び通的保'if事業などが地保青

設として認可事;建となったことから、円滑な実施に向け必要な通を行う。

また、ペビーシッター ( 0iti理保青事業)など、気g i t利用できるサービスの
充実を国る。

l可 動願育・保育の無償化に伴い、公立の場合、利用者負組が解m担
となるため、市町村it多額の財能担が生じることから、導入初年度it臨時交

付金が指置されたが、型? 降も国の責任でt直タ、的な財政指置を購じる。
② 若い世代が開に一 i;船み出せるよう、国でll、新婚世帯に対し、住宅取得や
開の費用を文選する解生流 数it取り組んでいるが、実施市町村が

少ないことから、県は、多くの市病が取り組めるよう、国に制度の改善などを
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〇きかける。

〇 「こども大ll 」等を略まえ、畫困の通を新ち切るため、関係換関・団体と連

携し、支最に取り組む。

〇 人ロi妙P少子化の進行を抑制するため、経済的負担の大きい多子世帯に対し、

保青料のll減・無listイl:などの文量i業の充実を国るはか、在宅で青児する世帯向け
の支最制度を新設する。

@ mにおいて子どもや子育てを支える]Ill組として重要な役割が期待される子ど
も地itついて、各地域の子ども地ネ ッ ト ワ ー ク ーi く り を文選するなど、開

の拡大推進を国る。

@ 子どもにとって最善の利益を能するため、通のケア =一ズや保i重者の意向

も考Itしながら、設基青開則it基一iき社会的基青を推進するとともit、 社

会的養青の現状についての県民への周知に努める。

@ 国の公表数 よ り 多い と指描 されてい る能開について 、 実 1!I e'個別=-
:''の把a lt努める。

2) uf i的なlilo者対策の推進
本集における高船者人口の比率は、 令和7年10月1日現在31.2%に建しており、

領32年には的.0%になると予測されている。

明るく活力ある組高能会を集くため、生選を能で生きがいを持つて社会活動

it参加できる体制一i く りや、要介a状i豊itな,ても住み信れた地域で配・介a等
のサービスを受けられるmづくり、mで支え合う体制づくりを推進する。
このため、「いばらき高解者プラン21」に基,・き、積極的に各a高開 祉施策
の展開を国る。

e0者の生きがい対策のM)
〇 明るい長寿社会,・くり推進a構の体制強化を國り、1果民が一体となって高能
の生きがいと健農づくりを推進する。

② 高 開 の 自 主 的 な 解 動 な ど の 支 最 に 努 め る 。

③ 高能の学習の設及び三世代の集いなど、世代間の交流設の配を國ると

とも it、高1tt者の社会参加、生きがい一i くりの充実it努める。

〇 シ ル バ ー世代の活動の場とともに、相批サービスの推進を国る観点からも、老

人クラブ等の育成強化を國る。

n 福祉サービス業書it対してm ・指導を行う。
l' 生きがい対策とともに、m内の相互田能が発輝できるよう、老人クラ
ブの育成強化を國る。

使室サービス体01〇 ll・充実)
(!) M 保険制度 と の ll・相整を国りながら、高ii者に:a誠かつ効率的なM ・
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配 ・ 福祉サービ ス を解す る 、  m能ケアシステムなどを推進し、  在宅福祉
サービスの充実と在宅介aの文選を強化する。
② M予防に効果のあるシルパーリハピリ体操の普及を行う指導士の養成ととも

に、市町村での取り組み整t化に向けた〇きかけと指導士の地ti活動支通に場める。
〇 高1tt者ができる限りMで生き生きとした生活が送れるよう、介護子防の推進

を国るとともに、元気な高開がmでm的に活国できる田aづくりを進め
る o

〇 高1tt者が住み信れた地域で自立して基らし続けることができるよう、総合的な

支最を行う地t胞括支最センターのm田と機能の充実を国る。
⑤ 田ヶァシステムの構にあたり、管理榮選士・證日整l直師・作;l l演法士・

理学a法:11Sの地域配センターへの配置及びその活用ととも i t 、それら専

門戦のmヶァ会01への前を便すよう市町村に0きかける。 また、社会相批法
人への法人税課税の回選を國る。

〇 介護保険制度のl書実な実施を国るため、県民への構・啓発を推進する。

(i) 前問着度の実施にあた,ては、配機関やIll宅介l重支最事業者等とのnを国
り、家族に対する総合的な在宅ケアの税を國る。

〇 硬 た き り 高 開 i t 対 す る 開 を 進 め る 。

〇 防間福i止理容に対する助成制度のll入拡大に向けて、市町村にIllきか11を行う。

〇 認知症高能の治基・ケア施設のmやマンパワーの専門的研修等、総合的な
3基l知症高1tt者対策を推進する。

Iii) 質の高いホームヘルパーの養成を国る。能介aや生活通ま要最l基者のニー
ズに応じた在宅サービスの税を國るために ll、専門aと し て 開a 倫理al
の向上を国る必要がある。

「 )  ホ ー ム ヘ ル パ ーの現解を充実する 。

l可 まだ体力・気力・般力のある的職代の股を配する。

1111 般 限 地 開一レバー受田」を推進し、互いi t動け合い、文え合う地
m会づくりを推進する。
〇 市町村における介i重サービスに格差が生じないよう支最策を器ずる。

〇 市国Ill'l lの介護認定書査会が公平かつ通に理営されるよう、人Illオの基成を図る。

〇 M保険制度の円滑な推進を国るため、介l重支最事門員(ケアマネジャー) を

基成する。介重支最専門員の指導・動言等を行う主任介重支最専門員の基成、介

配専門員の地域itおける文ll体制の強化を国る。

〇 要介期顯;や住所地特例制度に関する始問題の改書を国り、M保険制度の充

実に努める。

1111 財産や設の管理ができない高1tt者it対して、 日常生活自立文座i業などが活

用できるよう、制度の経と 広 細tli;める。
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〇 高 能 新 の 防 解 を 推 進 す る 。

1111 県・市町l目等の公的施設(学l始む)の一部を開放し、地城ボランティアグルー
プ等との「地tt高i清ふ開ふれあい会」を設ける。
n 家に閉じこもりがちな高能などに対して、老人福祉センターや老人意いの
家、公民館等itおいて、日常動作ilnliaからa味前 (生きがい活動 )などの各
種サービスを解する、生きがいデイサービス事業を推進する。

l可 町内会・目治会等で相互開能が発通できるよう地l自融t体制の税を國

る。高1tt者の配 や、日常生活itおける文選等、福祉サービスの基使的部

分は、町内会・自治会等、一番身近な近開団の活動に負うところが大きい。

01 認知症高能、特に開高能に対するmの 理解 と 通 開 lを 税 す る 。
〇 高1tt者が安心して生活できる居住理境・まち一i くりを進める。

「 )  ヶァ付き住宅や子青てmの向上にも寄与する三世代住宅等の建設を田す
るため、融資等を税する。

l? 介ii対応のため増構・改造を文選する。

01 平成23年10月にいばらき身障者等用関利用配制度が導入されたが、
開による身降者等用開の不通切な利用事例が報告されていることから、

適正利用 i tついて免許更新時や自動開、地青などで周知能を国る。

目 解 や 解 能 に 対 す る 素 能 設 置 や 早 期 発 見 シ ス テ ム のmを造める。
(家族あるいlま貴任者が希望する場合)

的 3基l知症が原因で開し、身元不明のまま施設it開される高1tt者が相次ぐ間

題で、理知ii置の人とその通をmで支えるmづくりの一環として、開高
ll清等の早期発見・保i重に向けた全県的なネットワークを税するとともに、

離でもなれる3基l知症サポーターの基成を県田として展開する。

o青児・介豊休業法など介豊休業制度について、市町村や企業に対し普及・啓

発を國る。

o高1tt者を対itとする福ilk施策itは、行開器として理解し一iらいカナ文字が
多く使用されているので、分かりやすい日本文字にすべきである。

cl保健・配・福祉等の関係換関をllじ め 、 能 や 企 業 な ど も 合 め た 田 l

を整備し、ill知症高1tt者の早期発見'P文選体制一i くりを推進する。̃ m能ケアシステムの開に向けて、養成された理知i i置サポーターの 配
的な活動を後押しするための体制,・くりを推進し、活国の場の拡大を國る。
〇 在宅介護を行う家族への各種支ll を 配する 。

@ 今後の相田は能づくりの観点が必要。M予防・日常生活支最総合事業
を使いやすい仕組みにすることがフレイル予防に整がる。さらに本設の場がシ

ルパーリハビ リ開などと配することで、よ り健農づく り i t 有効な場となる 。

現在の状况では、llを受ける方が理定を受けてmの利用に至るまでケァプ
- ! a-



ラン作成など時間と手間がかかりすきるので、 サービスを利用しやすくし、 フ レ

イル対it者を取り込み要介a状i豊itなり it くい社会一i くりを推進する。
【新Ia】 @ 将来の配やケアについて患者や通が意思決定できるよう話し合い共有する

ACP(人生会1511 )の普及配を國る。
使 ll介ll体01〇ll高個i)

介l重保検制度のもとで、充実した設サービスが受けられるようにするためには、

n者の介i重を受け持つこととなる介a老人保e施設、特別基a老人,i,ーム等の
施田を配するととも i t 、必要なマンパワーの基成確保を国る必要がある。

(!) M老人保a施設のm田を国 る 。
各高能福祉日内での設置市町村の信在や、入所者の設解が展うように進

んでいないという課aも残されているため、「いばらき高1tt者プラン21」に基一i
き、mニーズに印したmを国る。
n 将来的にll、未設置市町村を解消することが必要であるが、当面、特に願
老人保健施設が立地していない市町村及び住民it対して、介Ia老人保健施設it
関する制度の周知や適正な利用の啓発を国る。

l可 入所者の設解を配するため 、施設における リハピ リテーシ・ン を 税
させるととも i t 、前間リハビリテーション等の在宅サービスの利用配を国る

ため広報・啓発に努める。

② 特別基a老人,i ,ームを増設するとともに、在宅福祉サービスのMとして、デ
イサービスセンター(通;i'介11) 及 び シ ョ ー ト ス テ イ  (短期入所生活介11) 専 用

ベッドなどを併設した施設のm老j=:一ム。aを国る。n 基a老人,i,ーム及び特別基a老人,i,ームの老Ill対策を配する。
l・ 入所者の居住理境の向上を国るため、居室の個室化・ユ,ツトケァ化を推進
するとともに、低所得者にmした多床室のmや低所得者の利用田制度
の税を國 る 。

〇 a統床の再編成 i t伴い、用配院 ' P介Ia老人保健施設など受け皿となる施
設のm田を国 る 。
④ 介ila員の負担軽減やm定着を國るため、介iiロボット導入のための予算描
置の流を国る。

〇 M予防の観点から、設老人ホームのm補動と老朽対策を国る。
@ 高能が安心して生活できるサービス付き高能向け住宅や三世代住宅の建設
を国る。

3)生活置'置病対策の充実

本県の配原因の順位は、 第1位はがんであり、 第2位が心疾息、 第4位が脳血

管疫患である。 こ れ ら の 生 商 開 構 は 、 M 配 の t 前 で あ り 、  日常生活
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を通しての発生予防、 早期発見、 及び早期治基が重要である。 このため、 予防・検

移・治表の一買した体制の整備に全力を挙げる。また、「健農いばらき21プラン」

及び「茨城県総合がん対策推進計画」に基づき、生構開予防をはじめとするe
康づくり ;t機に取り組む一方、「表域県能長寿日本一を目指す条例」に基-;き県
の構を明確 i t し て推進すると と も i t 、 がん解推進条例校限がん解を推進

し 、 が ん と 向 き 合 う た め の県民開u) に基づき着実ながん対策の取り組aを総
合的に推進する。

(i) がん対策の推進を国る。

「 )  科学的mに基づいたがんに関する正しい知験の普及と生商慣の改書等に
よるがん予防対策を推進する。

o子ども建が、がんの子防や前発見itつながる習信を身itつけ、がん息者it

対する正しい理験がもてるよう発通段階に応じたがん教青を推進する。

l? がんの早期発見・早期治基のため、民間企業・団体と通操して検設診率の

向上i t取り組むととも i t、開度の向上を国る。特i t、コロナ相i tおいて受

e控え等により低下した受e率を回復さ世るため、受e率向上の地aを改め
て強化する。

oがんの早期発見、早期治a ltつなげるため、市町村が実施する受診しゃすい
検e,体制づくりの支最を行う。

tl がんm iのm 、最和ケアの推進等により、がんm i,・くりを推進
する。

oがんe,療通111lililL点病院を中心として、がん医療通11111体制のmに努めるとと
もに、手tE演法・放射線基法・化学基法の治開lの税を國 る 。

o息者の前的・精神的吉篇等を選和するため、がんと護,新された時から選和
ケアを切れ日なく解するため、a和ケアの普及啓発及び施設・在宅a和ケ
アの推進を國る。

目 がん護ta選 因aL 点病院の相田センターを技 と して 、がん i t 関す る開
供・相般支最体制の充実を国る。

oがんの農者・家族へのピアサポートの新や息者サロンの設置等により.al者・

家族を;ill立させない全集的な息者文iiの仕組み一i く り it努める。
oがん患者の就労に関する開の能や関係機関への0きかけにより、0く世

代 の が ん 患 者 の 開 開 lを税する。また、国が:業 定 し た 開 に お け
る治aと仕事の両立文llのためのガ'イドラインの内容を略まえながら、企業
における治藤と仕事の両立のための取組を推進する。

o il翻がん (余命6ヵ月以内)と診新され、住み償れた目宅で最期の時間を過

ごしたいとaむがん患者の在宅表量の支選に取り組む。 (末期がんは厚生労
〇省の「特定1 6用」に指定されており、  4 0 訓 上 は 前 問 M サ ー ビ ス
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の目己負組が1割となっている。)

o思春期から着年成人の年代を指す「」iYi世相の重要なテーマである灘
性温存基法の理解を操める取組を進めるとともに、機性温税法を希望す

る人が、必要な配を受けられる環境をmする。
oがんitよる手ttr i tより解の残る人が、入浴等の際it気itせず楽しめる環境

を整えるため、関係事業者や県民のmにm的に取り組a、がんとの
共生社会の実現を日指す。

的 受診率が低い女性のがん開診率の向上it取り組む。

女性のがんmの受e率向上のため、女性のニーズを踏まえつつ、市町村や
検n関等と通操し、実効性のある方法の検討を進める。

(2) 橋解等対策の推進 を 国 る 。

心厳病や脳率中などの糖最器模Ia、糖開、肝例a、書 例a等の発iii予限び
早期通・早期構を国るため、能開査・特定保健指導を推進する。また、

日常生構信の改善を具体的it指導して新の発生防止を国る。

「 )  特定は康e,査・特定保a治導の受e率等の向上に努める。
l可 情開患予解を実施し 、 l 度病の予防を國る 。

t, ,,l m青・健農相i降等を充実し、m の啓発・普及を国る。

目 人工通新に移行しないよう糖開予防対策を推進する。

③ 関係換関と通操し、糖尿病等生活習値病予備群に対する効果的な? 導の微

處を国る。

〇 県民の生通を通じた営と口姓の能づくりを推進する。

n 開営と口健の解くり9020・6424推追条例」等に基づき、8020・u24
m (gOaで20本以上の営を保つこと及び64a tで2地上の営を保つこと)を
推進する。

l可 むし営のない子どもを増やすため、むし解防に科学的根illのあるフッ化物

洗口を実施する施解の増加を国るとともi tm的it実施できるよう効果的な
普及に努める。

tl 営と口建の能づくりのさらなる推進のため、行政に従事する題l!1111生士の
確保を国る。

? 口姓ケアや定期的な節it館tの受eについて普及啓発を行う。
⑤ 大学と逆l;eし、 」B康一:; くりのための調査研究を行うとともに、前 の?

県民へのm青・mなどを行い、健農づくりを推進する。
l重) 県民のは康教青、開進など市町村の行う能づくり体制の支最を充実する

とともに、保健師・管理榮基士・t解精生士な ど能づ く り に操わるnの資質
向上を国る。

Ill) 関係団体と営力し、能mや 能 相 解 の 生 商 開 予 防 の た め の 設 を 積
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極的に実施する。

生活習tl病等子防のため、会事を中心とした各人の健農づくりを文選するため
の栄基tE般事業及び外it産業に対する演Ia対策等をmするm を行う。

〇 あらゆる世代が健全な食生活を目ら設できるよう食育を推進する。

(11) 健農づくりの離続'P特定健護,を受診した県民i tポイントを付与する事業を配
し て 、 開 の 配 や 配 の 抑 制 を 国 る 。

〇 榮選指導;建務を効果的に推進するため、管理榮基士の更なる資質向上を國ると

ともit、潜在管理栄tl:発堀(再教青) i t向けた必要な開を推進する。
【新Ia】 Iii) 開に関する知験の習得を進めるため、様々なイーントや広報活動を関係

団体と通操して実施する。

【新a】 1111 超高船化社会を見掘え、構の早期発見・子防・治aの普及啓発などの'胃
m に11;める。

(4) lit書者Elli;の 癌

前のあ る人がmで安心してiら世るよう、  M ・ 配 ・ 相批 ・ 教青 ・ 産業労
〇等が聞して、  開 者 施 策 の 推 進 と 開 祉 サ ー ビ ス の 開1mに努める必要が
ある o

このため、「新いばらき障書者プラン」に基づき、t章書者施策の推進と障書福祉
サ ー ビ ス の 開1mを一体的に進め 、 解の展開を國 る 。
また、「能者差別解消法」及び平成27年4月it施行した「能のある人もない人

も共に歩a幸世にiらすための茨限づくり条例」に基づき、前者に対する差別
の解消のための諸構を推進する。

(i) 能指合通法施行 i t 伴 う能能祉サービスの利用者負担の独自 8構の

導入を国る。

② 開 者 がmで目立して生活できるようグループホームのmや、在宅の開
者等を対i tとした居宅用や重度前間介護等の前間系開祉サービスの流、

農業や林業などを通じた田等の日中活動の開の整備を総合的に推造する。

③ 開者の目立に向けて、県や市町村の施設において外部委託している業務にお

け る 能 者 の 配 を 配 し 、 提 のmと 配 の 流 を 国 る 。
〇 前者に対するデジタルデパイド(情報格差)の是正対策を進める。

n 点訳パソコン設や申途失明者の田活訓開の実施、手話通訳者・要
約筆記者の基成・0itiil な ど M ・ 購 宣 能 能 を 進 め る 。

l' 視j部l;l書者相l止センター ・点字国書館について利用者ニーズの変化や情報機
器の普及など、施設を取り'ttlく社会環境が大きく変化していることなどから、
換能の充実を前する。

l,,,l 障書者のパソコン活用を総合的かつ一体的に支選するために、「障書者I T
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サポー ト セ ン ター 」  で実施する前による利用相識、 パ ソ コ ン ボ ラ ン テ ィ ア の

Oiti9事業等を推進する。

目 構用 を コ ピ ー 感覚 で印座 に点mに印刷できる点択コピーの配置を国
る o

(ii) 能者の前増強と明るい観調精神を基うため、スポーツ ・レク リエーション

等の答種ti,i会を開催する。
@ 開者の ス ポー ツ ・ レ ク リ ェ ー シ・ン及び文化活動が日常的に安定して行われ
るよう、総合的な文ll体制の整備充実を国る。

茨域県手lきi海の普及の個進に関する条例を始まえ「』i用f障書者レクリェ ー シ・
ン事;建1について、手話通訳者の配置に係る予算の計上を検討する。

〇 電 動 章 持 i ' の 解 を 選 和 す る な ど 、 重 必 開 田 の 推 進 を 国 る 。

〇 グループホーム等の施mを 田 し 、 前 者 のm活や自立を支最する。
また、構能に適合しない新化した施設の改集や入所施設に対するスプリン

ク ラーの聞を進め、入所者の經を国ると と も i t 、 必要な財配を講じる 。

〇 量正会出念茨開批配センターの通営については、利用者やその田指の

信頼に応えられるよう、引き競き県が関与・通を行う。

lilt 心身に能のある児童の日常生活自立のため、児童発選支援't'放操後等デイサー
ビスなどによる、基本的な動作の指導、知開の付与、集団生活への前前l練

等の通を行 う 。

lt1) E書者が製作した物品を広く県民に販売するため、「福祉の店事業」を推造す
る o

〇 重度の度体不目由者の介ii'P外出時の移動の介i重を行う「重度訪間介i重従事者

m」事業を流する。
〇 f章書者の自立を支最し、一人〇とりが必要に応じたサービスを受けられるよう、

相設支最専門員の配置、また、開者がm活で抱えるmのための関係
換関itよる市町村自立文量観a会の;ll営充実を国る。

集 〇 配的ケア児等及びその通の相批の向上を国るため、配的ケア児表最セン

ターみちしるべの換能強化と人 l lオ育成を進めるとともに、配換関による配

短期入所事業の推進や、保青所等での受入体制の充実を国るなど、家族の地 や

多aな支最ニーズを踏まえた支最の充実に努める。
【新a】 〇 強度行動開mびその家族が、mで安心して生活ができるよう、育児・基

青・介a等it取り組んでいる家族の,-:''を路まえた文ii体制の聞を国る。
〇 前児へ理定されないが特別なmが必要な子どもについては、現状のM配
置基準による保育所の保育士や認定こども目の教論等でll対応できないため、保

青 士 や 開 を 加 配 す る 新 た な 財 配 等 を 前 す る 。

〇 理知ii置高ii者・知的前者・m前 者 な ど 、 白 己 前 が 低 下 し て い る 者
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の組利を基i重し、 目立した生活が送れるよう、 日常生活目立支最事;建の推進を國

る o

〇 前者の自立した生活をサポートする補mの 前 をmする。また、能障
害者への官導大の始付について、本県でll領 5 年 7 月 か ら 、 構 開 2 設 の 人

itも対itを拡大したが、地域社会では、盲導大への理解が一操通しているとは
言い難いことから、 まずは公構関や商業施設などの受け入れmのmを
合めた官導大の普及配を國っていくことが必要である。

1111 提能i t関する理解・啓発を推進するとともi t、生経 一l9した文ll体制の充

実を国る。

提 開の統に操わる医師の確保・基成に努めるなど、提 開を早期に発

見し、文選が必要な子どもを?新it集げる体制一i くりを推進する。

〇 前者に対す る解の防mを推進する。
Ia) 111善時に障能m等を利用している開者 (児)の安全を確保する。また、

mが必要とな,た場合の選難:11111出 難 所 itおいて能者が困らないための施
策を推進する。

@ 開者施設の利用者が生きがいをもって〇けるよう、共同受発注センターの体
制を強化する等、能前設の受注換会の拡大とコ量水準の向上を国る。また、
開 が 比 較 前 高 い 開 の 推 造 、 中 で も 、 開mの推進を国るためマッ
チングや情報発信を強化する。

〇 能 者 流 解 か ら の 物 品 等 の11先調建itついて、市町村it対し、開

の取組を周知することにより、更なる推進に努める。

の 開の重度化、高e化、線亡き後を見把え、開者の生活をm前 で 支 え る
ことのできる地城生活文理ll点を表域型地域包括ヶァシステムとも配のうえ、

県内各地にmし、適切な支最やサービスの提供、充実を国る。
〇 知的開、精神開、知的と精神の配開者が入院加基等を必要とする時に

対応可能な配換関体制の聞を国る。

@ l身障書者(Ia) の 解e開 lを独化するため、解の充実や医療機器購入の
動成制度al般などにより、  県内で11身 開 者(児)に対応できるかかりっけ解診
a所の増加を目指す。
〇 能 前 者 向 けi話リレーサービスについて、関係団体の営力を得て周知を国

るなど、利用配に向けた]Ill組を進める。
〇 民間事業者の能者差別解消法it基一i く合理的aの理it関する費用it対し
て、市町村の動成制度の制定をmする。
@ 開者に関する構や施設等のmにおける委員会やt8a会などの場への開
当事者の参画を推進する。

〇 t 度競問Mでは就Si申のllは恩められていないことから、市町村において
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「Ia用施策との聞による重度tot者者等歡對支通特別事ia 1 がm活通 設
の中で行われるよう0きかけるなど、就労中の文選を 配す る 。

〇 県は県手能言1fiの普及のmに関する条例で、手話の普及等に関する総合的な
施策を:業定し、実施することが求められている。このため、今後ll、手話言語な
どの普及路発と人 Itオ青成、文量i業 it加え、難境児の?a青・文選と し て 、 能
から教青に至る切れ日のない支最体制の開に向け、開の解消や推mな ど
の検討を進める。

5)精糖保健の充実

精 神 開 構 に つ い て ll、 各ライフステージに応じた発症の予防、 早期発見及
び早期治a、並びit社会a帰対策を推進するとともit、在宅の精神能者が地域の
中で安心してiら世る基雄づくりを推進する。

〇 精神開者が社会生活を送るために、生活通開lをmにおいて確立してい
くための構の充実を国ると とも i t 、精神開祉センターや、地域mの基
本指針に定められている解開の事門的、技術的fi l L点としての開におけ
るm神 開 祉 活 動 の 税 を 國 る 。

(2) 精神開祉センター'P保健所等itおける思春期精神保健対策、 アルコール表

患対策を進める。また、業物書L用防止に関する正しい知験の普及に努めるととも

に、社会解や税防止のための施策を進める。

〇 前能に対しては、いまだ開と備秘強く、その解消が重要な田である。

このため、心の能づくりに関する知験や解與a ・精神前者に対する正しい
知識の書発・広報をするため、mの 推 地 ・ 団 体 や 精 神 願 ボ ラ ン テ ィ ア の

青成を図る。また、家族への文最や、 高?tの造んでいる地域家tii会及び(一社)
茨城県精神保a相l止会連合会など各種団体の活動を支最する。

X ④ 精神願院からの退院に対する不安等の理由で社会的入院をしている精神開

者やその家族i t対し、精神科配換関、相田数者、市町村など関係換関が

nした支最ができる体制づくりに努める。
⑤ 訪間着ii' P精神科デイケアの税とともに、県立こころの配センターなどの

f ilを略まえた構の充実を国る。

l重) 病状の割Mtど能に入院が必要にな,た在宅の精神前者に対して、配な

配 が 解 で き る 精 神 科 能 配 シ ス テ ム の 税 強 化 を 國 る 。

〇 入 能 指 のa基 開 や 屋a從 事 者 の 開 i t 関 し て 、 前 な 環 境 の 確 保
を国るなどの配施設の近代化を推進するため、補動制度による支最を国る。

〇 配患者のための専門病械やデイケア施設の整解を追めるとともに、市開・

流 配 セ ン タ ー を 中 心 と し た 、 地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク の 確 立 を 国 る 。

〇 田思前事P i病破の理を国るとともに、田思前特有の心の病に対応す
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るため、 配換関 ・ 児i相識所 ・ 精 神開祉セ ン タ ー ・保健所・教育換関など

関係換関のネットワーク ーi くりを推進する。

〇 県立こころの配センターは、精神科救急や田・思前配などの事門的基

幹病院としての役割の税を國る。

lt1) 県及び市町村等は社会的不利の解消it向け、精神能を理由とする資格や利用
の制限の院止並び公共施設等の利用料のll等に努める。

〇 目般対繼i本法に基,・き、関係換関との? 強化を國るなど、実効性のある目
開 を 推 進 す る 。

県が心の問題全般について相般できる法口として設置する「こころのホットラ

イン」を始めとする相m開 lの税強化を國り、  目開者 な ど の 目設ハ イ
リスク者への対応itも取り組むととも it、悩みを組える方it気一iき、必要な文選

に つ な げ る ダ ー ト キ ー パ ーの役劃がt要なことから、県民能もがダートキーパー

となることを日指す施策を進める。

ital 引 き こ も り 者 の社会参加を配す る ため 、 ひ き こ も り 相田セ ン ター 、 M
構を中心に、市町村や民間の支最団体等とn営力し、多様な社会簡の方策
や通施を描示できるよう、引きこもり対策に取り組む。

〇 精神能者の地域移行を配するため、 ピアサポーターを活用した文ll体制の

拡充を国る。

〇 精神開者のマル福適用範囲の拡大についてll、Mの事例も解にしつつ、

前 す る 。

6) 難病・感集症など特殊表病対策の充実

(i) 統息者のa基開の改善を国るため、  mの公費負担をはじめとした統
対策を推進する。

② 統患者 ・家族の日常における相識 ・通 、 m流活動のmび 田

などが円滑 i t行われるよう、統相田センター事業を推進する。

③ 能法及び茨城県感t国i置予防計画に基づき Ia染f置予防対策の充実を国る。特
に新開生時に通かつ的確に対応できるよ う 、対応手順の明確化や関係

換関との連携体制の強化it努める。

〇 法に能されている予構については市町村の財政基雄や個人の経済状1見i二

よる格差が生じることのないよう、国に対し、必要な財源の確保を〇きかける。

(ii) 肝設や肝がんi tつながるB型・C野炎ウイルス感染者の早期発見・治aを
国るため、肝炎ウイルスllの受検機会を拡大し、県民に対して肝炎llの受e
を推進する。

〇 エイズ流 の拡大を防ぐとともit、不安や心配のある人が安心して相31

や llが受けられるよう、相般・検査体制の理を国る。
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〇 医師・着 i重師等へのエイズ解の地や、 配換関相互のネッ ト ワー ク化を國

るなど、 ll点病院等を中心としたェイ ;1格Ia体制の充実を国る。
〇 解出血性大!a目能等の発生とまん延を予防するため、it品常生・能
対策の聞を國る。

(11) ハンセン病it関する正しい知識の普及啓発を進め、差別や偏見の解消を国る。
〇 開パンク及びアイパンクの登最者拡大を国るとともに、青前団の実施する

書不全対策を通する。

lt1) 円滑な験解植のための体制整備を進める。
?) 解 ・a器移1fiに対する理解とともに、 M器提供意思表示カードの普及や、
運能許証・健康保験証・マイナン,f一 カ ー ド の 開 意 展 義 示・へのiii入
率向上を国るための啓発を進める。

l' 移値配の推進には、病院例の移値配に対する操い理解の下、病院の体制
mが重要である こ と か ら 、病院への解を行 う と と も に 、配者を対象
とした設的な leltlif会を開値するなど、病院の体制整備の動換づけitつながる

取り組aを推進する。
1rt 白血病などの構に前な ・日,国對重を解しするため、開の開 ( ドナー )

が移植手tiiit観力して入院や通院をした場合it文leiするドナー動成制度の上限
額引き上げを国り、開者の演少につなげる。

(7) M ・ 医 表 ・:Eiitの一元的な推進体制の癌
県民が安心して日常生活を送るためには、 M ・ 配 ・ 相 批 のnが特にt要で
あり、関係換関相互の聞と一ヒを國ることが期待される。
(i) n配計画を推進し、地域の保健屋a体制の確立を国る。また、地域配構
想の中に示されている施策の方向性の実現に向け、地ti医療構想M会01におい
て性aを行う。

(2) 表域型地域包括ヶァシステムの推進を国る。

n 高 開 一 碑l書者や児童など要選a者 が 能 やmで安心して生活できるよう、
保健・配・福祉の関係者がチームを組んで効率的・総合的なm宅サービ
スを解する、表域型地域包括ヶァシステムを介護保険制度等との配・調整

を国りながら進める。

l可 m解 の 參 加 ・ 性 力 を 促 し 、 田 能 ケ ア シ ス テ ム の 税 強 化 を
国る。

o配機関に対し、茨城型地t胞括ケアシステムの支最要llを行うとともに、

在宅に解する入開a者の退院m (Ei者の同意を得て)提供体制,・く り を
国る。

o市町村のサービス alai会はや在宅ケアチームの申に、mの国=従事者が参
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加するよう指導・動言を行う。

o配 や福祉の資源が不足する地域itおいては、近ll,市町村との配を国り、
茨城型地tt包括ケアシステムの拡充を進める。
o 施 設や在宅経の場で 、適切にたんの囲 l や開な ど特定の配的ケア

を行うことができる介護a員等の基成を円滑i t推進し、配者が安心して
生活できるようにする。

③ ii灸マッサージ師・業道整復師等の社会8加事;建を促す。また、高0清や身体
能者 i t対するa条マッサージ施術費動成制度の創設を前する。
〇 国民能保険財政の安定的通営と被保険者の負担IE演を国るため、県の財政支

量を税 させ る と と も に 、 適切な国関構を国に要望す る 。

(ii) n配関係団体合同での健農づくりフュスティパルなどの社会活動を推進す
る o

@ 福祉と配の聞の役割を担 う訪間着 i重ステージ・ンの育成強化を國るととも
i t 、配の拡大を進める。

「 )  前問看度ステージ・ンの開設を便すため、経費の補動をする。
l可 訪間着 i重を担う人材の確保・育成を國るため、配換関等への通を行う。

〇 配施設・福tif施設・在宅を通した総合的なリハビリテーション提修t体制の確

立を国る。

? 県立展量lie付属病院を法とした、医学的リハピリテーシ・ンの? ができ
る配施設の聞、及び地域 (在宅 )で リハビリテーションが受けられる体制

のmを田す る 。
l可 災害時におけるリハピリテーシ・ン通活動を円滑に実施するため、 リ ハ ビ
リ テーシ ョン専門aの0iti量体制を聞する。
01 高it社会化に伴,て高まる県民のリハピリテーシ・ン配の需要に応えるた
め、県立展量lie及び付属病院ll、ll数や予算ll成等での目主性が確保され
大学の自律的な通営が期待できる公立大学法人化の前などitより換能強化を

国る。

〇 市m会福i止性a会の基盤の強化を國る。
(11) 地域住民の自主的参加itよる、地域ボランティア活動を推進する。
「 )  mボランティア活動を支最し、グループの青成独化を国る。
l可 mボ ラ ンテ ィ アセン ターや市m会福i止性a会を申心に、ボランティ
アグループのネッ ト ワークや人材パンクを聞する。

01 意機啓発やボランティア保険の加入等、ボランティア活動に前しゃすい通
境づくりを進める。

t::i ボランティアグループの田の向上を図るため、開mの実施とともに、
ネ ッ ト ワ ー ク づ く り を 国 る 。
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〇 民生委員・児i番員ll、 日頃からmに密着した活動を幅広く行っており、 地
開祉の推進、向上it欠くことのできない存在であることから、活動の充実を国

るとともに、新たな担い手の確保に取り組む。

o民生委員の負担軽減や、担い手不足の解消などに一定程度寄与するものと考え

られる長限の民生観力委員制度のような事例を0考it、民生委員が活動しゃ

すいmを進めるとともに、活動の充実を国るため、地配営や県聞
性の活動に動成する。

o地委員の高前ヒが進んでおり、新たな担い手の確保は取の開であるため、

市町村や関係団体とnを書にしながら、着い世代を含む幅広い世代へ参画を
呼びかける。

1111) 地城住民参加による互動組i3tとして、「有償による在宅福祉サービス」を推進
独化するため、時間foEtiモ制度の普及を国る。
〇 ともに支え合う福mの 前 と 、 m田の福祉活動への主体的な參加促通
を国る福祉コミュ,テ ィ ーi くりを推進する。
〇 成年後見制度の利用が有効と理められる理知ii置高開・知的前者・精神開

者などの適切な財産管理等を通するため、成年後見制度の普及書発を國るとと

もit、成年後見制度利用文選期i,の活用を配する。

「 )  成年後見制度の円滑な支最を行うには、市町村の営力が不可欠であり、担当

する社会福i止士等との線密な聞・性力の推進を國る。

l・ 成年後見制度が身近で利用しゃすいものitなるよう、市町村itおける地理
携ネ ッ ト ワ ー ク 及び中m関のm等を推進する。
〇 総合福i止会館の換能の統強化を國る。

n 地開祉の構・活動・情報・サービス等の発信ll点としての換能の充実を
国る。

〇 福祉マンパワー対策を強化する。

n 福i止人材センターの換能を強化し、福祉・介護の仕事を知るためのインター
ンシップの機会提修t、離能防止及び再就業支選の取組の充実を国るほか、

シニア属や外国人等の多激な人材が參入しやすいmづくりを行うなど、福祉
マンパワーの基成確開を推進する。

l' M相批士・社会相批士修学1日l金貸与制度の活用を国る。
〇 民間社会福i止施設のm配 を 國 る 。
m 設it着護師を必置するなど換能充実を国る。

〇 県立社会相m設等のl ljj一進、;=を国る。n 県立福i止施設の計画的mを進める。
l・ 児重相設所等、県立相設換関の換能充実・相i離制の強化を国る。
〇 相祉団体の青成強化を国る。
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n 戰没者it族等が組aするm団体への動成を行い活動の配を國る。
l・ 民間の社会福祉関係諸団体の実情it応じ、きめ細やかな指導・青成・ 翻 1 を
行い、民間の相性活動を推進独化する。

01 ll身開者を持つ父地の税 と意識の高科を國 る 。
? 母IF動i福祉団体it対する文選の充実を国る。

〇 民間・企業等における相批関連事業の青成を国る。

多様化し增加する高能の構=一ズに対応し、かつ効果的・良質的な構サー

ビスをmするためitは、公的it加え、民間の活用が必要とな,てくる。また、
高能の自立田と介性者の:e連ila激を國る報点から、A I や I  o T、介段ロボッ
トなど介重支最a器や福田具などの活用を推進し、それらの開発・提修tを行う
企業を青成する。

「 )  民間事業者の参入を田する。

l可 介重支最a器や福田具などの研究開発と普及の配を國る。
t, ,,l開祉サービス開 、民間・企業の青成を国る。

目 企業前の高i清対策の推進を国る。

的 一船とIll 農の福祉に対する理解・認識を操める。̃ 介護体業及びボランティア体Ia制度の普及itついて指導・啓発を行う。
〇 生活田の実施機関における1tll行体制の確保と自立支最プログラムの推進及び

ハローワーク等との聞強化等によ り目立配を國る。

〇 生活開の不m防止対策を推進するため、関係換関との配強化を国る。
@ 宣困の世代間通を新ち切るため、生活困務者自立支最法に基づく子どもの学
習・生活通設などの生活困 ll世帯の子どもに対する通内容の税を國る。

〇 80代など高船itな,た組が、ひきこもる50代ら中年の子を拉えて困南する

「 8 0 5 0問題 」が前 l化しており、対策を早急に前する。

の ライフラインを止められ題死・ 1111立死した事件が全国で相次いでいるのを踏ま
え 、 関 係 換関 と の 配 を 配 し て 、 高 開 の 見守 り を 進 め 、 1111立死の精防

止を国る。

〇 解 ・住宅の確保や保険配 ・福祉サービスの利用配等を盛 り込んだ解

犯防止推進計画を策定する。

@ 聞 開 田 へ の 支 最 を 充 実 さ 世 る と と も に 、 聞 解 が
解的な不安を抱えながら目立すること ll通困難であることから、激々な悩み

や間国it対し相設できる環境づくり等を進め、 自立を文選する体制を構集する。

〇 単独で公構関を利用して移動することが困難な者のm的な移動手段の
確保のため、福祉有償造設者を通する補動制度を創設する。

〇 開の換能強化(人員増l独0 のため、n師資格を持つa員の確保を国る。
〇 設防止対策の要で あ る 開 の施mについては、施般の老朽化や能
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対応に加え、 1果民の利便性及びllの通動にも留意し、 計画的に早期のmを日
指す。

〇 住a慣れたmで、自分らしいiらしを最後まで境けるためのt要な取り組a
であるm リ ハ ピ リ テーシ・ンの推進にあたってll、現場の声をMきながら、理
業前の介護子防への活用や、  リハビリ専門aとの配を進める。
〇 n独・111[立対策推進法(令和6年4月施行)により、望まないn独・111[立の状
総にある人々を間題の解消に導くことll、社会で活国する能な人材を生み出す

ことi tもつながることから、本県の活力をより一ll高めるためitも、当事者'Pそ

の通の立場に立,た施策を推進する。

【新a】 〇 頼れる家族などのいない高能の身元保証や死後事務等幅広い通=一ズに対
応するため、市mの]I ll組を支通する。

8) m制の充実
※ (i) 中央病院、 こども病院及びこころの医まセン'一の県立3病院は、 集民への
安全・安心な質の高い医療提供のための積a的な機能充実を國りながら、県財
政への負担軽減を國るために、抜本的な数善を推進し真に常院的な病院を日

指す。

解m配能 に よ る 病 院再 lfiに当た,て新設される県立新病院は、県立で
唯一の総合病院として救能センターの換能を有するように計画する。

(2) 常数国・ひたちなかn配日i t聞した常E t大富濟生会病院i t 、小能
の機能や産婦人科のe開 lのほか、整形外科医の確保による救急及び入院受け
入れ体制をmする。
〇 入院息者や屋a從事者 i t前なa基・al開境の確保を国るための配施設や
設備のmに対し動成する。
④解故の未然防止とともに、信頼と安心できる体制,・くりのため、配ll
のmなど充実を国る。
〇 外国人在住者の医療対第事業を実施する。

受診する際のmを税させるとともに、外国人医基IR未払金の前制度の売
実を国る。

l重) 配機能の分化・nの推進を国る。
n 1果民及び医師に対して、かかりっけ医の普及・書発を國る。
l・ 屋師会等i t 0きかけること i tより、病診・病病配をM的i t推進する。
01 地tt医療支最病院の拡充を国る。
? 地l重医最介ii船合確保基金を活用し、病? 能の分化 ・通操に資す る設 を
実施する。

船 急性期を脱した患者の受け皿となる画復期病床は、2025年の必要病床数
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約7200床に対し、 いまだに税があり、今後、円滑な受け入れに向けて、受け

入れ構のハード・ソフト商面からより一日通する。

(i) I CTや5Gなどのデジタル技術を活用した選願配に取り組a、在宅医療提

開 lの 税 ・ 強 化 や 配 能 を 開 な ど 予 防 配 に 有 効 活 用 す る 。

〇 開業屋の高船化't,複離者不在it伴いn所が減る中、地域配の担い手を確保
するため、e藤所の第三者への配を前する県内の開業医と、開業を希望する
全国の動務医らを伸介する「医;建承総,fンク」の開設を検討する。

(11) 人生の最期を迎えるやa基が必要itな,た場合it、多くの人が在宅配を希ヨ
していることから、人生の最後まで安心してiらし境けることができるよう、在

宅miの税が急務である。このため、各mの取り組みや好事例を共有す
る会表を開値 し 、理強 イ l : を 図 る な ど 、 能体の在宅開の校を図 る 。

〇 e,解的Hは、厚生労0大重が中央社会保険医藤t901会の義論を踏まえ決定して
いるものであることから、配・M関係団体の状況を田した上で、人材やサー

ビスの質を安定的it確保するためit適切な配分となるよう国it要ヨする。

Iii) 着度新におけるm的な I  C Tの活用 ( I  T化、DXの推進)を田・支 l最
する。

(第a目l体01〇n)
県民がいっでもどこでも十分な配を受けられるよう、1次 (初期) ・ 2次・3次

の 能miの税を國る と と もに 、能配の普及 ・書発を行 う 。 さ らに 、災

書時 i t おける流miの聞を国る 。

(!) ド ク タ ーヘりの活用と受け皿となる医解It制のm、 ド ク タ ー カ ー通行の充実
等により 、県内に格差の生じない能配の税を國る。

(2) 市町村が通営する体日夜間能センター及び在宅当番屋制度を推進するととも

に、救急告示医療機関を支最する。

③ 夜間・体日における新の処方せん応・開 lの税を國 る 。
〇 病院辞i播制病院の施般及び配解の聞を国る 。
〇 現a者が配に適切な処置が受けられるよう、救急裁送体制の充実や、消防
救急指令の一元化を進める。

〇 流 配 (応急手当て)の普及・啓発を行う。

(i) 災書filL点病院等に対し、災書配に必要な施設・設備のmを国る。
n 短時間設開 lを確保するため 、能配用へ リポー トのmを國る。
〇 流配構の一還として、A ED (自動体外式除細動器 )の配並び i t活用

の個建及びパイスタンダー (現場に11ト合わ世応急手当てを行える人)の養成に一
属努める。

n 地設の資し出し時等 i tおいても、A  E Dが適正i t活用できるよう田体
制のMを国る 。
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l可 「A S U K Aモデル」 を活用したA E Dの適正利用の普及書発を國る。 また、

小学校i tおいても、救命田の中で自分i tできることを教え、救能の啓発

を国る。

X @ 県内において、医師不足等が解な鹿行地ttのmiの税を國るため、神

酒濟生会病院itおける屋師・l言11師の受け入れ'P定l書が進み、處行地域の安心安

全を守るt要な中法病院としての使命を果たしていけるよう、新病田や機能

強化に対す る通に取 り 組む 。 ま た 、 行 構 を合む鹿行地 t t の 開 lの

船持・向上を国るため、関係換関と配・観力し、流配を始めとした、地域

配の機能向上に全力で取り組む。

(9) E集品のt't対fと献血の推進
(!) 医業品の有効性・解を確保するため、 医業分業の充実や医業品の正しい情

報の提修t活動を推進する。

(2) 一般用展集品のインターネット i t よる院の開指導を強化し、理品使用 i t

あ た , て の聞保 を国 る 。

③ いわゆる配品 (無承認無許可理品の展いがあるもの )や危険ドラ ッグに

よ る M解を防止するため 、mを充実し、市場への流通の防止を国る。
〇 血演の安定mのため、献血事業を推進する。
n 成分献血、 4mmi献血を申心とした田想の普及に努める。

l・ 民間献Jill観力団体などの流it努、1;。しる。01 10代、 20代の献血者数が演少しているが、着年Illでの落ち込aは将来の
保不足につながりかIaないことから、若年!iiの献血者確保に努める。

tic) 医i康從事者等の養成確保

〇 社会人のll入学の受け入れ等、 1果民に開かれた県立医量大学・大学院,・く り を
国る。

「 )  県支最センターとして医療従事者の11;f修体制の充実を国る。
l可 現 任 配aのためのリガレント教育を推進する。

(2) 展師、m医師、薬剤師、?師、動産師、?通師、節i極生士、a科技:[士、
理学甚法士、作業藤法士、 言 観e1;ll士、監i床検査技師、 e,療放射線技師などの養
成確願び解の設 を 拡売す る 。

前 医師不足が開l化している県北山間部などの地城における前人科や小児科、

通配などの政策医療を推進するため、必要となる医師の養成確保を国る。

l可 解 解 田 与 制 度 の 通 を 図 る と と も に 、 潮 11、医師不足地域であっ

ても fや希ヨをも , て配に從事できるよ う 、地域配通センターが中心と

な ,て、修学生などのキャリア形成を llする。
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01 医師の〇き方改l革によるMを極するとともに、  労〇mの改善や院内保
青所の配配等を進め、地屋師' P l言 fia員などの離a防 止 、 解
を独化する。

また、着ila員が安心 して〇 き競け られ る よ う i 力 ・ ハ ラ ス メ ン ト 防解
及び着護aの メ ン タ ルーレスケァ対策など0きやすいal開境の改善i tついて
支最策を購じる。

目 県ナースセンターの換能を税させ、学生対象の着a題l場体験やie在着lin
員の再就業教青研修体制、m介事業の流を国るととも i t、潜在l言 fia員
の再mを田す る 。
的 動m改善のため、院内・公私立保育所の増設や統等に加え、小規樓病
院等itはl l配は厳しいため、 配 し て配出来るなどの文選を国る。̃ 看度Mの再通を田するため、属能・パート・夜間事従など多様な動義
開 ・ 条 件 の 導 入 を 國 る と と も に 、 miの税のための着 i重補動者の確保

対策を配する。

I t) 看度師等修学1日l金貸与制度の充実を国るとともに、看度師が不足している地
域における着 i重師選成施設への通を行い、着ila員の基成確保を國る。さら
it、l言 fia員の処通改善it資する開を配する。准着護師基成校itついて、
既存は当面総持しつつも、新設は止め、C正)看度師養成にm入する。
MI 動産師基成においてll、県内動産師選成施設における県内推富枠を実施する
ととも i t 、一な臨地実習の場の確保を国る。
lリ) 医解聞消のために、県立高校へ設置する医学コースを充実さ世、医前

合格者増加の成果を上t fる。

に) 屋師の地域偏在やIa新在などの抜本的な解消のためit、屋師能推計の
再検配や医師の動番のあり方の見直しなど必要な制度の改書について、国に0

きかけていく。

m 着護師の離a防止や潜在着護師の現場al l l01進itつながるよう、着護師が安
心して0ける保青体制の開を国る。

l9) 専門的な資格を持つ着 i重師(認定着 i重師、専門着 i重師等)の更なる育成と活

用を国る。

l )  看度師等養成機関の動mの改書はもとより、監i床経験豊富な看度師が事
配 へ の キ ャ リ ア プ ラ ン を 描 け る よ う な 着aa1育システムの税に必要な取

組を配する。

い) 県内の業剤師の業翻l在やm備在を解消するため、第 8次M新画に
基づき、実効性ある数l配開 に 取 り 組 む 。

〇 人材パンクを配し、円滑な能を行うなど、プラチナナースをはじめ、あら

ゆる世代の着EMが、外国人材の受入を含めて、県内に就業・定着できるよう
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な施策を推進する。

〇 前間介護員(ホームーレパー)、前間着護師、福祉に精通した Ia員 等 、 配 サ ー
ビスを担う人材の養成、養成機関及び現解解の充実独化を国る。

⑤ 医師の負担を減らすため、i子カルテの入力'P認1断書の発行といった医師i墟 っ
てきた新を代行する配クラークの基成 i t 取 り組む。

tif ) 社会福社施設への適切な支a
社会福tif施設は、 高1tt者'P能指it対する福祉サービスの解itおいて重要な

役劃を担,ていることから、利用者へのサービス低下を招来しないよう経営安定化

を通することが必要である。

cl差a老人ホーム等の措置施般itついては、空床が目立つ施設も見受けられるこ
とから、配的に活用されるよう市町村に対し〇きかけを行う。

的 食品のt':t対9の推進
(!) i t品の能を確保するため、 生産段階から流通・製造・加工・概理・消費に
至るまでの各過程における、 ll性対策の効果的な指導を総合的に推進する。

(2) 会品it起因するM解の子防対策をM的it推進し、被書拡大防止・再発防

? など関係機関とnの上、対策を総合的に購じるとともに、 i t品による健
害発生の未然防止に効果的な手法である、HAC C P (ハサップ :危害要因分析

重要管理点 ) の適正な田を前び通する 。

③ 「itの安全・安 l推進条例」に基づく、 i t品常生法等に設した農林水産物の
出荷・配の規制、食品等・入者属出等の食の要全・安心の確保に関する具体的
措置の適正な田を国る。

〇 i t品を介して? ?を引き組こす可能性のある能物や化学物質の多様化、
残留設等のポジティブリスト制度等に対応するため、食品の能換能の強化を

国り、県内it流通する会品中のアレルf一物質や残留能、残留動物用理品等

の各種検査を始入it品も含め推進する。
⑤ 1果民が日々食べている食品の要全性を正確に判新するため、食品衛生能施設

業書管理 ( G L P ) を 能 し 、 解の開性を確保する 。

l重) 原産地の使l装表示などの不適正な表示を確実に発見するため、関係機関とll

し、元素分析等の科学的手法を用いた能を実施し、1果民の食に対する安心感の

a成を国る。
(i) 「 県ホームページ 」や S  NS等を活用し、 i tの安全に関する情報公開を構的
に実施するとともに、食品の放射能汚染も合めた食の要全に関する施策等につい

て、県民の意見を反映させるため、 リ ス ク コ ミ ュ ,ケーション(関係者相互間の

情報・意見の交換) を推進する。
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〇 と書場や食月処理のll性水準の向上を國るため、 H A C C Pの適正な運用を確

i基及び通するとともi t施設の改善を配する。

〇 生it用it肉の温格基準等が通守されるよう生it用it肉を取り扱う事業者への監
視指導を 能 す る 。

lilt 会品の解物質 i t 関 す る モ , タ リ ン グ 解 をm的 i t 実施 し 、 その前果
を県民に分かりやすく公表する。

a3) nのn・管理対量の推進
本県の犬及び務の田は、 領元年度からm性があると判新した犬及び猫
がせ口となったが、 mとして収容頭数が多い状IIEと な っ てい る 。 そ の経に ll、
統任な飼い主のl同青放集'P迷子、野良組が産んだ開など、所有者のいない大控

が動物指導センターに収容されていることがある。

今後も数処分・eロを維持するため、「大義田せ口を目指す条例」  に基づき集、
市町村、動物理ボランティア、県民と配し、よ り一ll の 動 物 能 の 推 進 を

国る必要がある。

〇 動物の適1]三i禮の普及書発に関する施策の推進を國る。特に、1果民が命のi9さ

を学ぶための換会を設けるよう努めるとともi t、動物を飼基する場合の関係開

等の通守、適切なn制限指置、所有者明示、l同い主マナーの向上等について啓
発活動を推進する。

(2) 令和元年6月の改正法施行itより動物解の規制が強化されたことから、そ

れらの内容を通守さ世るため、動物解の監視指導・責解mの実施を通
じて、改正法の選守状混のmび指導を強化する。
〇 県動物指導センターit収容された動物のl基波を推進するため、収容動物や設

に関する情lai発信の独化、収容動物のは康状想の総持・改a m性の乏しい
動物に対するトレーーングの地またはトレーーングに取り組む設ボランティ

アへの文選等を推進する。

〇 災書時の解への一ッ ト の 解 の 開 を 市 町 村 へ 0 き か け る と と も に 、
災害時動物差iiボランティアリーダーを育成する。

(ii) 県が主導して集内市町村に飼い描の開ll度を設け、国い主に組の田llや不通・

開の有無 とい , た情報を市町村に中常する よ う求める と と もに 、利 ・ ま

開への補動金交付を検討する。

〇 通基の判新 i t 関 す る 基準 を聞す る と と も i t 、 極 基 が認め ら れ た理

合には、法に基づき厳正に対処するよう努める。
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tl4) !前i・青少年・若者の使全青成
たくましく心身ともにe全なi沙 年 の 青 成 は 田 で あ る 。  特に、 解 動 に
取り組む青年リーダー(若者)の基成や書少年のための環境健全化活動を一属推進

する。

(!) 「i沙年・着者応最プラン」に基づき、 i沙年・着者のeやかな成長と自立を
國るための施策を総合的・統一的に推進する。

(2) 青少年の健全青成のための体制整備とその活動の充実を国る。

「 ) i沙年青成市町村民会01の充実独化を国る。
l可 解団・子ども会等の少年団体を育成する。

〇 家民の基青・教青換能の充実強化を国る。

「 )  家度生活の中からしっけや思いやりの心が青つよう、家度教青の意機高場を

國る。

l・ 次代を担う児重の健全な成長を著しく阻書する、児童Ia待の防止it対する啓
発などの対策を進める。

01 線子のふれあいを推進する設や、m國書等の推異を進める。
? 教青や子青てit関する能設など子どもの教青を文選する相設数等を進

める。また、聞員活動・主任聞員の活性化を国る。

X 的 小学校区で放課後の子どもの要全で健やかな活動場所を確保するとともに、

簡 構 ク ラ ブ i t お い て は 、 開 向 i t あ る も の の 田 が 一 定 数 発 生 し

ていることから、今後とも、市町村の施mに対する支最をmする。
また、解開クラブの開設時間の理、開設日数の拡大、小学校6年生

までの受入れ拡大、放課後児重文Ill員の確保・処通改善や施設・設備itついて

の基準への適応など、質の向上を国ろうとする市町村の取組を支最し、総合的

な放課後の対策の推進を國る。

? 生活が困Bしている家民を対it it、小学生の限 施クラブ(学童保青)

の 利 用 田 を 前 す る 。

lト)流祉法に基,・く?新 防 止 のm 「要保ii児i対第地ttB a会」
の換能強化を国るとともit、市町村a員の専門性向上のための構を実施す
る o

X MI 市町村要保ii児i対第地ttB a会 へ の 施 セ ン タ ー の 參 加 等 を 理
す る と と も i t 、 児 重 家 度 文 l l セ ン タ ー の 流 や 地 解 当a員の配置文
最等を国ること。

④ 青年団体の活性化と書少年の社会8加の配を國る。
n 地構 i t取り組む青年リーダー (着者 )を基成するため、地域のm
や 商 化 に 取 り 組 む 書 解 や 若 者 等 の 開 動 を llする。
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l可 特に、 申学生・高校生のグループや線子での福祉ボランティアなど社会参加

活動を地する。

〇 i沙年のためのmを進めるほか、mの教青機能を独化する。
n 有善1配ii対策を進めるため、少年書察ボランティア、防犯性会による活動の
充実強化を国る。

l' i沙年のe全な青成を姐書するおそれのある有書国書等の指定を行うととも
に、書少年相識員等が行う「書少年の健全育成に性力する店」の登録活動の推

進など事業者の自主的な規制等を通じて、社会環境の健全化を国る。

01 i沙 年e全青m設のmを推進する。
目 通 の 屠 場 所 と な る 解 や 通 セ ン タ ー のmを配する と と も に 、子 ど
もの進び場を増設する。

o学校やmの公的施設等の有効活用を進める。
m 茨城県書少年育成性会等と連携しながら、「あいさっ・声かけ運動」を推進
する。̃ エ イ ズ の 新mび患者等への差別や備見の解に向けた普及啓発活動を
推進する。

(ト) 「大人のマナーアップ通動̃組が変われば、子どもも変わる̃」通動が県民

一人ひとりのレベルまで浸通し、定着するよう普及啓発活動を推進する。

MI 子どもの宣困対策の一つとして、県立高校等の個ヨ トイレへの生理用品の設
置を前する 。

l重) 青年を対象に自己啓発セミナーを開催し、自立した青年を青成する。

〇 学校教育の申で、ボランティア活動や地Ia事仕活動にll的に取り組む。
〇 不登校'i'引きこ も り 、就a困離など、困離を組える子ども'P着者の間国は、複
雑かつ前lさを增していることから、平成22年に施行された子ども・着年青成

支m法に規定されている総合的な相能ロ「子ども・若者総合相識センター」
を 、?をはじめ市mit? it出・し、通開iの強化を国る。

fisc 男女美同参画の促進
少子高船化の通や経濟前の成;Ia化など、 社会経111119の能な変化i t的確i t
対応するためには、男女共同参画社会を実現することが必要である。男女共同参画

社会の実現のために、人材の育成をllじめ男女の人組i9重など、社会の理解を高め

る 構 を進め る と と も it、女性団体などの青成強化を国り、その活動を文選する。

また、地が主体的に裁々な分野の意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政

治的な状混を変えていくことが重要であるため、女性がその般力を発通して、いき

いきと活aできる環境づくりを推進し、女性がBく社会一i く り it取り組む。
さらに、人生alや価値観等がますます多裁化する申、あらゆる人の人a ・人格や
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生き方が売分]el重されるaしい社会の実現を推進する。
(i) 国際的温野を持,た女性リーダーを青成するための人Itオ青成事業を行う。
② 企業における「0き方改革」の取組をmし、労0者が囲ll等により差別され
ることなく、仕事と生活の調和を國りながら〇けるmづくりを推進する。
〇 ? 開女共同参画基本計画」it基一i く事業を推進し、男女共同参画itよ る

社会形成のための構を進める 。

n 出111t構座を実施するなど、広く1果民の意識の高科を國る。
l・ 男女共同参画推進月間itおいて、男女共同参画税の普及開や県民の自主
的な取り組aの田を国る。
④ 女性の目主的活動や社会8加を一属mするため、激々な分野における女性の
活 日 を 推 進 し 、 構 や 相 田 を 充 実 す る 。

〇 政策・方構を構・決定する場への女性の登用を国るとともに、その人材の

育成に努める。

〇 配個者からの基力などD Vが社会間国とな,ており、被書者の迅速かつ的確な

田活動を実施するための体制をmする。
n 配個者i力相mセ ン タ ー の 換 解 を 國 る 。
l・ 統や市町村、児重相設所などの関係換関との配強化を国る。
01 相般を受け付けるMなど関係Mへの解を充実独化する。
目 被害者通に関する豊富なノウハウやネッ ト ワークを有する民間通団体等

との配を強化する。

m 24時間のD vi話相ttを行う。
〇 Ia用の場における女性の活国を配するため、いばらき女性活国・〇き方応理
観設を中心 i t 、 キ ャ リ ア形成の文出 ' 、女性ロールモデルの開 、女性を

はじめ能もが0きやすいmのmを更に推進する。
〇 L G B T等性的マイノリティの通ll、当事者が真に望むことを的確に提還す

るととも i t 、市病や県出先換関等との配を国りながら、理解増進の開を推

進する。

@ 社会的に用である障善のある人々やL  G B T Qの人々などをtl:会の申でしっ
かりと包授するダイパーシティを受け入れ、聞し合う社会一i く り it取り組む。

〇 県民の人a意機の向上に向けた取組を独化する。
〇 一人〇とりの違いを認め、互いに理解・共存し合うジュンダー ・ =ユ ー ト ラ ル
の考え方を出まえた?民の意a改章の推造it取り組む。

消費者の無知itつけ込む配な商法、 新や前及び欠略商品 i t関する トラブル

が後を絶たない。また、高度情報通信社会の配によ りインターネッ トやスマート
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フ, ン等の情報通信換器を利用した被善や高開の消費者トラブルが增加している。
このため、県民の消費生活itおける被書を防止し、その經確保を国るため、一ll

きめ細かな消Ia着行政が必要である。
〇 消費者通開 lのmを ll的に進める。
n 消費者利益のllのためit、消費者契的it係るトラブルを円滑it解決できる
よう、県消費生活センターの機能独化を国るとともに、市町村の消費生活セン

ター等相識窓口の換解に対する通を行 う 。

l・ 悪質商法等不当な取引行あitよる被書防止対策の推進、欠略商品itよる危書
の防止、不当表示等の適正化に努める。

01 消費者被害の未然防止を國るため、消費生活に必要な知識の普及やmの提
供などの消費者教青や開前を推進する。

【新Ia】 目 法外なa除料金を常求するなど書虫・m除に関す る レ ス キ a ー サー ピ ス
トラプルを引き起こしている設者に対応する必要があるため、消費者トラブ

ルがな く な る よ う 、 こ れ ら の開者への調査 ・ 指要 を行 う 。

② 消費生活関係団体の青成・指導を国る。

n 県消費者団体連船会など、関係消費者団体の育成指導に努める。
l? 消9生? 同組合の通営のn化を指差,する。
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5. 豊かな心を青む教青と文化の振異を国り、a土を量する人材づくりを進める
いつの時代も、 青少年は次代を担う後総者と して、 その成長が大い

に期持される存在である。 今の青少年は高度情報化社会、 高的杜会、

多機化杜会の中心的世代としての役割を果たしながら、 活力ある族城

を集いて行く重要な立場にある。従,て、青少年を心身共に設で活

力・気追にあふれ、思いやりの心を持ち、自主性とi任感・創造性を

持つ決城県民の一員として、地域社会・産業の発展に貢献できるよう

な人材として育成することは、学校はもとより家庭・地域の大きな責

任である。

また、 全ての県民が生選にわたって自らを密発し、 Mで文化的な
生活が営めるよう、生選学習を一f充実する。地方の時代、文化の時

代にふさわしく、魅力ある芸tti・文化活動の撮真にも努める。

活力と安心の県民生活を目指し、 その実現を図るためには、 教育の

果たす役割は大きなものがある。 そのため、見設徒に基礎学力の定

着を国るなど、当面する認通に種種的に取り組・み、かつ中・長期的展

望に立つた流策を推造する必要がある。

1 ) 学校a[言の充実
学校教育ll、 通 生 田 の一期を辺えた今日、通生徒の個性に応じ、 それを
伸長するとともit、きめ細かな指導itよ,て自主的・自立的精神を基い、確かな学

力を身にっけた,t想かでa l随的な人間の青成を目指して実施されなければならない。
〇 展いやりと道1適心・気程・貴任感と創経を持つた書少年の育成l地会の地

である。県民の教青it対する関心と理解を深めるため、知事部局と教青庁など関

係機関が一体となり、全庁的に「いばらき教青の日」(いばらき教青月間)にお

ける取り組みを推進することにより、学校・設・mが聞した社会全体の教

青力の向上を国る。

② 確かな学力の向上

n 通生徒に基使的・基本的な内容を身にっけさせるとともに、目ら学ぶm
や想度の青成を国り、 学力の向上it努める。

o少人数指導、習無の程渡に応じた指導など、田生一人ひとりに応じたき
め細かな指導の税を國る。

o適切な国器教青は社会生活の前提として不可欠であり、田の前力と論理
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的展考力等を構に身にっけられるよう、  理解力向上を國る。

o全ての学習の基盤となる基使的学力をl書実it定l書させるとともit、総合的な

学習の時間や各教科などの中で、自ら開を発見・解決する学習を推進し、

生選教育の基使をi告う 。

o小学校ill学年itおける教師の専門性や得意分野を生かした1tt總l任制の推進
を国る。

lロ) 全国学力・学習状況調査等の結果を分析して学習指導の改書に生かし、配・

生提の学力向上を国る。

01 動児期の教青が小学校以降の生活や学習の基雄につながることにmし、動
稚目・保育所・認定こども目と小学校の聞強化を進めるとともに、全ての子

どもたちが開i t質の高い動児教青などを受けることのできる環境整備i t取

り組む。

目 目主的 ・設的総 llび集団の申で目己を生かす般力の育成を國るため、特

別前の充実を国る。

m 田生健の発通段階に応じた計画的なキャリア教青を行い、田生健の動労
観・設観を育成するとともに、主体的に追路を决定できる般力・総度の育成

を国る。̃ 大学等進学率の向上を国るため進学指導を充実する。
③ 知育・徳育・体育の税による豊かな心の育成

n 知青・描青・体青のバランスのとれた地青を確立し、特i t iかな心の育
成の充実を国る。

l可 高校での日本史教育の税を國る。

t, ,,l 子どもたちが、よりよい人間関係一i く りができるよ う itするため、ライフス
キル教青の充実を国る。

目 将来、線になるための学びの場として、高等学校において激々な体験活動の

換会を設ける。

m 「ブラック校則」の見直しを求める声が高ま,ており、校E IJを見直すにあた,
て、見直す過程に生徒を參画させるなど工夫しながら、生徒のmのみな
らず、主体性の青成itも取り組み、生提の健全な成長P発建を目指したmillの

見直しを推進する。̃ mに開かれた学校とするため、搬lllを広く周知するよう学校に商する。
〇 総合的な生提指導体制の充実強化

n 学校の管国ii営の適正化と家aび地m会とのn強化に場めるとともに、
生徒指導に関する預解の税を國り 、地の共通理解のもとに生徒指導

体制の強化を国る。

l? 設生挂の問題行動等や非行の未然防止にfila的に取り組む。
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01 小・申学生の不登校や高校生の申途退学の間題等の解决のために、 スクール
カウンセラー等の専門家を活用し、学校i tおけるカウンセリング換能を高める

などの教青相般体制の充実にm的に取り組むとともに、関係機関等との配
的聞に努める 。

? 不登校'i'いじめ、間国行動等it対応できる体制一i くりの一還として、学校内

外で子どもを取り送く解などの改書に向け、スクールカウンセラーや機々

な〇きかけを行うスクールソーシャルワーカーの活用を推進するため、国に対

して補動の流を要aし、文選の充実を国るとともit、スクールロイヤーの派
llの拡充に努める。

的 病気や開のある家族の介i重など、大人が担うようなケアを引き受けている

児重生提は、 m解 it打ち込11,ず、将来の? やmの制約が系念される。教a
員 に よ る 児 能提の生活環境の配や? 提が相etできる体制のMに努め、
ヤングケアラーの状IIEを解消するために、スクールソーシャルワーカーを活用

して適切な福祉サービスitつなげるなど、 関係換関と一体とな,て生提への文
最に努める。̃ 高校生の二輪車事故等を防止するため、田育を推進する。
lト) 1ltli通学児重の經確保のため、ーレメットの着用 itついて啓発を国るとと
もに、田指の新たな費用負担への開確願を前し、市町村における導

入を配する 。

al 児重生提の情報モラル向上のためit、S N Sの正しい使い方it関する指導を
独化するとともに、学校が主催する「性に関する購演会」に産婦人科医等を招

] 1号し 「生命 (いのち )の田育」に取り組むなどして、通生徒が性解や

性基力の加書者、被書者、m者i tならないよう i tする。
〇 いじめのない学較:-i く り
n 預 と 児i生徒の信頼関係なくしてll、人間性豊かな人格形成の教育ll成り
立たない。教員は人間性を9くこと及び児重生前i t努める。

に1 「いじめ防止対策推造法」や「茨限いじめのmを日指す条例」等を始ま
え、通生徒がいじめのない明るく楽しい学校生活が送れるよう、いじめの来

然防止や、早期発見・早期対応itよる解消を国る。

cl各学校の生健の学校生活上の開を田生健自らが自分自身の問題として提

え、通生徒目身の手で解决する般力・総度を育成する。

t, ,,l 児重生提の 開 者や地域住民・秘と生きたm 開 を国り、情報
を積極的に発信するなど明かれた学較:-i くりを推進する。
目 しっけや展いやりの心の育成等、豊かな人間性を育む構育の換能回復を

国るための構をM的 i t推進する。

集 船 数がいじめの能事想に道切に対応できるよう、国の「いじめ能事想の
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調査に関するガイドライン」  の普及・活用を國る。̃ いじめ間国等の早期発見it向け、S N Sを活用した相能口等の配と充実
を国る。

@ 開かれた学校ll く りの推進
n 保a者 、 f ' 地 解 に よ る 数 開 の 充 実 を 国 る と と も に 、 学 校 の 機 々
な情報を願者やm限等に構的に発信し、開かれた学較:-iくりの推進に
努める。

l・ 地域ととも i tある学校づくりとして、コミュ ,ティ・スクールを導入した学
校の成果などを検配した上で、全県的な導入を前する。

〇 学校での子どもたちをめぐる激々な諸間題に対して、効果的に対応できる組a
体制の構集を国る。

〇 学校行事の充実

n 学校行事において、国欧の着唱と国llの掲科を促す。
l? 好事例をもとit、学校it新事の具体的な実iは:11111を学校it設 し て 、 子
どもたちの思い出づくりをサポートする。

@ 国際理解を操めるための教育の推進
n 国際理解を深めるための国設流を推進し、 グローバル社会で活日できる人
材の青成を国る。

o国際理解を操めるための国設流を推進する。

o 外 国 と の 解 構 、 ll留田 を推進す る 。

l' 經 プ レ ゼ ン テ ー シ・ンフ,ーラムや英解l論大会の実施、外国能n手
の招へい、預解の税などにより英語教育の推進を國る。

t, ,,l 小学校の外国器教青で配置されている外国語指i期111手(A L T )の? 形線の
通いによる教員の負担llや、市町村間の格差が!E念されるため、市町村への支
量を実施する。

lilt a土文化の創造
「 )  本県の歴史的普最など9土に対する理解を操め、新しいm化を創造する
理を基うための教育を税させるこ とで 、量校Il、やmi、・量国心の高科を
国る。

l' 本県のは力向上につながるよう9土教青と能取がnした取り組aを検
討する。

t, ,,l 我が国の位 it関する理解を深める教青の充実を国る。
Iii) 平和の大切さを学ぶ平和教青の充実を国る。

〇 科学教育・情報教育の推進

n 児重生提の科学への異味・関心を高めるため、理前青の充実を国る。
o特に字商少年団、少年少女発明クラブ等、M団体と関連した特別な活動等
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を拡売する。

l・ 教青用デジタルコンテンツ(学習用デジタル前)の研究・開発を行い、授業
での活用を国る。

tl もの,・くりに対する真味・関心を高める教育を税させ、将来、高度化する
開 i t 対応で き る人材を青成する 。

目 デジタル教科書について、先行muを參考にしながら、その教青効果や願
などを検証し、望ましい活用のあり方を検討する。

的 児重生提1人1台のタブレット端末等のI  C T (情報通信技ttr)換器を活用

した学習意教を高める授業が実l目lできる教員の青成やI C T支最員配置などの

Jii演確保に努め、Society5 .0時代を生きる子供たちが同じレベルのI C T教青

を受けられるよう i tする。

また、国に対し、 1人1台端末等の総持管理・更新に係る財政指置を購ずる

よう要望する。̃ 学校で日々生Jillされるようitな,た影大な教青データを自動的it集約し、生
健の学習状况等を可視化する「教青ダッシaボード」を開し、より一属の学

びの質の向上や預の負担軽減を國る。

lト) トラブルやリスクが生じゃすい具体的な場面を想定した指導を行うなど、実

自的なメディアリテラシ一教青を田し、子どもたちの情報の精査前のさら

なる向上を國る。

同 mとなる教員の指導力の向上を図り、開断、m の S  T E AM
教青を推進する。

lリ) 高m学申に専門教育が受けられるようにするため、県立a業般力開発校等
と 配 し て I  T人材等を青成する。

〇 教Mの前向上、採用・配置の適正化

n 地城の未然防止のため、教 llの資質の向上、また非m器師の適正な
配置を行うととも it、家民との一日能な連換体制一i くりを進める。

l' 用解セ ン タ ーにおけ る 解内容の充実に努め なが ら 、m を

体系的に実施するとともに、預を民間企業へMする交流設等を推進し、

教a員の置9の向上を国る。
01 ヵゥンセリングマインド等、心のケアに関する fat見を高めるため、校内解

の税を國 る 。

oカウンセリングァドパイザ一及びスクールカウンセラーを有効i t活用する。

目 小学校外国設青のための經の教員、理科・数学(算数)等の事f lト教員の

拡売に努める。また、免許外教科担任制度についてll、教育の質の低下を招か

ないよう、制度のa旨を略まえた適切な田を国る。
船 能の学習を通じて、生挂がわが国固有の商と文化にさらに llれることが
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できるよう、  指導教員の資質の向上を國る。

また、經指導も含め、実技指導 i t万全を期するため、理の聞や退a
教員の活用を推進する。̃ 基aa1論及び学校事務a員の配置改善を國る。
lト) 教員不足を解消するためit計画的な教員採用it取り組むとともit、教員の欠

員統や産休・青休に係る常動購師の確保とその処通改書に努める。

MI 預 の 通aに伴い、預の年mに信りが生じ、 ミドル属が経験不足
のまま役aを引き離ぐことitなり、一部の学校では、学習指導などのノウハウ
伝承に書心している状况などがあることから、より適正な教員配置の取り組a
を強化するなどし、次代を担う 「 ミ ドルリーダー」の ll的な育成に努めると
とも it、時代の変化や教青,-:'' it応じた校長の着手登用など業歡な人事制度
の通用に努める。

lリ) 教 llの業務負担軽減を國り、動mを改善するため、小学校での開
任制の配と専科教員の配置・流を国り、地任の持ち時間数の8減 i t努

めるとともに、外部委能化も含めた業ifの見直しゃ、教師が担う業ifの適正化

を進めることで、教員が本質的な地に専念できるよう、仕事の精通に場める。

また、各市町村で個別it田しているm通システムの共同利用化を推進
し、教員が他市町村へ異動したときも操作の覚え直しを不要とする等、教員の

負担軽減を國る。

に) 将来の本用青を文える教員を確保するため、中学生などの早い段階'P将来

教員を日指す学生などに対して教戦のは力を伝える取組を実施し、教員志願者

の拡売を國る。

m 教員の採用itついては、特色ある学校づくりのii点から、特it人間性のiか
さ・幅広い構と事門的知験・技能をllするための加点制度や、購師等経ii

者特別通考(全gal)・社会人特別通考(高等学校) の開・拡売を図り、経
験iかで力量のある教員の確保it努める。

また、募集から採用までのスケジaールの早期化も含め、限での効果的な

事例を參考にしながら、 よ り多くのa秀な通者を選得できるような制度,・く
りit取り組む。

l9) 教員が組然として教青活動に従事できるよう、体前に依らない指導方法や校

内の集団指miなどの税を國る 。

0 )  m部活動の充実と教a員の業設担8減を国るため、部活動指導員の前
的な活用をmする。
P) 前国体のレガシーを将来にわたって本県のスポーツ田につなげていくこ

とが重要であり、専門的な指導体制の強化や、合同チームの大会参加など、部

活動の活性化に取り組む。
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lヨ) 学校だけでll対応が困難な生徒指導等の間題に対して、 能 0  Bや公認心理

師・臨的i画士などの専門家を市町村教青委員会や数itOitiilし、教a員や保
度者に直接治導動言できる体制の開を国る。

0 )  m化する学校の諸間題に対応するため、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー、ス クールロイヤー、  I CT文Ill員、生聞導i t関わる担

当者など、事門スタッフの配置拡充に努める。

lり 民間人校長の理念を共有し、任期終了後もその成果をスムーズに引き離ぐほ

か、各学校へ取り組みを周知し、本県の高校教青がiかな人間性と起業家精神

を兼Ia備えたmのリーダーなどを青成できるよう、校長公募の充実に取り組
む。

lソ) 外国人i書の児重生提の開者と円滑なコミュ , ケーションを国るため、多言

日ヒに対応したI C Tを効果的に活用するなどして教員の負担IE演に努める。

m 預 通 構 の 第 Imにおいて教a専門通を院止するに当たり 、預
の質の確保it万全を期すため、県内大学it対し教解itおける教a専門it関
する科日の適切な属修を要llするとともに、採用前後の解における教戦事門
に関する研修の税強化を國る。

〇 教青行政の充実

「 )  県教'i援員会委員については、本県教青の発動二寄与できる高い fat見を有す

る人物を通任する。

1110 適 正 か つ 公 平 な 開 の 推 進

「 )  教科書概i委員会相査員、教科用国書通定書01会委員の通任については、よ
り公平性・申立性を國るとともに、開等の見直しをする。

l・ 用能員会では開 i t 当 た り 、 一 般的な指針 を示す も の と し て 、 指
導方針と教科用国書の採択に関する參考1日料を作成し、採択事ifを進める際の
病開 に つ い て ll、学習指導要領の改訂のポイント等に等L1iiをおくなど、資

料の見直しをする。

o教科書の採択a者に対し、各操択地区通定t901会が行う教科書ごとの特色や
違いについての調査研究の參考となる資料を作成する。

t, ,,l 文部開は「開かれた開 を掲げて、教a員の意向だけで採択が決まる
こ とのないよ う 、田者や一般の意見が反映される採択を求めている。そのた

め、通定の過程で教ll以外の意見をIE く設を設けたり、教科書展i示会にお
ける意見等を聞の際に参考としたりすることで、より開かれた聞を日指す。

〇 学校国書館の充実

n 本県の学校國書標準の達成率ll、小学校が67.  4 %、申学校が55 .  5 %
であるため、国が策定した「第6次学校国書館国書整備等5ヵ年計画」itよる

地方交付裁措置を、各市病が配的に活用するよう〇きかけを行い、学校国
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書館の税を國る。

同 学校図書館の充実を図るため、司書教論を全ての学校に配置するよう努める。

また、市町村における学校国書館担当預の配置や、悦書活動ボランティア

などの活用をll的に支最する。
1111 社 会 田 の 充 実

「 )  動労と社会率仕の精神を3ぶ田生健を青成するため、社会参加活動や体ll

学習を配するなど福m育の推進を國る。
l・ 県立高校の生提it、地域の中でのf ilを自宣し、社会的なマナーを学んでも

らうことを狙いとして、小学校での学習llや町内会と通1111したボランティア、
学校周辺の統、社会福i止施設でのサポートなどの「社会11献活動」への參加
を01進するととも it、高校を技it小中高が配した地域一i くりを学ぶ仕組みの
創出に努める。

01m会を担う人llオ育成のため、mの課題・解決に向けた企画・実闘舌動
等を行うIl iAR AKIドリーム・パス事業等、地域との交流拡大を図り、地域へ

の設を高める取り組aを推進する。
〇 開 育 の 推 進

n 学校教青及び社会教青とのll合を国りE  S Dの視点を略まえた環境教青の推
進を国る。

l可 各 学 校 で 開 育 を 組a的・計画的に進めるカリキュラム・マネジメントを
推進できるよう、  リーダーとなる教員をM的i t青成する。

〇 中・高校生における業物書L用01動意される実想にあるため、学校及び社会教青

における集物乱用防止教育を一属推進する。また、小学生に対しても保 i重者を

交えた教青を市町村it0きかけていく。

〇 学校におけるi t青の充実
n 通 生 徒 のIB土理解を操めるとともに、地産地消を推進し、質の良い学校始
会の解を国るため、引き続きより一ll のmへの本県a解 物 の 利 用
mを国る。
o学校始食に地場産物を配する割合をさらに高めるとともに、通生徒と生

産指との交田を実施するなど i tより、会青の推進・充実を国る。

l' 学t船食における地産地消をさらに推進するため、県と市町村がt9ヵし、学
田費に対する動成の拡売を國る。

t, ,,l ? への集産? の安定開 を文選する。

目 学t船食用食材の能物検査を実施するほか、学t船 食 行 生 解m
を開催するなど、学校始食の要全を確保する。

的 本県会青の推進を国るii点から、mitおいて重要なf ilを 担 う 表 限
m会の活動をllする。
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̃ 学校始食の基本物資委託加工;建者の1111少対策として、県や市町村の担当課の

観力を得て、情報の共有化'P将来itわた,て委託カロコl業者を確保するための具

体策等への支最を国る。

lト) 国における「早lll、早起き、朝ごllん通動」を推進するなど、食育を通した

子どもたちのヨましい健全な生構信を青成する。

f) 設生? 人〇とりが正しいi t事の在り方や望ましい解慣を身に付け、 i t
事 を 通 じ て 自 ら の 解 が で き る よ う 、 開 の さ ら な る 配 置 配 を 図 る 。

(リ) 「 学校始全供開総持m」 と し て 、 現開に キ ャ ン セル規定を盛 り 込
んだ前 とする こ とについて前する 。

い) 国において全国的な設費M化の実施に係る検討が進められていることか

ら、 国でit任をも,て会青の開みや近年の物価高などを考Itした一な 開
を確保するよう、国へ0きかける。

Ia) がん教育の税を國るため、小・申・高等学校等において、学習指導要領に基
i く 生 構院it関する指導のはか、がんit関する知識やがん息者it対する認識

についても、子どもたちに正しく理解できるよう指導に努める。同時に、田者

に対してもがんに対する認識を広める設をつくる。

〇 たくましい心と体をも,た児重生提を青成するため、外進びやm ・スポーツ
活動の機会の拡大を国るとともに、新たな開に対応したmプ ロ グ ラ ム の 能
など体力向上策の税に努める。また、通動部活動の税を國る能から、生従

減少it伴うスポーツ環境の聞と水準を船持するため、m合同部等の開を使
進するとともに、m団体とnし生健のニーズに対応できるm部活動を推進
する。

〇 ヨましい大会通営のための0きかけ

「 )  mクラブ等とnし、中体連、高体連大会にmク ラブチーム と しての参
加を認めるなどの部活動の学校体育と社会体青'の一本化を〇きかける。

l・ 中体連、高体連、高野連it対して、環境条件it応じて大会の理や中止等、
数な対応を行うことや、生健や関係者の能に十分a意した通営について要
請する。また全国規樓の主催団体に対し、上位大会の日程変更を合めた大会運

営の在り方を前するよう 0きかける。

② 部活動の早期の展開に向けて、県がm的に自治体に対して受i[[1組差tの開を
〇きかけるとともに、指導者確保のための人材,f ン ク の税を行 う 。 ま た 、体日

の部活動を地域it移行する際の田等を整理するとともit、指針を示し、生提の

体It格差が生じないよう努め、 子どもたちが夢を組いてスポーツや文化能動
に打ち込むことができる体制の税を検討する。

〇 特別通教青の推進

M) 前のある田生挂への理からの一iした教' i技最(教青相般及び就学先
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の決定等) の税に努める 。

l・ 小・中学校の特別支建 i i般の充実を国るととも i t 、通般指流の配配
に努める。

01 病院、在宅及び福i止施設等の開のある通生徒に対する訪間教育を税す
る o

目 小・中学校等において発通障書等のある田生解に適切な教青を行うため

の 校内通開 lの税を國 る 。

的 児重生提が快適it通学できるよう、適正なスクールパスの通行mの確保を
国る。̃ 校合や寄宿合の老Ill化対策を計画的に進めるとともに、通生徒が開に応
じて行動できるよう、エレベーターの配、スロープ・階段等の設備の改善を

mする。
lト) 乳動児期の開教育について 、相開 lを 税 す る 。

al たんの開l'P経管栄i等の配的ヶァが必要な児重生提が流する特別通
学校に看度施置の充実を国る。

lリ) 特別支最学校の教青現場でll、車いすの乗降時やトイレ介動時など、llの
負担は大変大きいことから、体の動きをサポートするパワーアシストスーツの

導入、m的な活用を田する。
い) 神l西市内に新設する(仮株)神酒特別支最学校についてll、その開校までに一な教員を確保し、児重生提や開者が安心して学t姓活を開始できるよう
mを整える。
的 市町村に対し特別通教育支最員の配置に関する地方交付税to置の活用を促
すと と も i t 、 国 i t 対 して財配の流を 0 きかける 。

集 l9) 2027年度に開校予定の(仮称)神福特別支最学校においては、田生徒

が個性を育みながら成長し、卒業後も安心してmで生活できるよう、現在の
處能別通数の自立と社会参加 i t向けた開を引き離ぐととも i t 、地域の

産業や特産物を取り入れた新たな体It活動を前する。
0 )  県内唯一の市立学校として市が運営する日立特別支最学校ll、開校から50

年以理し、施設の新化対策として校合構を進めているが、指導面での

質の向上など様々な開を抱えていることから、今後、県への移管を前する

とともに、教育最alの 税 に 向 けll的に支最する。
【新a】 P) 人コ:呼吸器を使用している児重生提への教青上のii点、保11者負担8減の組

点から、可能な限り田者の付添いなく学校生活が送れるよう、がイドライン

を改訂した上で、学校においてll、主治医等と通操して、より一属の体制強化

を国ることを求める。



@ 学校等施設における防災対策の配
n 地 設 の 構 造 上 の 田 を 確 保 す る た め 、 現 商 前 前 ( 昭 和 5 6 年 )
に建てられた構造物について、構化をmする。
l? 学校施設11mにおける災害時の選難ifiとなるものであり、大規使災害時に
おける観t所対応の初動体制'P学校再開への手順等itついて、学校ごとit經

管理のためのマニaアルを作成し、教M解を通じて共M験を国る。

01 学校における要全確保のため、施設の改善を國るとともに、学校と能の連
絡体制、教a員 の 提 i t 関 す るm及び児重生提it対する防犯能などを
推進する。

@ 小・申学校における空き指の有効利用
学校の空き能を失われてゆく地域の民俗・民具の解展示や、地域の生選学

習活動・相批活動の filL点としての活用などmに開かれた有効利用を国る。
@ 通生徒の教育姚alを税させるため、公立小・申学校の適正配置を推進する
市町村の取り組みを文選する。

? 合を行う際の教'言1事境1のn和対策としての、教員の施や選距離通
学に対応したスクール,f ス等の運行補動などの諸構の税を國る。

また、県立高校itおいては、生提数の減少itより、開者が中心とな,て通行

しているスクールパスの配限されることから、今後のあり方を検討すること。

@ 通学組年eの引き下げに伴い、高等学校等におけるmや通学等に関する政治
的教基を青む教青の充実を国る。

〇 学校施設の老朽化対策等の事業を計画的に推進できるよう、補動対象の拡大、

補動率の引上t f、補動単価の見直し等、財M の拡売を国に対し〇きかける。

〇 学校のmが進む一方で、学校は地域コミュ ,ティの中心でもあり、a々な
機能を有していることから、小温前での取組事例集を作成するなどして、市町

村がm田と共に行う小規樓校の統房合についての検討と、開することと決
定した小規模校の希a的挑戰を文選する。
@ 通の経済力の差によらず、子どもたちが安心して学ぶことができるよう、経
済的な通を必要とする子どもたちの学びを支える。 また、解的理由により大

学進学をmすることのないよう、用自の始付型變学金の導入を前する。
@ 県立学校の施設改修要望を踏まえた適切な総持管理に努めるとともに、施設の
事故対策に万全を期し、通生徒が要全・安心に学校生活を送れるよう、教育環

境の聞i t取り組む。

集 @ 県内公如j、中学校の学習mを改書するため、 トイレの津式化や特別教室及び
体育館の空調m配 を ll的に推進する。
〇 成人年船の18aへの引き下げを見掘え、小中解の早い段階からの消費者教
青などに取り組む。
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(2) 前 M の 推 進

本県における高等学校等進学率は99.0%であるものの、 大学等進学率は57.5%と

全国平均を下回っている。かつ高校生の中途退学率は1.8%である。さらに、非行

間国など高校教青が拉える配は多い。急被な社会構造の変化をみている今日、生

健の真味・関,l、前・適性、将来のm希望などが多様化している。その生健の
個性や般力に応じて、多激な解・科日の通択ができ、それ'eれがもつ可般性を存
分it発i章できるような教青システムや新しいタイプの高校一i くりは今日的時代の要

常であるといわなければならない。

〇 多部制定時制単位制高校、申高一貫教育校及びァクティプスクールを合め、高

校教青の充実と多a化を国る。
② 高等学校教青の内解と施設のmを推進する。
基使的・基本的な内容の定着を國るとともに、社会経ISIの変化に対応した教青
を造めるため、施設・設備の充実、学科の新設や適正配Eなど開に努める。

「 )  高校の施設設備のmに努め、校合・体青館・部室・更造・教青相能・
実習被などのmを進める。
l・ 専門高校i tおいて、産業界と配した設的・体験的な現前の充実を国
り、高いプロ意機を持つ事門性に特化した人材の青成に努める。

01 専門学科の通を進める。
o産業構造の変化や前新の進展i t対応して学科のMを進めるととも i t、

事門学科の教青内容をより接さ世て、産業界の求める人材を青成する。

cl魅力ある教育が展開できるよう施設mのmや教育内容の税に努める。
※ 91 高 開 i t お け る 多aな生提の地it対応して、各学校の創意を生かした特

色ある学較:-i くりを推進するとともに、mとのnを操め、そのmで活量
する人財の育成に努める。

的 生提の多a化it対応するため、国際教青の充実、設itつながる資格取得の
m、医前や難関理工系大学等への進学の推進など、解の特色化をさ
らに進める。̃ 専門教青の地を広く県民it紹介し、専門教青it対する理解・観力を使し、-Illの充実を国る。
lト1 地 高 校 の I  C T機器の更新を進めるなど、開 の税 ・活用に場める。

〇 総合学科の充実と多a化を国る。
〇 高校における転・編入学体制を整える。

e) 保 議 者 の 解 に 伴 う 転 入 学 や 、 帰 解 のa学の受け入れを円滑にする。
(ii) 県立高校の再編整備itついては、生提の多a化や中学校率業者数の減少などを
踏まえ、教青効果が高まるよう、学科改1fi等を推進する。
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@ 県立高校再編整備による学校のm利用・処分ll、 学校設置のmや 院 市 町
村の意向を一it略まえて進める。

(i) 現行の県立高校入は制度について、社会の変化に対応できる前・前を商

できるよう改善し、生従1一人0 , とりを激々な流から開できるよう、その在り

方を前する。

〇 人口演少に伴,て小通換化する県立高校が県内各地で增えていることから、そ

の課題を踏まえた学校の適正規樓・適正配置をmの意向なども踏まえ、全県的
i t 前 す る 。

(3) 高等学校や特別支選学校の率業予定者へのより演極的
な就職支最の推進

〇生徒の多激な追路希望に応じて、デュアルシステムやインターンシップなど地

域と配した体験学習の換会を活用してキャリア教青の充実を国る。

② 県立特別支最学校高等部生健の就労を支最するため、生一人ひとりの特性や
追路希望に応じた現場実習を実施するなど、田導の税を國る。

( 0 比較的mな知的能のある生提が増加していることを略まえ、将来の社会的
自立に向けたa業教青の充実を国る。
④高校生が主体的に就a活動を行えるよう、企業の意見や高校生の声、Mの状
温を出まえながら、高設の就mを支通する。

(4) 私学 (幼・小・中・高・事修学校) への助成拡充及び
大学の:lft素 ・ 願

〇私学(動稚目、小・申・高校、専修学度)への動成拡売

n mや社会の進展it印した新しい教青'P保11者負担の81 1び私立学校経営

のe全化を田するため、経常費補動金の確保を国る。
l? 解 的 困llによる開 が増加Ia向にあることや、?設及び始
会 用 の 田 が 高eしていることを略まえ、私地を圧追しないよう措置を
購じる。

01 保a者負組の公・私間格差の是正、開の拡売を國る。
9 1教a員の置9向上を国るため、教a員atla補動金の確保を国る。
m 私立i雄園における障書児教青の推進のため、特別支最教青補動の一属の充
実を國る。

cl特別文ii教青では、早期の適切な文選が重要であるが、本来は通を必要と
していながら、現行の補開l度では支通対象とならない動児が增えてきてい
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ることから、  例えば年度途申からの転入者であっても通できるよう、  制度

見直しを国る。

o前アレルギーを組える田が增えているため、症状がt度の場合のaな ら
ず、申程度の者も国庫補動の対象とするよう、 また目内での目目調理の際の

アレルf一関連の前の除去を行うなどの田負担も大きいことから、財政

支最について国に0きかける。̃ 新しい産業社会に対応できる人材を育成するための専修学校・各Ill学校の教
青内容の充実'P教青解の船持向上を国るため、通営費補動の充実を国る。

I t) 私学における就業・就it対策の田を国る。
② 大学短大・専修学校のmび新設を配する。
〇 市町村itおいて、保青所'P公・私立効程園、識ll こ ど も 園 の 開 な ど の 連

操強化の? に11;める。

5) 生通学習のlief
余暖の拡大と高能会の進行で、 多くの1果民ll 「生きがい」 としての学習の場を

求め、開の提や開化・グローバル化の進展は、始えず新たな知識・技t t i

の習得を必要としている。このような学習ニーズは今後ますます高まることが理

まれるため 、生開の基盤のmと 税 を 進 め な く て llならない。
(i) 生開を総合的 i t推進するll点施設の聞

生通学習の推進を国るために総合的施設をmし、併世て関班設の機能の向
上や活用を國る。

n 生開センターの換能を充実させる。特 i t 各市町村の生開数への文
最機能を拡充する。

l可 県立國書館のmネッ トワークなど、國書館サービスの税に努める。
o集内出身の文学・文妻作家の題影と作品の成示、現代作家の創作活動を文選

するため、近代;文学館を併設する。

01 國書館サービスのネットワーク化及び利用日域の広域化を進めて國書館サー
ビスの向上を国るなど、県民のii書書環境の充実it努=る。
目 公 解 の 市 解 配 の 開 構 る た め 、 病 度 をal 計 る 。
② 生 開 推 進 体 制 のm
n 現前の普及・充実を国るため、県・市町村itおける推進体制の充実it努
める。

o解部・課及び関係換関の施策を体系化し、一元的な展開を國る。

o生開の活発化へのMを座り上げるため、  イーントを開値する。
o市町村の生解習推進体制の理を国り、生解習のまちづくりを進める。
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o 生 開 の 提 の た め 、  解属・国体の青成を図る。  特 に 解 ・  P T A・

子ども会など社会教青関係諸団体の青成指導it努める。

?1 「いばらき子ども構活動推進計画」に基づき、子どものt i書活動をa極的
に推追する。

〇 指導者の確保と学習換会・情報の解itよる活動の展開

「 )  体It活動を推進する指導者の養成・確保を国る。
l可 社会教育主事・社会教育指導員の設置を配するとともに、社会教育施設の

a員確保と専任化を進め、社会教青指導体制の充実を国る。
01 現代的m能など各種の学般や能内容の充実を国る。
目 水 戸 生 開 セ ン タ ー が 運 用 す る 生 開 解 シ ス テ ム の 税 を 國 る 。

的 青開・成人期・高船期や三世代の交流など、ライフステージi t応じた活

動の展開を国る。̃ 理にわた る国設流 ・ 性力を ll的に推進する。
lト) 特i t生開前の一還として、社会参加活動・各種ボランティア活動を變

動する。

MI 子ども会活動等の指導者に対して、活動のためのボランティア体暖が認めら
れるよう企業・公共換関等it田する。

? lリ) 学校を法としたi8城-iくりを進めるため、学校とmがn・営0し、幅広
いm田等の參画を得て行う地tt学校tea活動を推進する。

※ 〇 県立青少年教青施般の能を活かした事業を展開し、子どもたちの自然とのふ

れあいや野外体験活動の田を国る

⑤ 書少年活動の推進

n 青少年教青施般等itおいて、特色ある体験活動事業を実施し、青用青の
充実に努める。

l可 解団 ・子ど も会 ・高校生会 ( ジ ュニア ・ リーダー )等の書少年団体を

青成する。

01 地域の大人の教青力を結集し、学校等を活用して放操後や遇来における
スポーツや文化活動などの激々な体験活動や交流活動等の税を通した子ども

た ち の 開 所一i くりを推進する。

l重) 体It学習の換範であるポーイスカゥトの活動は、たくましい心や豊かな心を青
成する上で極めて効果的であるため、ポーイスカゥト日本連盟が所有する高教ス

カウトフィールドを、多くの青少年の心身を最える場として活用できるよう、子

ども会などのi沙年団体に広報するなどm的に支最する。
〇 構育 ・ 女 性教育 の税 を 國 る 。

e) 家度教青支援の充実を図るため、「就学前教青・家E教能造事業_ 等を実
施し、 0識から18識までの子をもつ用者に対して、裁々なIa会を活用した表
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数育に関する学習換会や情報の解及び相開 lの税に努める 。

o特it開者への子青て文出'、保青所・動程園・識llこども園・学校行事へ

の前を便す。

o企業の従業員向け家庭教育a座等の開設支最のために作成した開やゥュプ
サイトを活用し、集内経濟4団体'i'市町村と配して企業内家E散青調座の

実施を支最することにより、家度教青の充実に努める。

cl乳動児期からのmの発達を動長する育児やしっけについての学習資料を作
成し、指導 ・相解を流する。

o保藤者や子どもからの相般に対応している子どもの教青相般及び子ども

ホ ッ ト ラ イ ン の 税 を 國 る 。

cl学校P家度itおいて「早41早起き朝ごはん」など、期l ll正しい生構信の重

要性を啓発する。

Ill 地域の人材を活用した家庭教育を通する団体等について、「設教育支理
チーム」(文部開 )としての登録を使し、前間型の通青への文選など、

mで支える家度教青の支最体制を開する。
01 構 育 に 関 す る 各Ill研修会を開催し、mに お け る 構 育 を 通 す る 人
材の青成を国る。

目 女性教青の充実を国るとともに、男女共同參画 一 地前の推進に寄与する。
〇 エイズ、通事故、環境・消費間題に対応した学習活動の推進

生選学習・社会教青等あらゆる換会を通じ、正しい認識を深めるための学習活

動を推進する。

o H I V感染者が社会生活の申で温かく辺え入れられるよう、社会環境の前

it努める。

〇 県民スポーツ ・ レ ク リ ェ ー シ・ン活動の取“) mス ポ ー ツ セ ン タ ー 開 し 、 聞 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 構 る 。
同 「ニューいばらきいきいきスポーツd a y l」や県民総合体育大会などの開値

を通して、mのスポーツ活動の活性化に努め、スポーツ人口の增大を国る。
01 動児から高能まで、ライフステージに応じたスポーツ ・レク リェーシ・ン
活動の充実を国るため、スポーツ少年団の青成とともit、フ, ミ リ ー ス ポー ッ
や ニ a ー スポーツの推進に努める。

目 生選スポーツ指導者の基成を國るとともに、スポーツリーダー,f ン ク活用の
推進it努める。

m ス ポ ー ツ ・ レ ク リ ェ ー シ・ン関係始団体の青成独化を国る。
0 1果民のB土に対する設と持 りを操めるため、水戸生開 セ ン ター と1込造ta
が配し、表限の持るぺき歴史' P先人たちの設 i t関する通を日本i始 の 弘

道館をMに明般する。
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6) スポーツの:ilia
(!) ス ポ ー ツ 前 の 向 上 と 田 書 を 国 る た め 、  外国とのスポーツ交流を國る。

② 社会体育施設のm
n 笠松・堀原m公園など県営体育施設の総合的な聞を進める。
o通年利用が可能なスケートリンク事用施設のmを進める。
o野球場等公式試合のできる田をmする。
l・ 学校体育施設の開放を配するとともi t、クラブハウス・夜間照明施設など
を整備する。また、県立学校のm施設について、少人数競技の取やfilL点化
を見把えた活用を検討する。

t, ,,l 市町村の社開 設 の 聞 ( 河 川数の活用等)を推進する。

③ ス ポ ー ツ イーン トの開催や、合宿 ・キャンプの解、mを活用したス
ポー ッ ッー リ ズ ム を ll的に推進し、イン,fウンドも合めた人的交流の活性化を
国るはか、本県のイメージアップやm設の活用配i tもつながるよう、特定
の数やターダット等を明確にするなど、戦'll的に構開を国る。
④ 県内のサッカーやパスケットポールなどのプロチームと連携し、  ト ッ プ ア ス リ ー

トとの交流を通じてE民の健農増造Pチームの通強化を国る。

7 ) !属,民文化のa造と:l量要
集民の多種多aな文化,-:'' it適切it対応するため、 全集的な温野it立,て文化
施設等の充実を国り、市町村の施設・設備を充実さ世有機的なnを国る。また、
文化施設における内容の税を國ることが必要である。

(i) 県取化の創造と願it向けた、各種文化it策解の展開

「 )  県民の文化意機高場と文化活動を田するため、情報の解に努める。

l可 伝統的な行事、民俗姜能などの前化のmび発展を國る。
t, ,,l ? などの開値itよ り集民の文化活動の充実'P文イ?流の配を国る。
目 実技指導のmなど、mにおける芸術分野の指導者を青成する。
的 文化財の発掘や限新化した文化財の修理、防災mの新など 、文化
財の保存・活用it努める。̃ 老朽化した県指定文イ日ttの田等について、事門象のe新、修理補修独化
を推進する。

lト) 表限文化振異条例及び表限文化? 画it基一iき 、 表 限 文 化 願ll

の活用等を含め、文化限構の総合的かつ計画的な推進を国る。

fl 市町村によるアートを活用した特色あるまち,・く り を通する。
(2) 文化関係諸団体の青成強化“1 願 の 白主的 ・ 田 な文 t 田 l 前 し 、 い ば ら き 文 t 開 に よ る 」It成を行う。
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lロ) 市m化!a会の結地の設置を田し 、文化要術国体等 とのネ ッ ト ワー
ク化、前文化活動への文ll体制を強化する。

③ I T・広域交流時代に合,た県民文化センターのm
n 1果民の文化・新・姜能などの創造・交流及びi=litのMとして専門性の高
い施設とする。

l' 市町村の文イ国01設とのネッ トワーク化を国る。

④ 1果立美術館のmの税と 1果民に線しまれる美解づくり
n 近設構で国内外のiれた作家・作品の配会を開値、iれた美術作品の
計画的な収集をm的に国,ていく。
l可 近代美術館の所a品のデジタル画像化に取り組み、 ホームページで画像を合
む所日品情報を離でもa lt関覧できるよう、情報の解 i t努める。
さらに、県所蔵美術品の画像貸し出しについて、有償化すれば安定的な収入

が得られ、画mサービスの税が國られるため、民間も有償で配できる
制度itついて調査前する。

01 つ く ば美術館の関のmと効果的な通営を国る。
目 五浦美術館の天Il、関係資料のMを國るとともに、現代作家の創作活動を支
愛する。引き続き、企画展の充実it取り組む。

〇 ミaージアムパーク茨城県自然博物館の各種活動の充実等に努め、自然につい

ての理解を操めるとともに、魅力向上の取り組みを推進する。

〇 表限商設構の各種事業の充実i t努め、県内商妻の能の向上を国る。

lie (i) 県mを法とした歴史系の総合ン'ー ン のmに努め、文化・歴史を活用し
た県の魅力発信にll的に取り組むとともに、増大する公文書資料の整理・保存
を国るため、設公文書のデジタル化を進め、公文書館換能の充実を国る。

〇 学校 ・設 ・地域がmして子どもたちの豐かな感性を青むため、県開・
博物館が新文化施設のMと して ll的に活用されるmづくりをより一属推
進する。

〇 旧筑波海mは司令部庁合を保存し、解の歴史を構さ世る取り組aを継
競する。

lilt 関係市 i t よ る 表 限 の能 な開源で あ る 重 ヶ 浦 のa引き船の設的・民俗
的価値の相査 一配最に対して支選・随力し、今後の保存 一活用に向けた取り組みを
進める。

lt1) 多くの市的村が文化財保存活用地域計画を作成できるよう、計画の効果やメリッ
トを院明するとともに、市町村が設置する地tt計画作成t901会に前し、動言を
行 う な ど し て 通 す る 。
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6. 国内有数の農業,県として元気な
を一●発展させる
わが国の農林水産業を取り8く情勢は、 高船化や担い手不足、 實材

信格等の高Eなど、経営構は厳しい状况にあり、また、国際的には、

T P P協定等により急通なグローバル化の造展が予想される。
一方、 カ ロ リ ーベースの全料自船率は主要先進国の中で最低水準の
33%と依然低い状況にあり、食料安全保障の観点から、より高い水

準を目指していくことが求められている。

国においては、「農林水産業 ・地域の活力創造プラン」や、「食料・農

業・農村基本計画」に基づき、若者たちが希望を持てる「強い農業」

と「美しく活力ある晨村」の創出に向けて施策を展l;a している。
このような中、表城原においては、経営感覚に優れた農業経営者の

育成を進めるとともに、農地の集積・集約化やI C T等の新技術の導
入による生産性の向上、プランドイtや6次産業化などによる付加価値
の向上により、「器かる農業」を実現することとしており、こうした取

組を今後一層推進していくことが必要である。
林業については、表林湖沼環境税を活用し、通正な表林整備と表林

資演の循環利用を推進し、 表林の公益的構能の持義的発郷とカーボン

ニュートラルの実現を目指していく必要がある。水産業については、

生産性の向上や所得增大に向けた取組を進め、 その前提となるつくり

育て管理する漁業や漁港などの生産基盤の整備を推進するほか、養殖

設の創出に取り組る、 水設の成長産業化を国る。

これら農林水産業を次の世代にしっかりと引き推いでいけるよう、

万金を期していかなければならない。

1) 解力のあるa.、産地': ;く り とHf売戦略の強化
(i) 本 県 設 の 願“) 茂城農業の振真を国るため、 I CT等を活用したスマート農業や農産物の
ブ ラ ン ド 力 強 化 、 国 内 外 へ の 開 に チ ャ レ ン ジ す るmあ る産地や配
体を文選する。

l' 開障の観点から、生産者の経営安定の確保を前提に、本県設の持
競的な発展に資する]Ill組を推進し、県産e書産物の増産と食料目始率の向上対
登it取り組む。
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01 レンコン等、 各産地を維持発展させるため、 mや作物の能に応じたe業
願 i t取り組む。

② 能物のブ ラ ン ド 化 とj器
n 国内の米消費の減少が機く申、米の・出配に よ る 新 た な・要開;fを進める。
同 市場取引の大型化に対応するため、個別能9田の再l日・統合を造め、

出荷単位の量を拡大し、青果物等の統力を独化する。

tl e業団体等と通操し、m設物m開本部が行う首都日での県産
能物の売り込み活動やP R活動を充実する。

目 加工された能物の始出についても、その始出可能性を探るため、国内外の

食品加工;建者などの =一ズの極に努める。

〇 本県設を文える担い手の確保・青成

「 )  理定H集者数の拡大と解営農の配化を推進し、構造改革が通れている土

地利用理の担い手の確保・育成を國る。

また、集落営aの組;St化'P集落営e組;Stの経営発展it向けた取り組みit対し
て支最策を購じる。

l? 認定e業者や高e化・設化に対応するll 購営m、 サービス設体を支
愛するととも i t 、地域計画の実行i tあた ,ては、通者を地域の中心とな

る経営体と位置づけ、力独いila部i造-iづくりを進める。
01 新規就e者育成総合対策等についてll、 m的で安定した通が必要である
ことから、一な 開 を 確 保 す る 。 ま た 、 配 者 の 半 数 を 占 め る 開
への支最を独化する。

目 申法とな る設M者 、新規就e者などに対し、研修制度の活用や地のた
めの無利子資金の確関i tより、通しゃすい環境づくりを推進する。

また、就農相般のワンストップ法口を設置し、通準備から定着まで一iし

た通を國ると と もに 、ホームページ等によるmの魅力発信及びオンラ
インも活用した通相設対応itより、県内外の通希ヨ者の呼び込みの強化を

国る。さらに、経解が済んだ、もしくは新通就農から相当経営年数がある

4 0 、  50職代の将来申法となるe業 者 の 通 を 強 化 す る 。 解 設 の 解 や
無利子願のレーレから、能張や、注人化なmを拡大強化する場合は、
ワンストップ相能口の開設を推進する。

的 開 にお け る 経 営 に関す る 設 的 な 教育 ・ 研 修 内容 の税強化や学生

の集内通の文選を国るととも it、設高校'fia象、民間企業との配を強化
する。̃ mぐるみ(市町村・e性・e業団体・書少年組a 学度)で、e業への理解
と複離者及び青年a業者組;ttの青成強化を進める。

I t) 新通参入者等に対する市町村や農業団体等の受け入れ体制のMをmし、
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体系的なe業技新習得の設を解すると と もに 、  開や施設のmなどの支
動t努める。

法) 結かる農業を実現する独い経営体を青成するため、農業参入を希望する企業

の設や參入後の規mへの通を行うとともに、參M業や設法人等へ
の目用通の促進と人材青成を造めるため、m就農 ll」 の 開 と 活 用 を
推進する。

lリ) e業分野における労〇力を安定的に確保できるよう、e業団体等と通操した
労0ヵ確保の仕組み一i くりを配する。また、在留資格「特定lit能」など、a
業分野において外国人材を労0者として活用できるよう、受入れ体制のmを
進める。

に) 配 者 や 定 現a者の技tti等のm i tついて、いばらき営設の開講と
ともに、mで開催する営農能とのnを推進し、効果的な支最を国る。
的 e業の現場に開者の解を促すために、e林水産省が水戸市のe林水産研
修所つくば館水戸ほ場内に設けた農福配関係施Et等を活用して、より一日

「農相n」の取組を推進する。
l9) aれた解感覚と技tEr力を備えた強い経営者を育成する「いばらきe業アカ
デミー」をより多くの方it受講してもらうため、受講しゃすい環境整備it努め

る o

④ e業・e村の担い手として活国できる女性e業者の育成
n 地 域 を リ ー ド す る 通 者 を 青 成 し 、a村it関する方針策定への女性の〇
画 を 推 進 す る た め 、 農 解 リ ー ダ ーの青成や農業関係書01会委員への女性の
登用などを推進する。

l・ a開 i t 設 ・ 能 加コ技tti等のmの場を解する と と も i t 、 能加工
グループの起業化や家旗経営日定の開を推進し、農業経営に主体的に取り

組む女性e業者を育成する。
(ii) 水国の有効活用の推進

「 )  米価の安定を国るとともに、稲作能が前を持,て取り組めるよう安定し

た通制度を税するよう、国に〇きかける。また、米価の F落が米e家の生
産前i t大きな影響を与えている。能定のため、非会用米や表・大豆など

への支最を拡充するほか、米の需要拡大を国に対して前に0きかける。

l可 i iや大i、そば、新規It要米に加え、野菜などの高!t姓作物への転換と生産
拡大を国るため、必要なm設 の 聞 を文選するととも it、収量・品質向上
や新者との直接取引のmに向けた取組を進め、水田設の解を國る。
また、赤かび病に程病した表の流通を未然に防ぐため、 19剤散布による適期

防除を能するとともに、効果的な防除ができるよう集荷団体や設者と病書

虫発生状况を共有する。
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X t、l 近年、 気前に よ る夏季の高温や田 ヵ メ ム シ類の多発等の Mか ら 、
米の品質低下が間国とな,ている。 このため、高温の影響を少しでも選和でき

る水管理等の基本技術や班点米ヵメムシ類の防除の能に加え、高温能にす

ぐれた品llの開発を進める。
目 本県が全国i t持るカンショの生産で最も前すべきサッマイモll病をはじ

め、イネ組開及びレンコン黒証については、防除対策の周知やmぐる
みでの]Ill組の推進等により対策の税を國る。
的 本県の水EE“a業の方向性を前するi t当た,ては、 1 0  0開程の経営体だ
けでなく、温解大に意教的な中小温換の経営体にも焦点を当てることがt要

と考える。規? に:意8t的な経営体が株々に面iiを広げていくことで、激々
な知識P経験を演み重Iaながら、大規模経営it適応できるノウハウが培われる

と考える。このような視点にもmするよう独く要望する。
@ 降力のある高品質・低コストe業の推進
n 低コスト設の実現i t向けて、 Ia地の集演・集約化、 I C T 等 の 前 の 活
用、新品種の青成や本県オリジナル品種の改良等をm的に推進する。
l可 市町村、e業委員会によるe地等の利用の;最Ia化活動やe地申間管理a構に
よ る Ia地の能などを一日配し、担い手it対する Ia地利用集演を推進する。
また、 能からの多様な担い手による農業参入や農営による直前を建

し、e地の ll的利活用を推進する。
さら i t 、 la地中間管理事業を推進するため、事務処理期間の短接it向けて、
事if手義きの効率化、簡素化を国るとともに、必要経費の確保を要望する。

01 士地利用理の担い手の所得確保と士地利用率向上のため、m作のも
と高品質・低コストな表・大豆の産地化を推進する。

目 土域e新に基づく効率的配や局所配の導入、たい ll!1等有機物1日類の利活

用 を 配 す る な ど!E料コストの配を國るとともに、高品質なe作物の生産に
向けて 、用配を基本と した土一i くり活動を推進する。また、 IE料成分の的

確な分析、公表を行う。

的 畑地における輪作作物、士地利用型作物として重要な表・大i・そば・前

生等の作付拡大と品質向上を国るとともit、「筑波落花生」「常前そば」等の能

柄化を推進する。̃ e業就l業人口の一や高e化、水田経営をllじ め と す る 地 の 大 規 換 化
が進む中、経営の効率化、作業の省力化・ IE労化等を進め、生産性を高めるた

め、生産現場でのI CTやロボット技術等の先端技術を活用したスマート農業

を推進する。

lト) I CTやロボット技tti等の先端技ttrを活用したスマート設の導入 i tよ ,て
得られた成果や、費用対効果などに関する情報を、より多くの農業者へ選やか
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に分かりtすく解し、目ら判断できる取組を進めるとともに、  その役割を担

う人材を青成する。

法) 農業由来の院プラスチックのリサイクルを行う県園芸リサイクルセンターの

運 田 に つ い て 、 開 プ ラ ス チ ッ ク を 配 す る 開 材 販 売 l 業 者 等 に も 負

担を求めるなど、観力体制を構集し、能の負担増加の抑制it努める。 また、

近年演少する農業用ビニールを限から受け入れることで、事業収入の增加を

國るとともに、必要な施設の維持に努め、e業由来の院プラスチックの適正処
理を確保する。 さら i t、設由来の廳プラスチックの部出抑制を国るための生

分解性フィルムや、長jl服用のできる被a用フィルムの能への普及推進を国
る。併せて、国に対して、e業由来の院プラスチックのリサイクル情環が健全
i t確保できるよう、プラスチック製造業者や院業者が部出処分it i t任を持つ

制度の創設を0きかける。

〇 生産・配の戰 Ieを有した産地,・く り
n 本県能出額の約半分を占める園妻部門i tついては、マーケットインの視
点をもとに青果物の品質向上をはじめ、生産・品質基準に基づいた差別化商品

の開発、市構等による新品日の導入や加工・業務向け野菜等のm 、
担い手の確保・青成などit取り組み、院力等の強化it前的な生産集団を文

最し、ブランド化等による革新的な産地の青成を国る。

l可 配力等の強化を國るため生産組aの再l日・統合や、市場御売会社等と配
した新たな品目設itよる産地一i くりを推進する。また、本県で開発したオリ

ジナル品種を活用したブランド化の推進や、G I (地a的表示)など知的財産
制度等の活用による地城ブランド配づくりを関係構関が一体となって進める。

t, ,,l 野菜の低コスト生産を配する能化一買体系や、実需者,-:'' it基一iいた
高品質な青果物を年間を通して安定的にmできる体制を確立するため、必要
な開 ・施設のmを推進し、降力のある目姜産地を育成する。
目 国内外itおいて需要が拡大しているかんしょ等の園妻作物itついて、地城外

の担い手や農業への参入意向のある企業のmなど、市町村の枠を組えた能
調整を行いながら、やる気のある担い手へのer mを國るとともに、生産者
と実需者とのマッチングを一体的it進め、 さらit新たな需要を開拓するなどの
取組によ,て、温解大を支最し、生産振真に取り組む。

X 的 干し芋のmに向けて、首都日での商識会や海外'fイヤー招]1号など商設
の換会の解を行い、新たit干し字の加:[n流i t取り組む設者i t対し、  きめ
細かな支最を行,ていく。

また、県産干し芋の認知度向上を國り、さらなるブランド化を推進する。̃ 施設園妻産地it対し、配価格高eの影響を受けitくい経営へのllを推進
するため、省エネルギー般備の導入をllするほか 、開価格高藤時に開金
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を交付するセーフティネットへの加入配を國るとともに、  n的な制度とし
て位置付けるよう国it強く0きかける。

I t) 高品質な青果物を安定的にmするため、国営農業本利事業等で確保した畑
地かんがい用水を活用した新産地の育成を推進する。

例 コ f ク、グラジオラス、バラなどの切り花、シクラメンなどの im、ハナモモ
などの技物や芝など花き生産の一属の拡大を国るため、生産組差tの独化や花き

農家の経営安定のための? 機a、施設の導入など生i整i盤の整備を推進する。
また 、関係団開と配を強化し 、新たな前の開発や需能 i t 向 けた花

青の普及、PR活動等を推進する。

lリ) 用t申山間mの1離ii条件や地tt資源を活用した技物産地を育成するため、
高 品 質 ・ 安 能 i t 向 け た 前 通 を 行 う 。

い1 用産地の活性化を図る '=め 、 生産体制の M と 高品質經を造め る 。
特に補動設の活用による県オリジナル品llなど新品llの導入や改續、多日的
防田などの整備文出'病書虫構を進める。

m 茶・たばこ等特用作物の生産基雄の確立と生産性向上を国るため、生産管理
用開・施設の整備促追や生産団体が開催する共進会等への通を行う。

〇 解かる書産m体の青成と本県書産業を願するため、生産性の向上や規能
大、経営・l同養管理技術の高度化等による収益性の高い経営体の青成、ll入fit料
に做存しないより強い書産配体への転換. 長期的な流に基,・く能構産物の
更なる高田値イtやブランド化を推造する。また、消費者の開に応える安全・

安心な書産物を安定mするため、鋼新生管理基準の通構を書産能に指
導するとともに、書産解に大きなMを及ぼす家書伝用の発生予防とまん延

防止it向けた防度対策を講じる。さらit、家書部せっ物の適ill処理と地等の有

効利用を進め、mと相和した書産業を確立する。
n 生産基盤の強化
o書産能と地域の関係者が一体 と な , て 行 う 開 能 や 法 人 化 を 進 め る
とともに、簡易牛合のMや新規就農者が経営;et承した書合の改修等を行い、

mの強化を國る]Ill組を通する 。
※ o高能への高能力なm建牛の導入、性判別精設の活用itよ る複離tiFの確保

や新卵移値の活用を田し、中法的な担い手の青成及び生a生産体制の装
化を國るほか、接通の体日確保や労〇力不足解消に向けた構の検討を

進め、複離者や 配者の確保を国る。

集 o常陸牛の品質向上と「常陸開の生産拡大を国るため、和牛配牛のゲ

ノミック開を進めるとともに、オレイン酸等の脂防の質に関する通伝的能

力が高い建牛を前牛として活用する開みを推進することで、県内m
牛群の高能力化を国る。
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o配台f ia料i確安定対策の推進と飼料用稲等の利用配、 田 等 で の 作
付け拡大、外部受mの活用を進めるとともi t、会品残解の末利用資源
の利用拡大や牧草や子実用トウモロコシ等の生産拡大を国ることで、ll入fit
料に頼らないf ia料生産基盤に立脚した書産解の実現を國る。
cl書産経営体の更なる技tti力向上やmの安定化、担い手確保のため、人コ授
精施会や前牛入門能の開催、書産経営指導の実施、新技術の開発

と普及を國り、降力の高い経営体を育成する。

l・ 書 産 物 の ブ ラ ン ド 力 強 化 や 開
o県オリジナル前の開発・利用等による「常陸牛」、「ローズポーク」、「常陸

の脚き」、「真久基しoも」等の一属のブランド力や能地消の取り組み強化

を国るととも i t 、能構産物を取り扱う院店や能店の一ll のmやP  R
等 に よ る イ メ ー ジ ア ッ プ と 配 を 国 る 。

o「常監牛」の高値取引などにより内用牛農家の解が向上するよう、品質基

準を満たした「常陸牛 Ia_1 の生産拡大や「県認定制度」の通用によるブラ
ンド力独化に取組むとともに、常陸牛について、アメリカや東南アジア、中

東への・出拡大を推進する。
o豚については、デュoツク種系統ほ「ローズD 1」を活用した0割1111原「常豐

の11き」の知名度向上と生産・m大を推進する。
oミルクスタンド、統一ロゴ等を活用した本県産a ・a製品のP Rのほか、
aの日や M間 を通 し 、 路aへの理解a成'P牛事L・m品の消費mを
推進する。

o共進会等の開催によるさらなる品質向上や流通販売対策を通する。

cl期l itついては、 全国有数の生産量itついてP Rを行うなど消費mを推進
する。

01 高病原性島インフルエンザ、口設やm業書伝用の侵入防止のため、
飼新生管理基準違守を推進するとともit、万が一の発生it備え、危換管理体

制の充実を国る。

目 書産姚Ii i 対策の税
o表限家書部せっ物利用配計画it基一iく家書部せっ物の適ill処理とm化
を進め 、開構書産を推進する 。

o家書部せっ物のエネルギー利用などの検計'P」1連t1lalヨ生産・流通に必要とな
る施田の文選などitより、広域流通を推進する。

o 理 の tヶ清流域から流城外への流通便進等による商負荷削演対策を独化

し、Eグ浦、北浦などの水開ヒを推進する。

田 「表限食内流通合理化計画」及び「食内セン'一整備に向けた基本的考え
方」に基づき、高品質で空全な食肉を能できるよう食肉センターの再ii等整
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備を施設関係者、 生産者、 食内構関係者一体となって進める。

(11) 会の經・安心の確保
itの安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の生命
及t;」B康を保iiするとともに、消費者の信頼を確保する。
n 会品等事業者it対して法令順守税の向上を使すとともit、営業i般't,会品
表示の監視指導の独化を国る。また、国や他自治体とnした効率的かつ効果
的な・入食品のmを実施し、県内に流通する・入e産物や・入加工食品
の經確保の充実・強化を国る。

cl農IIE国期防止など解確保の観点から、設の適正使用の能を国る。

oe作物 の要全性 を 確 保す る た め 、 理 等 不Ia切な設が流通 し 、 配
されることのないよう、前売業者i t対する立入調査を実施する。

cl登最HjiEの少ないm特産物の生産安定を国るため、m大のためのm
を行い、適用拡大を國る。

o能物等の残留m をm的 i t実施し、その前果を県民 i t分り
やすく公表する。

o消費者が安心して本県の能物を離入できるよう、生産者に対し設につい

ての正しい知識・情報の解i t努めるととも i t、能の適正な使用i tついて

動言を行う農ii配i正使用アドバイザーを青成し、能物の安全を確保する。

また、GA  P (e業生産工程管理)やトレーサピリティの]Ill組を配する 。
l? 表 限 会 の經・安心推進条例it基一iき、經・安心な会品の生産及び?

に寄与するため、実効性のある総合的なi tの安全・安心施策を推進する。

〇 食とeの聞活動の推進
前 市町村や関係団体との配を図り、学能への地場産物の導入を使造する。

o学t船食への県産nの安定開を支最する。
l可 1果民の食に対する関心の高まりに応えるため、県内で生産されたe林水産物
を県民 i t llを持,て消費してもらえるよう、民間企業や市町村と配して県
産 品 の 配 ・ P  Rに取り組む。

01 県産品のm ・ P R の 取 り 組みが 、 県産e林水産物の消費mのみなら
ず、i恍客の設や県の前度向上 i tつながるよ う 、部局間の配をこれまで
以上に独化していくとともに、取り組aの内容の充実を国る。
目 1果民が新itな県産能物を容易に入手できるよう、県内mや直売施設へ
の供始拡大を配する。

? i tや農への県民の理解や日本型食生活の普及を国る。
o子どもたちの食生活の健全化や、 目分達の食べ物と地tte業との関係を知る
会青を推進するため、 子どもたちit対し収禮体験などを通した会a教青や会
青推進ボランテ ィ アに よ る普及流動を推進する 。
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〇 m設 理 の 普 及 書 発 と 支 最 策 の 税
n 特別経能物及び有aa産物の作付拡大を国るとともit、消費者へのP R
を進める。

l可 天設・フュロモン・対抗續物の利用など、生物的防除や配法の改善による

環境itやさしいmの確立と普及を推進する。
01 環境保全対策として水田の持つ制随能を活用するとともに、適正な配管
理技tErの 能 な ど に よ り 、 Eグ浦、北浦などの水開ヒを國る。

目 化学IE料・化学合成e菜を原則5割以上低減する開と合わせ、配等の作
付けにより、mの防止・地力の增独に努めるとともに、m日ヒ防止や生
物多激性保全に効果の高い営e活動を通する。
的 温室効果ガ'スの部出削M・9更収量を国が認証し取引を可能とする J ク レ

ジット制度では、農林業者はクレジットの統による収入を期待できることか

ら、制度のll的な周知と活用配に努める。例えば、県として、水和裁i書に
おいてa業者が取り組みやすい「秋ilf」がJクレジット制度の対象に追加され
るよう、国にし,かりと要望するとともに、希望する事業者に対しては、開

な手線きや費用負担が活用の始げにならないような多面的なサポートを講じる。

1111 野生iieM'特定外来生物itよる被書への対策
「 )  ィ ノ シシについては 、設解が拡大しているmが あ る こ と か ら 、 配
対策の]Ill組を強化する。また、アライグマなどの申型歡についても被害対策を
実施する。

l' 地向等のデータに基づいた侵入防止柵の設置やa行帯のmなど、総合
的 な被害防解 を器 じ る 。

t, ,,l ィノシシの生息数の適正イl扱び生息地域の拡大防止のため、市病や 能会
等とnした有書期大撤置などの対策を独化する。
目 Eグ浦周辺における経によるレンコン被害を防止するため、新を解明す
る と と も it、自然環境it1動tした被書防止対策を講じる。
m m演、mの所得向上、指mの增進のため、ジピエや皮の加工品の
利活用を配する。

? ,ホンジカ itついて第二種特定lie構理計画it基一iき 開開 を行 う と と
もに、予新選を推進するなどニホンジカの指選を田する。

lト) 能能構 と し て 、 人 l l オ 育 成や配づ く り を 検 討す る と と も に 、 描 隆

活動 i t 係 る 田 i t つ い て 、 財配 を流す る 。

法) 高解化等により演少している持構を確保・青成し、指選体制の総持を国,,

ていくため、担い手となる新規狩;情も合む狩構の解的負担を軽減する取

り組みを流する。

lリ) 本県のイノシシ肉は、原子カl!定書対策特別指置法の能により出開順申で
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あるが、 県が実施している放射性物解で ll能m下となっている  こ とか
ら、出:商刷限を解除し、ジビエ料理への解を使すなど市場it流通させること

によりイノシシの捕選圧を高め、能等の農作物被書防止につなげる。

い) ナガェツルノゲイ ト ウやキ・ン等に代表される特定外来生物のe業設害が藤
念されていることから、;It;道:カが強い特定外来生物の前を低減させるための

対策を早期に購じる。

的 ナガェツル ノゲイ ト ウによ るe業設害を防ぐため、地l重体で被害防止に取
り組む体制一i く り と 、 Ia地へのll入防止対策をmするととも it、 la地itil入
してしま,'場合には、違やかに税のある防B;l 対策を前るよう 0きかける。
〇 災害に強い設づく り

n 冷・9・義・ひょう書・長南・干ばつ・台風等のm書it強い Ia業づくり
を推進する。

cl気象情報の的確な極と広報開lを強化する。

cl防義フ,ンや多目的防田等の施設を聞する。
o低コス ト耐能ハウスや、設の高いパイプハウスの導入を田する。

ole業用施設の補強対策等をまとめた新マニュアルを活用したe業者等への
前的指導・1llr言を行う。

l' 災書などによりWを受けた農作物・農用施設に対する共積制度や能等の
復旧制度の拡売を國る。

t, ,,l 設nや能 itよる事故防止を啓発するとともit、m災制度への加入
mを国る。
〇 明日のe業を拓く新技tEi・新品llの開発と普及
理の向上と解力のある産地づく りを造めるため、能をはじめ、消費 ・

流通サイドのニーズや近年の気前を踏まえた新品種や新技術の開発を進める

とともに、その成果をいち早く普及する。

n 大学'P筑通簡究団地などとの配を一ll強化するととも i t 、バイオテク

ノロジーや新技術開発に係る共同m研究を推進し、その実用化を国る。
l可 高度な新について ll研癌と普及指導員がチームをつくるなどして、新技

術のM的な導入とその普及it努;:。aる。01 原 能 セ ン タ ー や 園 統 セ ン タ ーの老朽化した機器設備の更新を国,た上
で施設を活用して、m能 の 安定保 を 國 る 。

t::i 担い手の確保・青成や 開R 能 へ の 生産・経営管理技術指導に加えて、

G A P推進やI  C T活用支最など新たな開にm的に対応できるよう、現場
を直能導する普及指導員の増員を合めた普及指導換能の強化を國る。

1110 快適で活力ある Ia村づづくりの推進
M) 農田の生活基雄であ るmや 生 構 M 般 等 の M を llする と と
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もに、 e地や開水等の保全をll的にmし、Mで魅力あるe村,・く り
を進める。

01 前 解 情  - と選 llし、都市と農村の交流をlet極的に田し、農業・
e村の活性化を國る。
o都市との交流を配するため、交流のll点となる施設の聞を配する。

o 能 と タ イ ア ッ プ し た解清の開設な ど 、 グ リ ー ン ツー リ ズ ム を推造す る 。

o都市限の目然とのふれあいや、高能の生きがい,・く り な どe地の有効利
用を配する体験a園や市民a園の開設や利用を配する。
o豊かなmの開を生かし、都市農限流活動に取り組む農業者等の青成を
國る。

t, ,,l 中山間地域の活性化を配する。
o m特産物や開を生かした地場産業を青成し、定住が国られるよう、
山村銀真対策を推進する。

o能の管理't'作業受託を行う集団の青成や、地alお け る 6 商 化 の 配 、
市民農園や農業 一 加工体験を通した都市 一地l成住民との交流の活発化を國る。
o 通 ・ 高e化が進む申山間mにおいて、mの法となる人材の育成を進め
るととも i t 、a山村画有の多aな資源を生かした前と活力のある設・e
村づくりを推進する。

? 設物の加工・出荷販売体制,・くりを進める。
o 能 物 加コ技術指導のll点となる 「能加工指導センター」の換能を充実さ
世、mの特産品づくりを進める。
m 農村における美しい田や開な配を確保し 、開なむらづ く りmめる。

flit 設団体の活動の強化

「 )  農営の営農指導の活動独化、!lf売体制等経営体質の独化を国る。

o広地性と関係市町村・普及センター等との聞の強化及び営e指導の強化
を国るととも i t、中技能i t対する文l l対策を配する。

o農営における能物!lf売体制の確立・独化をm的に推進する。
o合併に伴い、能柄産地の広域化への対応と産地育成を推進する。

l・ Ia業共済組合等の組;S t体制強化を推進する。また、開国i負担金
等の確保を国に0きかけていく。さらに、農業経営の安定のためのセーフティ

ネッ ト として、収入ll沙を補てんする収入保険制度のより一属の普及について、

国it0きかけていく。

01 農業制度金融の活用田に努めるとともに、相般機能の独化を国る。
ole業1111良資金・e業近代イm ・スーパーL資金などの無利子又ll聯 llの資
金の活用を配し、厳しい経営環境itあ る 能 it対し、金ll面での文選を実

施する。
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o 近 年の地の集申 ・ 大規使化か ら起で高度なa械導入や施解 、  書
産業?の導入など、大口借入への,-:''が高ま,ていることから、必要な
1日l金を活用できるよう、経営の拡大に意教的に取り組む個人の農業者の方に

関してll、法人化へのll的な通を國る。また、特別準備能l度の拡売を
前 す る 。

目 農業委員会における農地利用能イ確進委員の適正な人員確保や能の利用

Mを國るための地國システムの活用など、市病設委員会の換能強化を推

進する。

〇 T P P な ど の 経 開 営 定 、 W T 0 解 渉 に つ い て

T P P な ど の 開 性 定 に つ い て ll、e業分野をllじめ、幅広い分野に大き
な影響を及ぼすことがa念されるため、 国際的な動向を略まえながら、状況がど
のように推移しても万全の対応策を購じるよう政府等へ0きかけていく。

交泌申の各国とのE P A ・ F T A や 、 W T 0 数泌について ll、我が国のe
業が開的i t発展していけるよう厳しいmをも , て交渉 i t 当たることを 、新
等へ0きかけていく。

〇 e業 者 等 へ の 解 の 強 化
本県設の解力強化のため、補動金・動成金など各種支ll制度の有効活用it

向けた農業者等への情報提修tの独化など、市町村とのnを書にしながら、周知
の 能 を 國 る 。

2

魅力と活力あふれる本県設・e村を集き上t fていくためにll、降力のある強
い産地一i く り it向け、高品質な能物の生産を文える生産基選の聞と担い手への

農地利用集iiを推進する必要がある。
また 、 mのe地 や 開 水 等 の 能 をmが共同して保全管理に取り組むとと
も に 、 前や能水等 を含めた前の i か な 自田 な ど の地城願 を活用 し て 、

都市にiらす人々との交流を田しmの活性化を国る必要がある。
さらに、温住化が進むにっれ、地通設の管理・運営が課題となってきてお

り、  これらを担,ている地能区の体制強化を国る必要がある。

(!) 能法・農最法の適正な通用及び農地改良制度の厳格な適用のもと、a良農用
地の確保と合理的利用を國る。特に、増加Ia向にある?e地について、国の動
成措置itよる有効活用策を講じるとともit、印時的it対応できる事業の創設を国

に要望する。 また、能法第3条の下限面積境止に伴う小温換なm得等によ
り、e地のM集約化等が阻害されるこ とのないよ うe地の組利取得に係る許
可itついて、mな田の確保を国る。さら i t 、 la地中間管理事業の配を国る
ことにより、担い手設等を青成する。
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② m査の ll的な推進により、 一筆ごとの所有者・境界・面書等の正確な情
報と高い精度の地国を聞することで、 Ia地の適正なi性持管理と Ia地の流動化を
国る。

③ e業生産基盤のm
n 低コスト・高生産性a業の実現it向けて、は場の大区画化や田化などの基
mと 農 地 申 間 開 設 を 活 用 し た 田 ・ 開 化 を一体的に行う経営体

る o

l? 選れている畑地の田 を進めるととも it、 重ヶ浦用水などを活用した畑

地かんがい施設のmを推進し、収益性の高い大温換園芸産地を青成する。
01 団 体 営 ・ 解 地 通 設 に よ り 、 小 規m区のmを 配 す る 。
〇 解 施 設 の 聞

「 )  安定的な水開確保により、一属の設取を国るため、ヨ阿川治開区な

ど国営e業水利事 ;建を配するとともに、関田通設 ( 1果営かんがい排
水、経営体育成基盤整備、県営畑地開合聞など各事業)の推進を国る。

l' 農業生産物の流通の合理化を国るため、解能のmを田す る 。
⑤ e村生活環境のm
n 開 経 解 i t よ る 生 活 環 境 の 改 善 と 合 わ せ て 、 交 通 期I P福祉対策な
ど総合的なmを進める。
l可 m 設の効率的な新を國 り 、e開 に お け る 生 田 田
設 、 開m解の聞を配する。また、今後、更新時期を迎える施設 i t
ついては、施設の機能e新相査や市町村のm能の策定を進める。
01 ため池や水路等のe業水利施設の保全管理とその水辺空間等を活用し、M
な生活環境の聞を国る。

目 農 山 開 の 接 が 設 で 安 心 で き る 保a ・ 配 ・ 高 開 批 を 確 保 す る た
め、介i重保険制度を将来にわたり常院可能とするための制度解や、配制度

改革の推進itよるm通化 i t向けて、  国への0きかけit取り組む。

l重) 中山間地等条件不利地tiにおける設;jl素 ln 申山間地など生産条件の不利なmにおいてll、 m能を生かしつつ、生
産mび生活環境の総合的聞をM的it実施する。
l' 事業実施にあたり、mの特性を考意したきめ細かな基聞を進める。
01m 設 や 解 間 を 結 ぶ 生 活 関 配 のm配 を 國 る 。
目 平地地域と比べてIa業生産条件が不利な中山間地域等itおけるilHyii放集地の
発生防止と多面的機能の確保を国るため、解営定に基づいて行われる農業生

産活動等を通する。

〇 各種整備事業の実施it富iし、必要it応じて生期iの調査や国園環境整備計画を

策定するなどして、設計画に反映さ世、mの状1見i二応じながら通境との相和
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に配意した構開に努める 。

〇 地 能 能mの8減
「 )  道路・用排水等の解的土地改良事業は全額国・地方自治体の負担とする。

l可 地 通 設 の 償 量 対 策 の 制 前 に よ り 、 流 設 の 軽 減 と 円 滑 な 償

通を国る。

01 農用地の集iiや大区画化等を国る構造政策関連の経営体青成基銀整備事業等
ll、 流 設 の 軽 減 に 努 め る 。

(11) Ia業水利施般等itついては、今後、更新時期を迎える施設が多いため、計画的
に施設のmや更新を進めるとともに、施設の機能e新などにより総持補修を行
い、施設の長寿命化を國る。

lilt 計阻書要因の解消を国るため、地能区の個別の田 i t対する能など適
切な支最を行い、土地改良区の合併を推進する。

〇 e地・e業用施設や宅地等の目然災害による注水被害の防止や、地盤沈下によ
る前施設の換M下の回aを進めるため、?防除事業'P地選沈下対策事業
等の、農開の防災演災事業を推進し、農業生産の総持・農業経営の安定及び

県土の保全に努める。

1111 近年増加しているパイプラインの破製とい,た地m設の実発事故it迅速
かつm的に対応し、早期の営農再開を支最する。
〇 e業・e村が有する国土設、水源かん基、量al形成等の多面的換能の維持・
構 の 配 を 国 る た め 、a用地、水路、解の地域資源の保全管理'P施般の長
精化を国るなどのmの共同活動に対する支最を独化する。
〇 ermびe業水利施設の防災・演装換能を広く周知するとともに、これら対業
it係る市町村の文選が得られるよう0きかけること。

【新Ia】 〇 土地改良区の通営や土地改良事業の実施について、近年支障となりつつある所
有者不明士地の解消を國るため、財産管理制度の活用への通を行い、地通

区の体制強化を配する。

3) 豊かな統・活力ある林業の青成と山村のn
近年、地斑競 開 の 割 ヒ が 間 国 と な , て お り 、  森林資源の保全と活用が重要な田

とな,ていることから、山村の取と林業を活性化さ世る施策を総合的かっ前に

進める。

(i) 適正な森林管理の推進

「 )  m林計画や市町村表林m計画に基づく適切な表林施業を推進する。
l可 適 切 な 解mに不可欠な開混調査などを通し、表林経営計画の作成
とl書実な実行を国る。

01 表林G I S (地a情報システム )のMを推進するとともに、義合型G  I S と
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の? を國り、 林地台帳や能レーザーiii量 等 の 解mを 通 に提修iiできる
ようシステム環境の聞 i t努める。

目 表林施業プランナーによる表林施業の開化を国るとともに、高書開の

m、高性能構開の活用などによる低コスト作;建システムの普及・定着を

国る。

m 表林経営管理制度の円滑な通用を国るとともに、表m を活用した

市町村による平地林・里山林を合めた解のmや放置竹t的 策 、 簡 ll用、
普及啓発等の推進を国る。

② 造林・緑化事業の拡大

n 解の持つ水能の演基や国土の保全等の公益的換能を向上させるため、間
做 等 の 解 聞 や 長 開 構 を 推 進 す る 。

また、主検後の表林の再生を国るため、表開沼mを活用し、再造林を
推進する。

l?? 苗木の需能を国るととも it、mの少ないス?などlf船 発生源対
策に資する苗木の生産とmを推進する。特に、通常の苗より成長が優れ、花
解 と し て も 期 待 さ れ る 特 定 想 樹 の 配 目mを行い安定的なll子供始す
ることitより安定した苗木生産が可能な体制を国る。

また、従来の操苗と比較して、出荷までの生青期間が短く、m可能な時期
が長いマルチキャビティコンテナ苗について、民有林での普及を國る。

更it、花開置対策として、少mi t係る各種研究等の開を推進する。
01 表 開 沼mを活用して、海岸防災林における松くい虫防除のための予防
散布やtif倒E除を行うとともに、被害地においてll広 構 のmを行う。
01 録を守る県聞の高場と森林レク リエーションの場としての活用を配す

るため、茨城県民の表・値物園・Mいの表・前県民の表などの自然観

察施設の充実を國る。特に1答種設の見どころのP  Rや現化Ill分の修aを進め、
利用者の増加を国る。また、田や県民の森などの自然m設itおける、
ネーミングライッの導入による資産の有効活用や、mの表林ボランティアや
開 者m設との聞も合めた適切かつ効率的な管理方法を検討する。
的 県民全体で森林を文えていく税のa成it向け、森林・構it対する理解・
関心を操めるため、表林の役劃や公益的機能のt要性、木材を利用することの

大切さについて、広く1果民に理解いただく普及書発活動や子供1=ち へ の 開
境教青を推進する。̃ 緑のダムとしての水源地ti対策を独化するとともに、保安林の適正な配置と
換能の強化を國る。

〇 山村・構の願と木材需要の拡大

M) 県産前の利用mを国るため、地域のシンボルとなる公共施般や展11111効果
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の高い民間施設の木造化・木質化を進める。 また、 m県 産 簡 ll用促進条
例it基一iき、より一IEの集産精の利用配を国るため、集産mi用推進月

間である10月には、t点的に普及啓発に取り組む。

l可 県産精の安定保を國るため、木材流通加工施設のmを進める。また、
J A S材などの一般製材P集成材、新しい建集資材であるB P材やC L Tのは

か、改質リグニンをはじめとする新素材分野における利用など、さらなる県産

木材の・要開拓を國る。
更it、林野公共事業itおいて、県産精のM的な利用it取り組む。

01 県産木材の利用田を国るため、林業・木材関係団体が創設した「いばらき
開 明 制 度 」 の 適 切 な 運 用 を 推 進 す る 。

目 間做材の安定的なi船体制を早急it構集し、間做材などの末利用材の有効利
用を国る。

的 精産業の一属の田を國るため、精産業M者や技tEr者の育成を推進す

る õ しいたけ等の特用林産物の一属の生産振真を国るため、きのこ研究館・きの
こ博士館における研究・普及・教育等換能のll的な活用を國るとともに、 し
いたけ原木の確保やm設の導入を配する。
lト) しいたけ価格のmや担い手のa少により、県内産地tti1確i糖l的状1見itあるた
め、生産量の増大や生産コストの配を國る産地への通を推進する。

al 構の成長産業化it欠かせない再造林の加速化や構開設・能数等の拡
大を、各mの要望を踏まえm的 に 進 め る と と も に 、 M 帯 に M
慈 グ リ ー ン ラ イ ン 構 をmし 、 解 能 の 情 聯 ll用、mの田等に資す
る。 また、既mの通行の經確保が国れるよう、必要な補関i tついて効
果的なmを推進する。
lリ) 山地災害を未然に防止し、荒院管所を復旧するため、計画的に山地治山設

を推進するとともit、構防止・防風換能の強化と海岸mを防止するため、
海岸防災林造成事業等を推進する。

X 但) i気料金の高eについては、令和7年は、冬季(1̃3月使用分)と夏季
( 7 ̃ 9 月聞分 ) it国itおいて前会社it対し文選が行われ、企業等の月々

の料金から値引きが行われたところであり、さらに来年1月から3月使用分に

ついてもmを行う旨、発表されたところ。料金の高隆が競く間、引き競き
文選をmするよう国へ0きかける。
m 木質パイォマス始料は、国において開大を国ることとしているが、その
多くを占める木材チップの製造に配する可 llチ ッ プ M を 対 象 と し た 程

油引取裁の免開は、林業又は業材生産業を営む者it限定されており、木材

加工業は対象とな,ていない。そのため、前チップの空定m、発重コスト
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の 開 を 國 る た め 、  木材加工;建も免税対象となるよう国へ〇きかける。

l9) 開 0 ヵ を 安 定 的 i t 確 保 す る た め 、 開 者 の 前m、 労 0 解の改
書及び林業事業体の経営の合理化等を推進する。

0 )  高性能構開の普及配のため、高性能構開の導入支最及びオペレー

ターの基成などを行う開い手青成強化対策を推進する。

い) 林業労0災書を防止するため、安全点検・指導・新生に関する普及願
等、労〇災害防止体制のmを國る。
lヨ) 構や特用能への開者の確保 ・青成を推進するため 、新た i t 構事

業体等でのa用をとおした実解を行うなど、技術習得のための解制度を
税 す る 。

0 ) i;標後it山林it残る林地劃オを木質ペレット、チップなどit加工し、バイオ

マス始料などに利用する地ti細tシステムによる安定mを国る。
lり 原発事故のMが残る原木しいたけ等の生産再開や風評被害のmを國るた
め、特用能関連の文選期i,を充実させるととも it、集民it対し經・安心な

しいたけをPRする。

lソ) M要の配に資するため、住宅取得減税や住宅ローン開幅の拡売を国

it要ヨする。

同 造林補動金に係る極準単価について、人件費や資材費を物価に合わ世た価格

転選を國る。

〇 森林組合改革を推進し、健全で自主的な経営のできる森林組合として青成する

ため、表林組合系義の指導・監査体制を充実さ世るとともに、広域組合等の経営

基盤の強化を國る。

(ii) 構関係諸団体の青成強化を国るととも i t 、構・精産業のm善を推進
するため、林業関係制度資金を充実さ世る。

@ 全国第2位の生産量を持る地tt資源と伝統文化である器について、開きM
の青成と生産体制の強化、m開拓や地域間交流it取り組む。

4 ) :'l(産業のn
※ 不安定な演業生産、m者の減少、配価格の変動、魚価の低迷など、本県
水産業を取り程く情3の変化に的確に対応するため、識営配とnして担い手の
育成確保、體 ll離;1現i精拡大、 1集し選物の高付加価値化、 6地業化などの]I ll組を進
めるととも i t 、資源管理・経設、設の基地となる演構P大規a水産加コi3立
地などの基聞を推進するほか、能業の創出に取り組a、識業と水産加工業

が共に成長していく水産建の成長産建化を國る。

(i) 能資源の開的な利用

M) 茨 開 構 営 会 に よ り 、 ヒ ラ メ 、 ァ ワ ピ 等 の 能 の 田 ・ 放 流 に 取
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り組むとともに、 鹿 解 llまぐり、 マコガレイ等の生産・放新開発を進め

る o

l' 度能はまぐりの1日類対策として、開状况や管理方策の動言により識業者
の目主的な資源管理を通するほか、M者のa? りの配の制限などの 1集l
業制度の田を行う。

t、l 田 通 ( T A  C)制度により劃り当てられた、知事管理量を適切に管理する。
? 沿岸神合域やEグ浦、北浦における主要魚llの水産資源の新や開 を

把通し、設者の能itよる資源管理型演業を推進する。

m 河川流域から治開に至る水;tiの識m展に関する啓発普及・相前究
を推進する。̃ 進演の地を把通し、経設・資源管理型演業と進演との調和を推進する
とともに「茨城県進識船t901会」の青成を国る。
lト) 裁i書i股や資源管理型i股を推進するため、構解の維持に努める。

Pl 能資源の回aと演ll開境の改善を国るため、重ヶ浦、北浦で?植物帯の
造成、開動を推進する。

② 田 の 強 化

※ n 演観配 と 配 し た 担 い手確保 P 、 設 の 解定 を 国 る た め の配価格の
変動や金融対策を充実するとともに、生産性向上のために必要なmや省力・
省コスト換器等の取得を通する。さらに、沿開における効率的な生産体

制の構や知事許可設の規制を選和することitより企業的経営体の青成を国

る o

Io) 大申型まき制體!対策
oまき相設の健全な発展を国るため、低利の設備ll、 限 llの 開 i t 努

める。

01 Eグ浦、北浦など内水面水産建の田
※ o重ヶ浦、北浦で在来の魚種it Mを与えているァメ リカナマ:''等の末利用

魚のi t用利用等の利活用を?する。あわ世て、識選回収を通した、潮内か

らの重素・リンの取り出しによる水開ヒを推進する。

【新a】 o重ヶ浦北浦の演業資源を新たit確保するため、高水温it強いウナf資源の造
成に向け、識業者による能の放流経費を支最するとともに、放流による資

源増大効果の実証とゥナギ構現の可般性を検討する。

【新a】 o アュなどの重要角超の簡、前場の造成 ' t ' カワウによる解の能防開
など、開の総持增大と有効活用をmする。
目 mあ る 若 經 者 グ ル ー プ の 数 善 の た め の 取 り 組 み の 通 や 、 構 や
加工も含めた幅広い知識を得るためのnの開値を文選するなど、後継者対策
を充実する。
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的 水産物の地産地消を進めるため、 学校始食に解の魚や加工品を解す る

取り組みを進める。̃ 始油税制への対応
o期限付き配となっている軽油引取税、 石油石度税の免税制度をn化し、
mへの影響を回選するよう国it0きかける。

③ 水産物流通機能独化と水産加工業の取

n 魚会普及を進めるほか、水産加工品における能品の普及や新製品開発へ
の文選を国り、能物の消費? it努める。
l' 流通加1:施設の品質行生管理指導を通じて、安全・安心な本県水産物の開
に努める。

t, ,,l 能加コl業者の限ll調建の円滑化it努め、聞の強い能加コl業の安定
対策を推進する。

目 地元で減選される Ill帳物 」や細 ll用・低利用能の利活用を配すること

により、mで經'安心な地元水産物の消費;;ノ;jt=。aを国る。m 地元で識選される水産物を県民にと,てさらに身近なものにするため、いば
らきの地認証制度等により、地元水産物の地産地消を推進する。̃ 本県能物のブラン ド化を進め 、国内外での通を向上させ 、設水産
加工業の取を国る。

lト) 減選から市場での入札・配までの工程におけるIt度管理を向上させ、高解
流物の流通強化i t取り組む。

法) 始出に関する情報提修tや始出国へ提出する配明書作成等の支最を行い、本県

産水産物の・出拡大を國る。
〇 演業生産・生活基盤の聞と住民福祉の向上

「 )  識港のm
o水産建の総合的な基地としての減開 設 の? に加え、 1集し港関通設の
更なる有効活用を国る。

l' 海岸のm
c1ala船岸海岸保全基本計画に基,・き 、 減 開能設の老ll;化対策等を計画的
it進める。

01 構 を 通 じ た 開 l 解 開 り 組 t t 活 動 に 対 し 支 l 前 一 る 。
⑤ m海地区限1果水産加:1:連、県内水面構など水産関係諸団体の育成強
化と、その事業itついて文選する。

「 )  茨城治海地区識業t9同組合連合会に対する支最を通じて、識営経営のe制ヒ
及び販売等事;建の税強化を國る。

l・ 演観m設の強化を国るため、演観計を前 i t推進する。
01 国の設の活用について llするとともに、水産金融対策を理する。
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7. 活力ある中小企業・小規模企業の青成に勢め、
その施策の充実を国る

.l日内中小企業・小規模企業は、 地域社会に密着した企集として地域

経済を支え、 地域経済杜会の根幹として大きな役割を果たしている。

同時に、地元県民ll用を優先する、いわば「属用のダム」として地域
杜会の安定に書与している。

中小企業・小規模企業を取り巻く経済社会環境は、人口滅少や高船

化などにより、 jtiiiおlとして極めて厳しい状況が続いている。一方、経
済のグローバル化やIoTとい,た 「第4次産集革命」など産業構造の大

変革の状況を迎える中、これに即応でき得る企業体質をつくることが

重要であり、 機動的な施策や不断の経営努力を補完する構を推造し、
活力ある中小企業・小差i種企業の育成を国る必要がある。

1) 新しい産業を担う人材の青成

(i) 民間itおけるa業能力開発の配
「 )  企業の自主的な前開発を田し、企業の人材青成と動労者の設前の向

上を國る。

l?前指をはじめとする企業の人材確保と青成を文選す るため 、 設訓Ia
の充実を国る。

tl 企業等の多激な訓練=一ズに対応できるよう、 よ り多くのllでaれた技能
を持つもの一i く りマイスターの識iiなどを進め、技能の構や もの一i くり産業

を支える人材の青成を国りながら、解が3tされる社会づくりを推進する。

② 公共におけるa業般力開発の推進
n 自動章産業など本県itと,て新しい産業を含め、それを文える人材の青成を
国るため、県立産業技術短期大学校や産業技術事門学院が行う新温学率者等の

訓練や離a者等の再就aに必要な設訓戴労〇者の技能向上を國るための在
a者ilnliaの充実を国る。
l' 県立日立産業技術事門学院については、県北廳海mのものづくりを支える
人l lオ育成施設として、時代の商に応えることができるよう施設、カリキュラ

ム等の充実を国る。

01 技術革新や情報化の通などに対応できる人材の青成を国るため、随時、前l
練カリキュラムの見直し等を行い、求人・求a=一ズに沿った訓練を行う。

t:ll 表 開〇局及び高船・能・解 ? 通開 と 配 を 国 り な が ら 、 離a
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者等の再就aに必要かつ多激な設訓練を行い、就a及び定着を國る。
的 能 者 を 対itとした訓Iaコースを設定して設訓Iaの充実を国る。
③ 設 前 商 制 度 の 推 進 と 技 能 の 限

n 技能検定制度の税や地9重のM前を國り、技能者の社会的開の向
上it努める。

ll 若年技能者の識少に対応するため、事門高校 一 事修各種学校との通1111を國る。
④ 県内もの,・くり企業の生産性向上を國るため、企業の生i観場の改善を担う人
材の青成を推進する。

〇 解力のある中小企業を青成するため、産業技術イノベーシ・ン セ ン タ ー に お
いて、ビジネスアイデアを生み出す設を解するとともに、県内産業の高度化

を文えるデジタル人材や研究開発の中技となる人材の青成を文選する。

l重) 産業構造の能な変革tti見込まれる中、 リ スキ リングを推進することにより、

社会全体の生産性の向上と量金水準の向上を國るため、企業訪間等により、開

や解itおける課国i事決it資する先進的な取り組み事例の校展開を実施する。

(i) 多くの中小企業において、0く人が日指すキャリアプランに応じた教'前1はの

機会が確保できていないことから、申小企業の能設につなl lていくためにも、

m員のデジタル面などのリスキリングを支通する取り組みの配を国る 。

2) エ業の:Illa
(i) 中小企業の前開発の配

「 )  産業技術イノベーシ・ン セ ン タ ーの施設の拡充と研究機能の独化を国り、共
同研究やm、解識、人l lオ育成などを通じて、申小企業の技tEr力の向
上'P新技tii・新製品の開発を文選する。特it、a商:[ 連1111tよる6次産業化へ

の対応を独化する。

l可 申小製造業の現場に専門家をMし、設計技tErや生産技tErの指導等を集申的

it実施することitよ り 、高度化する前,-:''など中小企業の課国i事決を文選
する。

01 つ くば地区の研究換関等の研究成果の解転を配す るため 、産田
合研究所との配を強めるなど産お共同研究開発を進める。

目 地業から一播受注ができるような中小企業間のnを推進するとともに、
産学官での共T司13F究を実施することにより、? の=-?に対応し ll=新接続・
新製品開発を文選する。

m 中小企業の製品の付加価値を高めるため、デザイン相般などにより、製品開
発から生産・配段階に至るデザイン活動を総合的に支最する。̃ 知的財産前解 i t関する各種Ill事国是修t・相設を実施するとともit、県内の

大 学 ・ 研 癌 関 等 の 解 す る 特 関 の 前 シ ースについて、申小企業への移転
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を 配 す る 。

(ト) 能 のOf 究 交流 、創造的な開発を通 ・ 支援するつ く l 開 セ ン'-
の活用をmする。
MI 研 M や 田 な ど のmの強みを生かすことができ、今後成長が期待
さ れ る 分野において 、 能の田 を配 し 、 解力の強い設を創出す る 。

oものづくり企業、ーンチャ一企業と研究機関による新製品の開発や新事業の
創出を日的とした交流会についてll、開のもの,・くり企業のll的な 8
画を使すなど、 更なる成果を上げるための取り組みを推進する。

lリ) ひたちなかテ ク ノ セ ン ターの機能を活用し、m業の高度化の支最とレベ
ルの高い技tEr者の基成を推進する。

?) もの一i くり産業の設強化のため、新製品の試作開発、設備投資を幅広く文

最する補動金の拡充を国るとともに、高度3Dプリンターの 導 入 な ど 公 開

研究換関のもの,・く り通換能の強化を國る。
m M y5.0を実現するため、IoT・AI等の知識やビ ジネス創出/ウハウ等の
習得から、ビジネスプランの開や次世代技術を活用したビジネスの創出・国

開までを通し、県内申小企業の降力強化を國る。

(2) 中小企業の販路拡大経営革新の配

「 )  下ti企業と進出企業の交流を活発化さ世、受注機会の拡大と取引先の多角化

を國る。

l・ 先端技ttrの導入やm野開拓を目指す企業の文ll体制を強化するとともit、
動成・解度の拡充を国る。

01 産業能の変化に対応するため、配にチャレンジする申小企業の経営
革新を文選する。

目 ーンチャ一中小企業等の自治体や公的研究機関等からの受注機会の確保を促
進する。

田 解力の強い企業の創出・青成を図るため、独自技術で「売れるものづくり」

を日指す意教ある中小企業の技術開発やm開拓を支最する。̃ 官公llにおける申小企通び官公ll適格組合の受注を拡大するため、県内の
行配関等it対し、富公需制度のa旨の周知を国るとともi t、目mを設定す
るなどして申小企業等への一国の能mに取り組む。

(3) 地tl産量の:ilia
地ti経済社会の形成に大きな役劃を果たしている、 地場産業を取り程くmの変
化や地場産;建の各産地が抱える課題を踏まえ、地場産品をmブランドとして確立
できるような仕組み一i く り を行 う と と も it、 ま ち一i く り と配して総合的なnを
国る。
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〇 本場結t船iや笠間焼などの田を國るため、 県と産地合が一体となって産地
の拉える田や願策を前 ・推進する 。

開や登間焼などの解を保存するため 、各 : 1 : 程 の技術技法を配

録 し 、 能 の 構 を 國 る 。

(2) 長統的工妻品等、地場産業の産地組合などが実施する、新商品開発や解

事業に対し支最する。

③ 産? イ ノベーシ・ンセンターに整Illさ れ た 配田 研究施設をM と

して、能日本酒の品質同上と高度なIa造a人の青成を出eし 、 ブ ラ ン ト イ メ ージ
の確立を国るとともに、国内外へのm大を推進する。
④ 能物産展や前姜品展を開催することによ り 、県産品のmを國る。
(ii) a'利・砕石等の開 の健全な発展のため、法it基一i く適切な指導と合わ

世、事業者の意教向上につながるよう必要な通用基準等の見直しを前するとと

もに、解における目主的な災害防止への取り組みを配し、災害の未然防止

を国る。 さらi tは8油引取裁の能除措置の期間延長、あるいは恒久化itつい

て国へ0きかける。

@ 県産石材が、前な外国製品との価格競争等で厳しい環境にある申で、時代の
,ーズや願の変化 i t 対応した新たな開開を策定し、石構の願を図る。
「 )  道路・河川・海岸・解・建業工事・公園等、公共事業における県内産石材

の利用拡大を國る。

l・ 新たなmの開拓や産地からの開(展 i示会の開値等)を推進する。
01 新商品・新技術の開発や再利用・再開化を推進する。
目 石材組合の育成を進めるとともに、願物処理等mの1離ii対策の円滑化を
国る。

(i) 登間能地の取を国るため、登間Ita芸大学校において高度で多様な技術等を
習得させることにより、現代ll姜をリードする人材の育成を推進するとともに、

学生の修了制作展などの発表の場の確保をはじめ、学生と地域の能店やイーン
ト 等 と の llを国るなどして、その成果を産地の活性化にも整げていく。

(4) 申小商量・流通・サービス量の:ilia
地ti経済の担い手と してt要な0きをしている中小商業・流通・ サービス産業な

どが消費者=一ズの多激化、高度m化、解のサービス化、那外への通進出
など環境の変化it対応し、的確it発展できるようM的な願策を講じる。

(!) 中小商業・商店街の活性化と限

n m能を生かしたコ ミ ュニテ ィ換能の強化などm的 な 商 店 構 化 設
を積極的it文選する。

l・ m業の活性化を国るため、空き店合ll対策や個店経営のためのll、 さ ら
- Ia ;-



に、 I T や キ ャ ッ シ ュ レ ス 解 の活用に よ る 解 の生産性向上 を通す る 。

t, ,,l 大型店の描退'P交通期lの弱体化等it伴う高1tt者など買い物困離者の増大it対
応するため、市町村等とnした空き店錦への出店をm的に支最する。
目 商店街の活性化・田を國るため、商店街観離L合連合会が行う人llオ育成の

取り組みを文選する。

② 中心mの活性化
空洞化が進行している申心市街地の活性化を國るため、改正申心市街地活性化

法it基一iき、市町村等が取り組む中心市街地活性化対策の円滑・効率的な推進を

支最する。

n 国による申心市街地活性化基本計画の認定を受けようとする市町村に対して
基本計画の作成を文選する。

l' 中心mの活性化を国るため、その中心的役劃を担う「中心m配 化
Ba会」の設立を配する。
〇 流通・サービス業の願

「 )  高mと 前 のmに対応して、流通機能の独イt扱び中小流通業の活性
化llも と よ り 、 m業の田を國るため、多激な業種・換能を導入した産業

ll点としての表域中央コl業団地(笠間地区)の聞を進める。
l' 今後、物流の停格が感念されることから、新たなll送人材の確保やモーダル
シフト、DXの推追等により、物流を効?け るt とで生1aa性の向上を国るな
ど総合的な対策を早急it調lずるよ う国と配し取り組むこと 。

01 少;i高解化など社会的開に対応するソーシャルビジネスなどへの取り組a
を通し 、新たなサービスの田を進める 。

目 デザイン業の願を国るため 、デザイン i t 関する県民の税開や関進業

間のnを田す る 。
的 mサービ ス産業等 、 m業の高度化に寄与する産業の育成・定着を國る
ため、自業支ll 換関等 i t おいて構を行う 。̃ 産業の空洞化に対応し地ti経済の活性化を国るため、新たな産業の青成・離
導を配する 。

lト) 開 を 図 る 開 な イーントや全国規模の設、レセプシ・ン・セミナー
などが開催できる大温換な複合コンーン シ・ン施設の建設を推進する。
MI 石油配業の活性化のため、担当窓口を設け、ガソリンスタンドに関する施

策等m強会の定期開値it努める。
lリ) mの石油統業の青成を国るため、石油元売会社及び!lf売子会社によるが
ソリンスタンドの運営及び設を規制する条例の創設を検討する。

に) 公用章の開建 i tついては、前への対応を最像先 i t しつつ、受注機

会の拡大に11;める。
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(5) 申小企量の経営空定と創配

中小企業がmや創造性・m性を生かし、 中小企業に適した多品種少量生産
や、 mに密着したきめ細かなサービスの向上など特色を発通し、成長発展ができ
る よ うM的な文選をする。 基本的itは、m設の強化と多aな情報収集、さら
に労0者の確保はt要な問題であり、それらへの対応が蛋要である。

〇 活力ある申小企業の育成

n 地域間解がますます被化していく中で、地域が自立的・開的な成長を実
現していくため、各地域の「強る」であるm通の活用や農商工が通換した、
申小企業の新商品・新サービスの開発・市場化等の取り組みに対する通を強

化する。

l' 経営改書普及事業の安定的なmに努める。
② 小規 ll業 の 解 定

n 小規前者の人Itオ青成等を国るため、商工会・商工会a所itよ る文選を進
める。

lie 構 お こ しmするため、若者グループのmヒとリーダー選成を行う。
t, ,,l開青成のため、取種間交流を配するととも it、? 強化のための
取組を推進し、mの担い手の青成を国る。
目 共同化・性業化・能改善などを配し、企業体質を強化する。

的 産業構造の変化i t対応できるよう新製品開発、新分野進出等の解を文

種する。
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̃ タ クシー ・ ハ イヤー設が公能換関と して今後と も維持できる よ う 、  規
制選和の見直しを国り、同一地域・同一料金を配するとともit、交通91白地

におけ る タ ク シー動成制度の導入も前する。併世て、n許の取得に関す
る報はの見直しなどの解的な対策や、海外版ライトシニアの導入検討に当t二 つ

ては地域の公共交通事情を反映した制度となるよう国it0きかける。

I t) パス事業者の経営の安定や能業の発動二資するため、高選パスや貸切パ
スに適用される一定のETC割引制度C重動割引、平日基間割引、大口多額割

引等)の存続を国る。また、パス事業者の経営の安定it資するため、パリァフ

リ一章両や行癌演ブレーキ登載章両に係る自動章約Eiまi曾置を延長する

leaf 各自治体が「地域公共交通計画」を作成する場合は、既存のパス事業者から
の意見を十分反映する。

lリ) 乗合'f ス におけるキ ャ ッシ ュ レ ス化の推進を通する こ と 。

に) 前パスの健全なm設の確保it向けて、配が集l書付けられている換器
( デ ジ タルタ コグ ラフ 、アルコールチ,ツク等)の事入・更新費用の支a二つ
いて国に〇きかける。

※ m パス配の担い手を確保するため、各事業者の広報や採用活動を it選する。
③ 1日l金01通の円滑化
n 信用保証性会の拡売・強化を國る。
l・ 高度化資金Iii付事業itついて、(独)中小企業基盤整備換構が直設し出すll
資の拡充をaきかけるとともに、高度化資金貸付事業を活用し共同施設事業・
集団化設・施m化設を実施した組能に対する倒産組合員の解免除、
経営m化に対応した債書の9減・免除、相続時の個人連帯保証の解除等事
解 ・ 再 チ・レンジへの新たな特別対第.低利の借り換え制度の,a般等を購度解購じる。
01 小規開者に対する無担保・無保証枠の拡大と:tii付条件の量和に努める。
目 売上高mや取引事業所の個産itより、経営の安定it文降を来している企業
を支最する解度の充実に努める。

的 産業能の変化に対応するため、申小企業の新分野進出・新設開拓のため

の電It資制度を充実する。̃ 新技術・新製品の起業化を支最する解度の充実を国る。
lト) 環境マネジメン トシステムの認証を取得する企業を通するとともに、開

エ コ 構 l度の普及を国る。

法) 新たにa用を国る中小企業や、商店街の空き店錦の取得、店錦の增m等を
行う小売商l業者等に対する解l度を税する 。

lリ) 経演環境の割ヒしつつある中小企業の再チャレンジを文選する電It資制度の充

実に11;める。
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い) 申小企業 ・ 小規開者の開が円滑に行われ る よ う 、  開 時 の 経

能保?除it向 け た 構や、開 の場合itti書となる株式職入資金の
相通について、新経営者に対するm解度等の支最策を購じる。
④ 新設の創出を配するため、申法的通換関を申心とした通開 lを 税 す

る。また、大学及解精関のシースを活用し、 I T ・ ロ ボ ッ ト 、 バ イオ ・ メ デ ィ

カル産業等の高度化、新事業の創出及びm開拓を田する。
⑤ 創造的企業の育成

n 解 神 i t 富 み 、 創 造 的 ・ 独a li的な数前it取り組む中小企業を青成す
るため、直接金融・間接金融の1日l金01通を支最する。
l可 申小企業の起業を配するために、企業が設を受ける際にll個人保証につ

いて業歡it対応する。

01 女性による起業支最を推進する。
目 申小企業の全国的 ・国際的な構開をサポートするため、設的な解戰

略セ ミ ナ ー の開値 、 エ キ ス パー ト の 解 、 前 の強化 を国 る 。

m 中小企業の開発リスク負担を9演し、需要の開拓を国るため、新産業分野に
係わる市場動向の調査研究等を通する。̃ 新製品のm開拓の場、投資家との出会いの場を解するため、フュアの開
催等m開拓を支最する。
@ 消費者=一ズの多激化など、解社会の変化に対応するため、新・m・人
材・物流等の各種研究情報資源を有効it活用するとともi t、第3セクターなど

の ll機関のコーディネート構能を強化して、新製品や新技術の開発、販路開拓、

新分野進出等のmを拡売する。
〇 創業期の企業を文選するため、投資家との出会いの場を理する。

〇 人材確保対策の独化

n 申小企業の人材確保のため 、解 l度の拡売、社会保険への加入配、
解 の 改 解 を 進 め 、 前 あ るa場づくり、動開祉の増進、住宅の整
備能合的な対策を推進する。

l可 東京日の人材に県内企業の企業・求人情報を伝える人材情報提修tシステムの

利用拡大を国り、集内企業の人材確保を文選する。

01 中学・高校におけるキャリア教青を充実する。
目 iltia果外国人材支最センターにおいて、申小企業に対し、外国人材との就a
マッチング'P受入体制の聞等の文量i業を講じる。

〇 中小企n業のI  T化の推進
n 申小企業のI T導入の円滑化を國るため、専門家をMするとともに、 I T
化it対応できる人材の青成を国る。

l・ 申 小 企 業 が イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し て 、 企 業 情 報 や 動 成 等 の 田 情
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報、通換関のイーン トmな どる種の産業mを取得できる情報発信体制を
充実・強化する。

01 高選・大容量の情報通信基雄「いばらきプロードパンドネットワーク」を活
用した産業田を國るため、利活用の通に努める。

? 中小企業itおけるサイパーセキュリティ対策への文選を行う。

〇 外国人m・技能実習生・労0者対策構の独化
n 単に労〇力不足への対応といった流から、安易に外国人を受け入れるので
はなく、あくまでも企業の合理化・省力化・効率化等itよ,て対応できるよう

各種の対策を推進する。

l動 解習生等、正規ルート(公的設t1搬lit機関等)からの外国人については、

労 0 解 ・ 宿 開 け入れ体制の聞 を国 る 。

01 構格在者については、a用しないように企業への啓発・指導を国るととも
に、実効ある対応を國る。

lt1) 商工会、商工会a所、中小企業団体中央会など商コ:諸団体の青成強化を国る。
「 )  特に商工会・商工会新については広域的なnを推進し、配の独化・拡
売を國る。

l・ 高解配安定法の一部改正it対応するため、商工団体の商用a員の補動
対象化を国る。

〇 国民の公願生の向上に資するグリー= ン グ 新 ll、申小零細な設者が大半
を占めており、能 第限(用途制限地域)但し書き規定it基一i く許可申

常などについて、通な負担なく、mして操業可能な対応を購じる。
〇 理・美容師の各法の選守を能するために、引き競き配指導の能・強化を

国る。

〇 理 が 全 国 的 に 開 向 に あ る 状 况 を 踏 ま え 、 解 動 の あ り 方 な ど も

間われていることから、 国の理容;建の解針に沿った通の強化に努める。

1110 さらなる法人裁の引き下げや投資精81など中小企業・小規模事業者の力を底上
げし、独a化に資するきめ細かい支最策を国とnして購じる。
〇 外形標準課税ll従業員への始与総額等を課税対象とすることから、赤字申小法

人it対して新たな負担を強いるばかりでなく、能中小法人itと,ても増裁とな

ることが感念されるため、引き境き、中小企業への外形藤準刷iiの拡大は絶対に

行わない。

1111 印刷物班統の入札itおいて、最低制限価格の適用額の引き下げ、入札解

内択書の新について、必要性を含めて前する。また、工場設備を有する県内

設者の受注換会の確保に努める。

1111 コ ロナ相での通数と して 、 タ クシー i t テ イ クア ウ ト料理を通ぶデ リパ リー

が理められたことを踏まえ、タクシー事業者等が、mのm理 設 者 で は 対
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応が困難な、 例えば、 買い物や忘れ物を属けるなどの取り組みが有開・送と
して可能となるような前を要ヨする。

〇 外国人通転者が外免切り書えの手義きやn許取得が円滑に行われるよう描
置する。

6) ●用の空定と動労者福祉のi t重
各m制度・助成金の通への活用配などの効果的なll=用対策の実施に努め、
県民の配の安定を国るとともi t、動労者の労0解の改善や福祉の増進を国る。

(!) a用に関する各種対策の充実
就 能 識 、 開 能 の 税 と 効 果 的 な 再 就 前 設 等 を 実 施 し 、 就aの
配 を 国 る 。

「 )  求ll者の前通を国るため、流動に必要な情報提修tなど、効果的な就

前 を 行 う 。

l・ 再i船のためのmやジョブカード制度の周知などを通じて、求lit者の設
前の形成、正識titの田を国る。

01 70職までの離tot・用の配、シル,f一人材センターの育成により、高年能
の 構 の配 と 配 の 安定 を 国 る 。

目 前者に対するa域拡大、mのm改書を進めるとともに、茨城労00局と
聞 し 、 開 者 の Ia用 ・ 設 の 配 と Ia用の安定を國る。
的 新規学率者it対する求人情報の解や就a面接会の開値itより、 マ ッチング
を個建するとともに、着者の早期的lit防止に向けた取組を購じる。̃ 1果外大学から県内企業に就aした場合に異学金返通を通する。

(2) 合理的な労使関係の安定を国る。

「 )  労使関係の安定を国るため、労0経済に係る相査を行い、情報収集を国ると

ともに、mの解に努める 。
l・ 小規模企業の労0解向上を配する。
01 中小企業の労使間に生 1;1 る労的間題などについて助言を行う、「労的相酸

センター」の税を國り、労使間の安定に努める。

目 a業生活itおいて、指流する人材の青成や労使関係の安定を国るため、
労0教'if事業を行う。

的 経営者及び労〇者双方に対して解E・量金・ハラスメント・配置転換等労〇

新 i t関する相能口として、県所有の公共施般保庁・合同庁能)で、船

合労0相新を明設する。
③ 動労者福祉の税

n 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のため、事業主、動
労者に対し〇き方改litのm能 を 国 る 。
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Iii 労a時間の短管・遇休2日や育児・介a休業の実施を促追するとともに、 快
適なa場づくりを進める。
o青児・介l重とa業生活の両立を支最するため、青児・介豊休業制度の定着を
國 る 。 ま た 、 生 活 田 l度の周知を國る。

o ボ ラ ン テ ィ ア休解 ' リ フ レ ッ シ , 体Iaなど 、多構な田の普及に努める 。
o フ, ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ーの設置を田し、仕事と青児やMが両立でき
る よ う 通 開 lをmする。
o企業it対しa場a帰が円滑i tできるよう、体業中i tおける情報の解など、
構 開 lの充実を推進する。

01 動労者とその家族の能を守る。
o表域カウンセリングセンターの実施する事業it動成する。

oがんm推進条例Cat城県がんmを推進し、がんと向き合うための県民参
田 l )の施行に伴い、がん検診の地、がん検診を受けやすいmを
文選する。

oがん治藤を安心して受けられ、治llに 開 が で き る よ う なmを
通 す る 。

目 中小企業の福利厚生施般の配・改善it必要な資金の:Iii付を行う。
m 労0者相l止団体の青成独化とその事業量金の充実独化(労0相批活動への動
成、生活資金の設など)を國る。̃ 中小朝11企業從業員の退a金共書制度への加入配や配保険の適用拡大を
国る。

④ 通動者の利便を國る。

n mの開を解消し円滑な出IE動のため、事業所it時差出IE動'Pi;t道・ パス

利用の啓発を国る。

⑤ 〇き方改 l 革について設者の流を行 う と と もに 、時間外労〇の解を推

進する中小・小規聞者への経営上の影響を最小限itするよう、国it対して0

きかける。

自由時間の增加やゆとりと創造・ リフレッシaなどの志向から、  能 レ ジ ャ ーへ

の=一ズが一11高まっている。1果内各mのa能を生かして、新たなal光 メ ニ ュ ー
の開発'Pi恍地の聞を国るととも i t 、新たなタイプのi恍レ ク リ エーシ ョ ン需要
に対応する施mを推進する。
〇 能 レ ク リ ェ ー シ・ンmの開発m
n 民間の活力を生かし、前的かつ大規程で器客効果のある開設の聞を
llする。
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l可 市町村が行う大規樓で解力のある能レク リ ェーシ・ン施設整備について
M的な文選を行い、首都日itおける中技的なi恍基地づくりを進める。
01 日本進に理定された弘地び信楽園を観1fl l i lL点として、能もが設で快
適に散策できるような対策を検討し、より一属の魅力向上を國るとともに、周

辺部(千波湖'P周辺刷11) と の 回mを高めるための聞を推進する。
目 信楽園本園の有料化を契機に、梅まつり以外にも年間を通し、来園してもら

える県内随一のmとするために、 新たな魅力向上策を器じる。
的 広域i恍レクリエーション基地として、国営ひたち海al公園、處島at海提公
園、登間芸術の表公園などの施mを進める。̃ 大規樓なテーマパーク等の能・レジャー産業の設を進める。
lト) 簡波国定公園や県立自然公園の保11及び利用施設の聞を進める。

法) 県北・県央・度行・県南・県西の各m能の着実な展開を国る。
lリ) Eグ浦、北浦、牛久沼、滴沼等の湖沼やヨ画川、タ、益ill等河川の水辺環境の

保全を国るとともit、的りをはじめとする体験プログラムの造成'P、体験学習

施設・組水型観1性レジャー施設をmする。
い) 温泉を法とする能開発を ll的に推進する。
m 本県の周進i日光ll点として、日本一の名所一i くりを推進する。
l9) 自然mの中で様々な余順活動ができるアウトドア施設のmを進める。
0 )  m 設を付加した総合的能物産センターのm配 を 國 る 。
P) ナシ ョナルサイ クルルー ト i t 識ll された「つくば重ヶ浦りんりんロード」の

うち、mが通れているtヶ清の南R阿見町にある自l船fia器学校に係る区
間ll、湖開いを離れ、国道1 2 5号にii回するコースとなっており、サイク

リスト i t大変危険なことから、湖岸1111t自転章と人の専用mを 配 す る こ と
を 前 す る 。

lヨ) 能客やサイ ク リ ス ト の目転車活用を國るため 、国道など開での目転

解用通行帯の聞など、広域的な自転章通行空間の環境向上を推進する。

0) ラ ム サール開前であ る酒沼に 、関東では初 と な る水島 ・ 前 セ ン ターが

m町とi章田市の2ヵ所に一体的に整Illされたことから、地元市町や関係換関
との配を強化し、福沼のiかな自然環境の保全と置明な利用を推進するため

の具体的な取り組aを 前 す る 。
l? 牛久沼をより魅力ある田 とするため、関係市町と通操し、県営の都市

公園 と し て聞する こ と を前する 。

② 「きれいな海」の保全と海津スポーツ・レクリェ ー シ・ン施設のm
n 利用や量観に配意した海岸保全対策を推進する。
l・ 国営ひたち海al公園、處島at海提公園や、自然iかな利用しゃすい海岸環境
を創出するための施mをmする。
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P、l 通農船や 地E明等のm構 の 通 を 国 る と と も に 、  構 ・ 聞 の 整 備 個e、
企業による配施設の設を国る。

目 「茨城の海と自然・世界の海と地球環境」のテーマのもと、楽しaながら学
ぶ と い う 教育 と 開性 を兼u備えたアクアワールドilt ia果大流水族館のP Rに
努め、i恍客義致を進める。
③ 能mのためのmとその紹介宣伝
n 能mを ll的 に 推 進 す る た め 、 D M 0 に よ る 開 づ く り や 、 起
i恍キャンペーン事業を推進する。
l' 能客が田に回進できるよう、能ボランティアがイドの青成や観1性事業
者のおもてなしの向上を國る。

e、l 訪日外国人旅行者数の国の日部.000万人(2030年)に対応して、来県への
l就1計画を立て来前を田する。特に、コロナ後のインバウンド需要の取り込

みに向け、台湾などを申心に戰Ie的なプロモーシ・ンを展開する。
目 水a、重ヶ浦、筑波、海岸地域、典久慈など県内の代表的i恍地への器客を
mする。
館 分か りやすい願内標識の設置など 、県内開の通開の改書を図る 。

o筑波山周辺のMの改善を推進し、前な地の確保とi恍客が立ち寄りや
すいmを国る。
o英語併illやピクトグラムによる分かりやすい集内標示を推進する。

o高速道路I C出入り口付近itおける業止物開板の被去を進めるはか、富民

一体とな,た茨城のは力度向上につながる集合看板の設置を国る。
〇 構の利便性を高めるため、観光地間及び厳jl日t報のネットワーク化を図る。

lト) 県 内 の 能 設 を 共 通 し て 利 用 で き る 、 入 解 の 割 引 制 度 の 流 を 配

する。

MI 田 化 の た め 、 魅 力 あ る イーントを開催する。
※ lリ) 東関東道水戸一ill' P日央道の早期完成、つくばエクスプレスの簡R能り入

れ、茨城空港の国内外開の拡大を国り、国内外からの能客の增加を踏まえ

た 能 関 通 業 の 田 策 を 器 じ る 。

?) ゥ ィ :''コロナ・アフターコロナ時代itおけるi恍戰略の一つとして、本県の
独aであるキャンプ場やアウトドアに着日した新たな旅行スタイルを提案する
「いばらきツーリズム」を推進する。また、新たな頭客属の選得や通年型の受

け入れを配するため、キャンプ場のトイレや始湯設備等の改修などをM的

に支最し、利用mの改書に取り組む。
X 的 本県の豊富なe林水産物のブランド力の向上や「ご当地グルメ」の創出と定
着、通品などの開発を推進し、 これらを活かした流行商品の開発などを進め

る。
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l9) 前 がal光立」果としての地位を確保するため、e林水産物や加工品のブラン
ド力向上itよる前のステイタス化を国るとともi t、県民一人ひとりi t対しi日
光イーン ト ・開の知験を願することによ り 、県外への草の根の能アピー
ル活動を展開する。

0 )  県 内 の 開 設 な どa々な公共施般への器客を国るため、田等の名創の
mに劃引券を付け、解客につながりそうな相手にm的に名劃を渡す取り組
みを展開する。

P l 能の器劃 1ど地 i能性化に寄与する 「遭の国について、解 「遭の田

の施設改修や新たな「道の0t」の設置などに関して、市町村の意向を3tしつ

つ 、 ll的に市町村の取り組みを通する。
lヨ) 増加する前日外国人旅行者と、受入illの開設の会話を手動けするため、

旅行者と施設との会話を通訳する24時間対応のコールセンターの開設を開

する。

0 ) i恍客を呼び込むため、スマートフ,ンの位置情報換能を使い、スタンプラ
リ ーのように日的地を題る米国発のゲーム「 I n田 (イングレス ) 」の活用を

検討する。

lり 表開 i t寄港するクルーズ限客 i t対し、オプショナルツア一等itよる県内

周進観光を田する。

eソ) タンデム自転車や高性能な自転車タクシー「べoタクシー」について、本県
のi恍l国製itつながるよう、利用配it全力で取り組む。
同 自転章の量用者を增やすことは、開進や交通法格解消につながることか

ら、修理サービスや体意場所の解などに ll的な目転解店へ立ち寄りや
すくするなどの取り組みを展開する。

体1 つくばi ,浦りんりんロードが持続可能な形で地域に根づいていくためには、

m田との性〇が重要であることから、m田がロードの簡易な路面維持
や補修、周困の除章・ i;操作業等it主体的、m的 i t取り組むMをa成して
いく。

的 稲較、取手、龍ケ始、河内、利根の5市町ll、サイク リングコースのmに
向けた観aを開始した。実現すれば、解・小員リパーサイドルートとっくば
tヶ 清 り ん り ん ロ ー ド を つ な ぐ コ ー スとなる。また、全県的なサイクルツーリ
ズムにも資することから、利制 11mに広げ る な ど地元市病 と聞す る と
とも it、M的な文選 it努めること。
P) つ く ばt ,浦りんりんロードには、県や地元自治体で整備した体意所が
約30ヵ所あるが、欲食・物販やシャワー等が完備した体意所は2ヵ所のみで

あり、利用者の,ーズに合,た施設の整備・経により一日取り組む。持せて、

開Rと土清Rのほぼ申間点に位置する旧:It集,0t国観の活用方策について、地
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元市を合めて検討する。

l4 ナショナルサイクルルートであるつくば重ヶ浦りんりんロードは、地定地消

の視点で、消費額の增加につなげる。

P) 「 つ く i 通,浦りんりんロード」において、利用の少ない女性に向けたPRや
効果的な開に戰略的に取組み、サイクリングを始めやすい解を創出し、

更 な る 解 構 を 国 る 。

?1 a多、慈里山ヒルクライムルートについて、ill章場や更表ヨが利用できるM
i く りを地元市町と配してさら it進めるはか、m設への集客等も能し
た ル ー ト づ く り な ど 、 解 構 に 向 け た 取 り 組aを推進する。
lノ) 国や市町村等とも聞し、ダムなどのインフラ施設と周辺のm設などと
を組み合わせたインフラッーリ:''ムitよる地構化の取り組みを推進する。

【新Ia】 同 前者や高開などの能の機会も增えてい く と想定されるこ とから 、能
mにおけるスロープの設置やトイレの洋式化などをはじめ、ユ='f一サルツー
リ :''ムを推進する。

【新Ia】 0) ゴルフツーリズムの推進にあたり、ゴルフ場の外国人受入体制をmすると
ともに、周辺地it に開果が及ぶような仕組みを税する。また、本県なら

ではの付加価値の高いゴルフツーリ :''ムを構集する。
〇 は力あふれる観光fi l L点としてリニaーアルオープンした「いばらきフラワーパーク」
への能器客に一属取 りむ と と も に 、県内開等 との周mを 配 す る 。



8. 新しい飛理と新ある発展のための県土
づくりを進める

本県の新しい飛日と県土の均衡ある発展を国り、 豊かで安心できる

安定した地域社会を集くために、広域交通ネットワークの整備など県

土発展の基雄条件の向上に資する各種プロジェクトを一Ja推造し、長
期的・計画的な県土一: ;くりに積極的に取り組む。一方、新しい時代の
動向に量感に対応した施策を展開しつつ、 県内各地域の特性を十分に

生かすとともに、 filii木・群馬・福島県など藤県との十分な連携を図り
ながら、 県土の均行ある発展を図る。

また、県全体の地域撮典を国るため、各地域をどのように位置付け

地域振真を国つていくかなどにっいて、県の体制も合めて総合的に検

討するとともに、原内各地域の接々な地域富a重、特aを最大限に活か
しながら、引き鏡き人口滅少に打ち購つ力強い地域づくりを進めてい

く。

地 のmを進める上で、 東関東目動車造水戸一線、 首都日申田目動章
道 の 設 は 、 本 開 体 系 の ネ ッ ト ワ ー ク 確 立t二の重開であ り 、 これらの早期
完成が国られるよう前に推進する。

ま た 、 国 ・ 県 道 か ら な る 田 に つ い て も 、 地 方 が 必 要 と す る 田 の 財

源を確保し、聞を構ることなく推進する。

(!) 国土開発開自動章道の設田

e) 北関東a集をllじめとする近集との一属の連操強化を國るために線々な交流
事業等を推進する。

o 治 i 識Iaの開発計画を策定し、その具体化を国る。
o民間の活力(PF  I方式等)を利用し、SA・PAを活用したm
事業を推進する。

l' 東関東自動章道水戸iiについては、期来I C ̃算田 I  C間のm田 を 国 る
とともに、鹿島廳海工l業地帯波l的11区工;建団地目辺への延伸について、具体1化

i t向けた前i t努める。

o 治 i 識Iaの限を国る構開発構想の策定を推進する。
X e、l 設申のつ くばる らいスマー ト I  C、 (仮株 )笠間PAスマート I  C 、 ( 解 )

F代EEI P A ス マー ト I  C 、 ( 仮称 )土浦スマー ト I  C 、 ( 仮称 )守谷 S A スマー
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ト I  Cのmを推進する。 また、既設スマート I  Cの利用配を國るほか、東
海村で前している東海スマート I  Cの大型章対応や構市で前しているス

マ ー ト I  C設置などを支最する。

② 首 都 日 申 田 目 動 車 道 の 地

n 首都日解の中糖部市を連絡するmitついては、 4前化の早期完成を
国る。

cl沿線地ttの開発計画を:業定し、その具制ヒを國る。
〇 直轄国道・補動国道の聞配

〇 開 温 格 道 路 のm推進
mの活性化、m開 発 を 通 す る た め の 田 、 特 に 大 規 樓 プ ロ ジ ュ
クト開発地区及び高速道路等it直結するmの 聞 を 配 す る 。
「 )  水戸外環状道路、茨城西部・字都営広域連格道路、百里飛行場通格道路の整

備を推進する。

l・ 常総・字都富東部m、表出t部静m、千葉表城It路、取手・谷和

原 配mの計画開指定に向けて取り組む。
01 千1E3t域道路北延伸線の新規路線指定に向けて取り組む。
(ii) 南天時の田確保の面から、高速道路等の部水性納装の聞を配する。

l重) 開展のため、新たな交通軸となる石岡市から登間市間の道組神峠のトンネ

ル化を合む(仮株) Illa般貫幹線道路 (つ くば ̃笠間 ̃大子 ) と用 t高規開
(常翻阿港区̃大子)の実現it向けて取り組む。

(i) 都 構mは、mの取に大きく寄与するため、国の補動事業やm社に
よ る解など 、多激な整備手法を活用し 、利制 l l の解の早期着工等、

その実現it努める。

東北新開llの原内への新取配を配し、 排せて県内mのll送力増強に努める。
(!) 常響iiの始送改書
n 申距離科の運転本数の増を國る。
l・ スピードアップと章商の改善を配する。
01 特急列章の通転本数・停新・通行時間帯等の改書を国る。
目 主要itの精上化を推進する。

的 地域の前度向上などのii点から、小EEl:割ll特急ロマンスカーの取手It延伸

を 前 す る 。

② つ く ば ェ ク ス プ レ ス プ ロ ジ ュ ク ト の 配

n つくばエクスプレスの利用配を国るため、M前を国る P  R等を行う。
l・ つ く ば エ ク ス プ レ ス 商明発 を含め 、 田 の計画的 M を 進め る 。
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③ 東北新幹線及び東北本線の新Rを古河・前地区に設置する。

〇 大洗處島illの 利 用 配

「 )  鉄道を軸とするは力あるmづ く り を 進 め る と と も に 、 解 ・mをm
する。

(ii) M の 始 送 改 善

「 )  関係市町村と一体とな,て、簡の利用便進及び活性化対策を国る。
l可 利用者の利便のため 、開辺に開をmする。
〇 水戸illの始送改善

「 )  通転本数の增、スピードアップを国る。

l可 通動・通学の利便のため、ダイヤ改善を國る。

〇 常組l映通列章のさらなる増便、スピードアップを国る。

〇 東日本大量災被災」県リニア新開mに向けて、他の開の動向を踏まえな
が ら 聞 を 國 る 。

(11) 田合は多くの人の出会いと交流の生活空間であり、関係市町村と配のも
と、 より一属近代的なmを推進する必要がある。
n 公共施設などを併設し、魅力あるmづくりの法とする。
l・ くみ取り式トイレの構 ・改善を配する。
01 0t発生ゴミについては、市町村とのnの中で円滑な処理を国る。
目 無人itの環境改善を國る。

田 高at者や随書者に't'さしい限づくりを造める。(エスカレー'一等の整備使
進)

〇 前の通び立制ヒ、配カメラの設置等、事故防止のための施策を強化す

る o

o オ ー バ ー ハ ン グ 地 な ど ハ ー ド 面 の 設 備 のmを田す る 。
〇 田設の構点検・改善など防災対策を進める。

1111 地磁気i開11所が、llネットワーク、ひいては本県の発展の制約とならないよ

う、県外への早期移転や十分な補償を新などに要望する。

〇 mil開が求められる重要なインフラであることから、経営を改善でき

る開 i t対しては、m極の意見も略まえながら、県とm自治体で配した
llを 前 す る 。

lie 前日の物流構造を再lfiし、 人口・産業の本県への開開や大温換自然災書時
における京配の代替換能など、本県のさらなる発展を國るため、高解系と

一体的it北関東地域の物流ll点として各港の聞を進める。また、海津レクリェー
シ・ン や レ ジ ャ ーへのニーズに対応し、前で組いのある配mの形成を国る。
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さらに、 県内能の田のため 、  開換能の強化を國るとともに、  効果的なポート

セールスを行い 、地の確限びmの開設を国る。
特に、県北3港の統合によりmした茨解については、北関東自動能などの
広域交通ネ ッ ト ワ ー ク のm配や好調な企l業立地等を最大限に生かし、適切にa
能分担しながら1Ei流装l点としての集演を高めつつ、 ク ルーズ開を推進するな ど 、

開 大 を 国 る 。

また 、構及び鹿能において、カーボンニュー ト ラルポー トの形成に向け、

新エネルf一供始n点の形成やカーボン,ユー ト ラ ル ター ミ ナル化な ど 、 開換能
の高度化の実現に向けた取り組aを進める。
〇 常翻画港区において、開率のより一属の向上と利用mの要全性を確保
するため、東tt;波iiの 聞 を 配 す る と と も it、m び自動章等の始出の

增加に対応するため、大型R 0 R 0構に対応可能な中央i韓iの整備を但造する。

また、企業=一ズを踏まえたコンテナm開設を配する と と も に 、 開業務関
係? ( C  I Q業書関係? ) it基一i く指定品目の拡大と換関の配を 配す る 。
② 度能において、荷役効率のより一属の向上と利用mの 解 を 確 保 す る た
め 、 南 開 、 申 央 開 のmを配するほか、外港地区のmを 配 す る 。
また、国際バルク戰'ill配 (設物)の実現を国る。

③ 日立港区の沖m提(粘り独い構造イl:)のmを推進するとともに、mi l

加を國るため、多激化する物流・要への対応を國る。
〇 被整化する自然災書it備えるため、m提や開提 な ど の 開施設の聞 を・
実に進めるとともに、港;IiBOPなどの充実により、災書に強い安全な港づくり

に努め る こ と で 、 本 開 の解 を 高 め 、 更 な る 利用配 を國 る 。

(ii) 表域の港の活用itついて内外への宣長を行い、利用地の確保と船の寄港を使

進す る 。 特に 、 外開船の通をm的に進める。
@ 県内の開や減港など、太平津沿岸地ttの保安間題・環境間題・防犯間題等に
ついて、関係部暑との配のもと対策を進める。

【新Ia】 (i) 体a型観1性によるさらなる解客の推進に取り組むとともに、は力的な周辺能
能を活用 したポー ト セールス を展開する こ と で 、 構への クルーズ船の構

i t取り組む。

4) 表城重港の利活用の促進

(i) 表地港へできるだけ多くのmの確保を国り、 国内・海外主要都市等と
の交流を推進し、商工業、能、農林水産業及び科学技術の限に取り組む。

o官民一体となった全県的な利用配開 lの確立を國る。

※ o新木、辞馬、福島と配した物流や広域i恍 のll点 と位置付け 、 田画 を
能すると共に、各施からの利用者增のためのm ・ビジネスアクセスマップ
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5) 優良企通の推進

本開濟の発展と地施濟の活性化、配設の創出のため、先端産業や関ll

業の進出にもつながる程野の広い産業などm業の立地を田する。
〇 ェ;建団地の用途見直しによる立地業llの拡大を國るとともに、立地推進東京統
括本部を中心it、企業の業書換能を含め開を組;St的・M的it展開する。

② 大型投量の進む次世代自動章や半ll体関通業のクラスタ一化を国るため、関

ll業 の 設 に ll的に取り組み、 Ia用の創出を國る。
また、それらの企業の製品を県内企業が活用しゃすくなるようP Rを行うなど

mづくりに努める。
③ 企業= 一 ズ に 印 し た 開 や 企 業 が 活 動 し や す い 開 のm 、戰Ie的な
企業統の実施など i tより、企業立地を配する。

o様々な企業の事業環境が向上するように、交通ネットワークをはじめとする

る種イ ン フ ラのmilもとより、配制度の拡売、m 可の通簡素化

i t努め、地域間解it負けない産業基盤づくりを進める。

om 法の特例指置をm的に活用することにより、m業が
新たにm地を行いやすい環境をつくり、mの申法を担う企業への成長
を,Diす。

o国の補動金や県独自のa制度を活用し、企業の国内回帰の動きを提えるた
めの識3t活動を一属強化する。

〇 資瀬橋理社会形成を推造するた11,、規限和を統的に図り、新エネル?- ・
開 施 業 の 導 入 を 国 る 。

【新a】 ⑤ 国におけ るデー タ セ ン タ ーの前mの方向性や関ll業のm果等を踏ま
え、データセンターの設を推進する。

l重) 前日への配や充実した広域交通ネットワークなど本県の立地aft性を生
か し て 、 設 の 配 を 國 る 。

6) I Tネットワーク社会づくりのIP日進
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X 〇 人口が減り、 ll数も減っていく申、行政の効率化と1果民サービスの向上のた
め、生成A Iを更it活用するなど行政のデジタル化、DXを推進する。また、居

住市町村にかかわらず、一律に質の高い行政サービスを享受できるよう、市町村

における目治体システムの標準化・共通化の推進など、県としても、市町村のD

X推進をM的it文選する。
② 県及び県関係機関のホームページを充実さ世、一属の活用を国る。

③ 1果民の開信の利用について、m間格差が生じないよう、ブロード,f ン ド
やスマー ト フ,ン等のモバ イル端末など願信環境の聞を配する 。
cl携帯f話の重波が届かない非能エリアについて、災書・事故時の対応や観

光 銀 真 の 能 か ら 、 開?設者や市町村などと通操し、通信インフラの

聞・改善i t取り組む。

〇 行政の保有するデータのオープンデータ化と利活用の取り組aを推進する。
⑤ 集内店的の利用を促し、m済の活性化につなげるため、県解「ひばり」

i t県内の店納で利用できるクーポン券を掲成する取り組みを前する。広報紙へ

の関心が集まることにより、県政に対する県民の解が操まる効果なども期待で

きる。

〇 スマー ト フ,ンや'フレット端末で県内の話国やイーント、生活に役立つ開、
道路の通行止めや土砂災書、 Ill 難情報、解の災書情報、算道ミサイル発射

等の国民保a情報などを関覧できるサービスに取り組む。
〇 民間能数者 i t よ る開テレビの開局 i t 向けた動きが本格化した場合 i t

は、実現に向け営力していく。

〇 「いばらき・子申請・届出サービス」等のi子申請システムについて、すべて
の市町村itおいて同じよう it利用できるよう文選するととも it、利用者が使いや

すいよう、サービスの改書を国る。

@ 国では令和 a 年度から、「識一人取り残されないデジタル社会の実現」を日標
it掲げ、市町村等と配しながらデジタル活用文 鐵el進事業を実施している。 こ
のようなデジタルデパイド対策は、  デジタル化が能に進む現代に欠か世ない取

組であり、県としても ll的に関与し、全ての1果民がデジタル化の属意を享受で
きるよ うな ]Ill組を推造する。

7) 水資通の確保と有効利用の推進

iかでM的・文化的な県設活を確保し、 産業活動の進展を文える緊要な基使

的条件である水開について、長jla的な水能の聞しにより、需要に応じた確保
及び用水供始対策を進める。

(i) 水資源の総合的・計画的な開発

M) 水源保全対策の理強化を国る。
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② 水の有効利用設の配

n 重ヶ浦用水関聞の推進を国る。
tヶ清用水関連かんがい排水事業、畑地帯総合整備事業の推進を国る。
l可 県南西・鹿行・県申央広城水道用水保設、ヨ画川・鹿島・県南西・1果央

広域コ業用水道事業を進める。
01 ョ 阿 川 治 岸 開 ll解 の 田 を 国 る 。
③ 地下水の保全とその適正な利用を進める。

8) 科学技術の田

X 〇 大強度E日,子加通器施設( J P A R C )を llじめとした量子線関n関における
研癌 や、つくばの開 、日立のもの一i く り 前 の発展を推進する。これ

ら技術のnにより、国解力のある産業の創出や独自技術を持つ企業の青成
を國ることで、科学技tEra Il造立国を先導する先Jii者産l業地ttの形成に努める。

(2) 大学や研究換関・産業支授検関との連携を強化し、産学富共同研究(例:

B N C Tの実用イl:)などの研究交流を推進する。

③ 県内におけるaれた研究開発の地や若手研究者の育成、国関係通研究換関
の研究成果の県内産業への解転などを配するため、一般財団法人表田

学技術振真財団等の活動を支最する。特に、ロボットについては(国研)産業技

tiilll合研究所やGYBE RDYNl i(株)等、関係換関と連携を国りながら、 ロ ボ ッ ト

館などで県民it分かるかたちで普及配を進める。

〇 県民の科学技術に対する理解と関心を高めるため、m的な啓発普及活動など
を通して、科学技tErに線しむmづくりを進める。
(ii) 集 ?研究換関が、産解や集民,-:''、解 を的確it路まえた研究開
発のt点化、分野検新的なnに取り組めるよう機能独化を国る。

X @ 日本原子力研究開発a構でll、次世代革新l51に関する先E的な研究開発が行わ
れており、特itIネルf一やm野への買献が期待されている。高温コ:学試験
研究ill 「HTTR」の高商を活用した水能のは験研究や高違実it l i i 「常ll」

の高通申性子を利用した配用放射性物質の田に必要な予算の確保を国に

要ヨするなど、サポートit努める。

【新Ia】 (i) 水素社会の実現に向けて、クリーンで解の高い新しいエネルギー技術の確

立が求められており、水素を大量に、かつ前に安定して保することが期待さ

れる高温ガ'ス炉itついて、 実証炉の県内への設it取り組む。

〇 空を活用した 物資の配送や新たな交通手段まで、幅広い用途が理まれる小

型 ・大型のドローンの社会実装に必要な]Ill組を、官民一体となって推進する。
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9) ひたちなか地区の開配

(!) ひたちなか地区の明発・mをmする。
関連主要道路のmを合め、国際物流インフラm設を配し 、海運物流関
進業や県内外各種産業との配itよる広域総合物流it策など、常翻阿国際糖

湾公園都市にふさわしい相和あるmを進める。また、前を軸とした国際前
公目都市,・くりの段階的追展を見提えた士地利用等をmする。特に、後背地に
対する基;l'交通体系の確立は? を要する。
「 )  前日における物流の合理的再lfiとm荷の9演に大きく寄与することが
期待される常翻画港区のmを 配 す る 。
l・ 国営ひたち海al公園の聞を配するため、開園区域の充実と供用区域の拡
大を国る。

o 解 性 レ ク リ ェ ー シ・ン基地として、海から監までの多激なレクリェーシ・
ン,-:'' it対応できる施設の聞を推進する。
01 後n、特に県北・県中地区へのアクセス開の相査を急ぎ、一体的
開発開画の具制 ヒ を配す る 。

目 都市再生総合聞数を配すると と も i t 、ひたちなかテクノセンターを通

して地元中小企業の青成取を国る。

的 都市'ーンに企業の設を進める。
? 国際開公園都市一i くりのため、国内外のイーント等が行えるコンーンシ ョ
ン施設等のmを推進する。
lト) 留開について ll、留開利用計画に基,・く企業設を進める。
Pl 関係市村の一体的な広域都市一i く りを考It it入れながら、〇たちなか地区の
明発を田する。

lリ1 常困阿港区・国営〇たち海m目・阿字ケ浦地区にまたがる地区において、
海提環境を楽しめるレクリエーションの場を形成する。

② ァジァ・太平制者国の原子力技術者を養成するため、日本原子力研究開発開

に国際的原子力交流施設のmを推進する。

〇 若者の開会の創出 、地Iaの活性化のため、「宮の1111業団地」への金業立
地を進めるととも i t 、能状況をみて、 コl業団地の聞を推進する。
「 )  日立市神田町地区やヨ開阿I  C周辺をはじめ、市町村が主l導する新たな

工;建団地の開発計画を、地tt未来投資Ill追法や未来産要基盤強化プロジュクト
等を活用しながら文選する。

l・ 県化地域への企業設において、 ii通指置を前する 。
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② 企l業立地に伴う産業の =一ズに応える人llオ育成のため、 新 解 設 訓 練 の カ リ

キュラムの高度化を進める。

③ 開 能 法 に 基 づ く 県 北 地 域 基 本 計 面 に よ り 、 新 製 品 一 新技術の関発、
新産建の創出など用mの活性化を推進する。
〇 地域の産地洞化it対応するため、開 導'i'共同研究開発など 、商け中小

企業の活性化対策をt点的に推進する。

X ⑤ 大強度Ei,子加通器施設(J PARC)や日本原子力研究開発a構、量子科学
前研究開発開など量 lFil i関連研究換関itおける研究成果の活用及び周田

等の受注 ・開能によ り産業取を推進する。

@ 用t山間mにおいてll、生活環境施設 ・産地 ・福祉 ・配 ・教育の税
と地場産業のnなど、通法it基一i きm域 の 開 的発展のための新たな事
業をm的に展開する。
n 用mへの人口流入を國るため、m 住 配 団m設を推進す
る o

l' mの持続的発展を国るため、通市町が実施する過i細策事業を推進
する。

〇 用開域のiかな自然環境'P歴史・文イmなどの地域資源を生かしたグリー
ン ツー リ ズ ムやブルーツー リ ズ ム 、 ロ ン グ ト レ イ ル な どの格在 ・ 体a型観1性を推
進するとともに、首都日を代表する交流・二地tt雇Hli控間の形成を國る。

〇 大子清流高校の前アップと用開構を国るため、部局校新的なプロジュ

ク トチームの立ち上げを前する。

@ 都市との交流設の配を國るため 、各市町村の田設のmや ネ ッ ト ワ ー
クの形成を推進する。

〇 田mの豊かな自mを活かした前的なmブラントイメージを構集し、
移住、交流の配を國る。

lt1) 一般国道・県道の聞を配するととも i t、表出t部静mや 開mとし
て 的 能 のm、北関東it部検解や県北高温格道路 (常翻阿港̃大子 )
の具制ヒ検討など、交通体系のmを ll的に推進する。
n 日立市新EEl・旧十王町願・E破山・北表域市花園間及び管谷・聞llの整

備 と と も に 、 県開を進め る 。

l? 日立市内など慢性的な經投將についてll、 -i当機最和を國るための田
を推進する。

01 交通不能県道の解消、パス交通不能区間のm田
目 シー=ツク ・ ,f イ ゥ ュ イ 設 の 条 件 で あ るm体の ・Ba会設立など、実現
it向けた取り組みへの文選を国る。

〇 用合計画に基づき、  J P A R Cを活用して、申性子を利用した研解か
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ら革新的な新技tErの創出を國る。 また、 研究成果のP Rを強化するとともに、 字

宙分野と関連づけたP R の 前 な ど 、  J P A R Cの更なる知名度向上it取り組

む。

〇 能物産会館 ( 常m田市など )の建設を進めるとともに、選等の前姜・
特産物の願や新しいタイプの工妻品の開発を配する。

〇 mにおける優れた自然開を活用し、交流人口を增加さ世るための施m
を推進する。

1110 地域の特色を生かした特産品一i くりを進め、地域ブランドを青成する。

〇 廳海mにおいては、エネルギー開 と し て の 役 劃 を 踏 ま え る と と も に 、
研 癌 と し て のmを進める。

1111 用開域の i か な自然を活用した ァ ウ ト ド ァ ス ポー ッの効果的な開や施

mへの支最などにより、交流人口の拡大を国る。
〇 目転車で指定 された開など を通 り 、 会員制交流サ イ ト ( S N S ) に 理 を

投稿すると、商品がもらえる「ソーシャルライト 」の取り組みをm域で展開
することにより、mの活性化にもつなげる。
〇 用 t 田 の 田 l と し て 、 M へ の S  Lの土日定期運行の早期実現に県を学

げて前i t取り組む。

〇 定住人口や労0生産人口の演少を抑制するため、現存するmの filL点施設活用
やサテ ラ イ ト オ フ ィ ス等のm 、 ネ ッ ト ワ ー ク環境等の税を國 り 、 用mで
の移住・テレワークの取り組みを推進する。

@ 常陸国ロングトレイルのm完了を円滑に進めるとともに、来1防者をmに離
導する仕組みづくりや受け入れ開の強化に取り組み、mの活性化を図る。

〇 御前山自然公園の登山道の聞itついては、地元自治体と配しながら、案内

表示の充実など、安全 一 安心に登山などを楽しめるmのmに取り組む。また、
常監国ロングトレイルと一体的なmを行い、多激なトレイルを楽しめる環境を
創出することで、自然公園の前向上itつなげる。

集 @ 県北取の指針であるチャレンジプランNEXTの下、活力があり、持続可能
なmを日指し、仕事づくり、にきわい,・くり、人づくりの3つの柱に基,・く各
種it策の取り組みを推進する。

【新Ia】 ② 経のまちづくりを日指す日立市と日立製作所との共創プロジ , ク ト をm的
に推進する。

※ 〇 自然m設として組しまれてきた地物園や県民の森は、旅行者の前や行
動の変化などを踏まえ、県it地ttの多aな前を活用したitの体illの能など、
観l l性 あ る 地m設にリニューアルすることにより、その効果を用t・県
央地域へ波及させ、植物園を中心とした広域的な周進i日光が配されるよう取り
組 む 。 今 後 は 、 配 前 と llを 国 り な が ら 、 県 北 ・ 田 のm般との

- 167-



連携強化や、 周 ll画の売実、 県産品のPR・販売に取り組むとともに、 指物目

ならではの進びや学びが請ま,た特別なm画 の 解 や 、 オ リ ジ ナ リ テ ィ ー あ
i ・れる施設の前などにより、本県のフラッグシップとなるm化を目指す。

(!) 北関東の発展を章引する中開市としての水戸を中心とした都市日づくりを推

進する。

n 都市環境の聞、高前産業の設、前ある商店街づく り 、大規程公園
等のmなど、自然・歴史・伝統を生かした能レクリェ ー シ・ン M づ く り
を総合的・計画的に進める。

(2) 北関東自動m 域の願を国るため、m開発計画の具現化を国る。
構明発の一環として、茨城中央工業団地のm及び企業立地を推進する。
③ 3t城空港の利活用を踏まえ、常ti平野地ttの計画的な開発mを推進する。
〇 水戸・處島商市日の拡大を略まえ、東関東自動章道水戸一ill・大洗處島illの広

域交通インフラに基づく開発構想を推進する。

⑤ 水戸地方tt!点都市地l重基本計画に基,・く設を推進する。
〇 水戸市内及び周辺の交通法構解消のため、環状道路の前聞を国る。

(i) 立地条件を生かした解設の取を国る。

〇 県庁合関田の推進を國る。

n 県庁合周辺部及び三の新合周辺部の都市基盤の聞を進める。
01 三の流周辺の道路は現状でも相当聞を来しており、周辺理の拡幅・
新 設 等 、 解 のmを 配 す る 。

(11) 蘭 l水戸や解の活性化のためのmi として、 J R 開 へ の 開 園It
の建設と常設化に取り組む。

0 0・kちなか大洗リ'一 ト構想の実現に向けて、民間主導の]I ll組に対する通を
前するとともi t、法構対策P第二海門精なども含めて周mの強化itつながる
取組の前を進める。

【新a】 〇 東関造水戸線の全線開通を踏まえ、3t城空港テクノパークへの企業設を推進
する。

t12) !属南地域の量備促進とつくばの:IB要

(i) つ く ば の聞 を配す る 。

つくばを世界の研究開発センターとして、より一属の充実を国るため、次の施

策の展開を國る。

n 根静的な交通体系の聞と、新市街イl:地区の聞配、周m区の開発、生
活基雄のM、多裁な産業の導入等による白立都市の位を国る。
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l可 人口増加に対応し、 必要となる小申学校等の公益施設について、 都市再生a
構の関連公共公益a般の立書施行itよる聞を国るなど、地元自治体への財政
指置を国に要望する。

P、l 世界をリードする国農的な研究開発を進めるとともに、その解として、
つくば国際会a場itおいて国内外の会aや 開 、a々な交流を配する。ま
た、つくば国際会01場について、時代に印した施設設備のmと経営戦l富実行
に通やかに取り組む。

目 つ く ば の 開 を 生 か し 、 つ く ば 研 流 セ ン タ ー の 事 業 が 円 滑 i t 推

進できるよう支最するとともに、中小企業の技術開発を推進する。

的 つくばエクスプレス構への企l業立地の配を國る。̃ 土浦・つくば牛久業書核都市基本構想を推進し、表開部自立都市の中核
となる業i統 細 市 を 青 解 す る 。

lト) つくば地区の精や研究換関の研Mから新規事;建a li出を配するため、
産お配の強化と事業化資金の充実を国る。

法) 公的研究機関や大学を今まで以上に広く一般に公開するとともに、田生徒

の探究活動の場としての活用配を國る。

(リ) 「エネルfーフoンティアつくば」として、開'e '将来を見据えた事業計画

等にmしつつ 、田や潮沼等を活かした新エネルギー産業の取を国
ることにより 、新たな Ia用を創出する。

(2) つくばエクスプレスm域の計画的な聞を進める。
「 )  能・相田坪地区及び上河原時・中西地区の土地区画整理事業を推進する。

l可 開の認知度の向上を國 るため 、戰Ie的にPRを展開する。
t, ,,l つくばエクスプレスm開発の開 の方策として、業種it応じたm
定期借地制度の活用や、住宅事業者等との共同分ll、民間御などを一属構的

に推進する。

? 地域末来投資,Ill進法it基一i く日央道沿刷i城基本計画itより、日本を代表す

る科学技術の集iiを活用したm業の活性化を推進する。
③ 東京姜大]11t手Etの立地等、県南地区のn性を生かした国際的な新文化田
ll点の聞を進める。

内外の優れiーアーティストを支iiし、現代の芸術活動のit点形成を目指す「アー
ガス構想」の実現を國る。

〇 11t ヶ 時 市 と 利 根町 と の 開 をa成する。
〇 取手的開区の土地区画整理事業を田する。

@ 取手競開のイメージアップを國るため、アクシ・ンスポーッ施設等のmを
前 す る 。

Ill) m展を便すため、・ヶ清・筑波山周ii!地域のレクリェ ー シ・ン 前 成 を
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配 す る 。

〇 「開合計画」 it基一iき、重ヶ浦自転解、重ヶ浦、北浦などとの共生型地

Ia-iくりを推進する。
@ Eグ浦、北浦などの周辺地itの活性化を國るため、飛行船を活用したmづく
りを推進する。

〇 tヶ清、北清などの周ii!地tiの振真方策として、「潮の0t」のmを国る。
〇 市民農目のmなど、都市化の進むmに合ったe業の田を國る 。
1111 都 市 解設のnを国りつつ都市一i くりを進めるため、市街化区域内設者
の自主的な住宅開発を推進する。

〇 Eグ浦の重要な水源でもある境波山周辺の解mを推進する。
※ 〇 上管トンネル等の聞効果を活かした、石岡市を東西it校新するmの実現可
能性について、茨城空港アクセス道路の配を前すると共に、高通 I  C及

び県内主要地からの3t城空港へのアクセス通に特化したm計画を:業定する。
1110 つくば市の小中学校の児重生提数が増加しているため、市内の県立高校の前

化や、進学先として通学できるェリァの県立高校の定員增を国るなど、生健が安

心して希望する進学先を確保できるよう教育姚alを整える。
flit つくば市と県西地域を結ぶmi tおける交通の円滑化が国られるよう、企業や
地元市と llし な が ら ハ ー ド 、 ソ フ ト が一体とな,た法將対策に取り組む。

(!) 常組iのmと 構 開 発 の 田
n つくばエクスプレスと常総線の相限り入れの設化を國る。
l・ 常組i快速列章のさらなる増便、スピードアップを国る。
01 mの住宅・流通・業if等、複合開発を田する。
② m・板東・境・古河副次機都市整備

副次糖部市としての基盤づくりを進めるため、交通体系の聞、物流システム

整備構想及び住宅・工業団m計画の策定などを進める。
③ 県西北部mの総合的な田を國る。
n 筑西地;lilt点都市地城基本計画it基一i く事業の展開を国る。
l' 解化便造道路事業を推進するとともに、筑西市・結城市などにおける
市街地整備を配する。

t, ,,l 常総・字都富東部m の 聞 配 を 国 る 。

集 〇 坂東市さしま台地区における開発を推進するとともに、来来産業基雄独化プロ

ジュクトなどにより市町村が主導する新たな工;建団地の開発計画を通する。

(ii) 前 解 静 llび東北本破の新R配を配する。

M) 新0般置の推進体制を強化する。
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l可 古河・総和新書1ti、開発構想の具制ヒを國る。
〇 ll点文イ随設の能進と計画策定

「 )  県西地区の文化、国際交流など、複合的文化センターの機能を持つ filL点施設
建設のための計画:業定を進める。
l・ m源や自然資源を生かした複合レクリエーション開発計画を策定する。
01 前日中央通絡自動m の計画的なmを進め、Mづくりの具体
化を配する 。

〇 表域西部・字都富広m の 聞 配 を 国 る 。
〇 京演東化iiの小山Rまでの配を推進する。
@ 書生沼を申心とした教育的レクリェーシ・ン'ーンのmを國るため、 ミ ュ ー
ジアムパーク表限自然開館の内容を充実する。

〇 筑 西 開 のm推進を国る。
〇 日野目動車古河工場の関ll業 の さ ら な る 設 、 m業の新たな展開による

産業集演を推進する。

〇 各自治体間のnによ ,て、民間開パスとコミ aニティパス等の通行の相整
や、相限り入れができるMづくりに取り組み、利便性の向上を國る。

ital 日央道と北関東道を結ぶ地前規mとして、m市町が前している県西
技 解 の 取 組 を llする。

(!) 度島mのm
n 交通体系のm、都市換能の強化などのmを 配 す る 。
l・ 中心市街地の形成を配するなど、生活環境・文イ随設の聞と関係市の一
体的な新度前市づくりを推進する。

oワールドカップ開催の意義を踏まえ、カシマサッカースタジアムの1果民への

幅広い利用とスポーツを核とした地域づくりを進める。また、直島アントラー

ズは2 0 2 3年に度幅市内での新スタジアムの設前を進めることを発表

しており、通やかに新スタジアムに移行できるよう、県としても鹿島アント

ラ ー:''のサポート it取り組む。
01 真野谷l民工業団地への企業mを田す る 。
目 鹿島廳海工 l業地帯の更なる降力強化に向け、開のmや企業間配
などの取り組みit加え、先を見掘えたコンビナートのスマート化とい,た新た

な取り組aを推進する。 また、配・教青の充実など0く人には力的なまちづ
くりの流についても検討を進める。

※ 的 處島臨海コ業地帯i tおいて、経・アンモ ,ア等の次世代エネルf一のサプ
ラ イチ,ー ン を 先ll的にi i ; tするため、配設等のインフ ラ前や短識選和、
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前 を 進 め 、  民間による提的な取り組みを構に科し、  カーボンニュー

トラル社会itふさわしい「選ばれる處島臨海コ業地帯」の実現it向けて取り組
む。̃ 日本製開11日本製鉄所鹿島地区での高炉一1基体止について、院田の不安
を受け止めるとともit、地域社会it与える影響を分析し、その結果it基一i く文

mに取り組む。
② 大流鹿島線沿線地tt能開の開発

m域の願とi;t道利用者を確保するため、水戸・處島間でm域の開発
事業を田する。

③ 大1完 町 か ら 簡 ま で の 理 の 統 な 開 を 生 か し た 、 解 レ ク リ ェ ー シ・ン・
リン'ート地域の聞を進める。

o シ ー サ イ ド 開 のmを国る。
④ 前から解市・相西市までの利制l l沿いを生かした、内田レクリェーシ・ン・
リン'ート地域の聞を進める。

o リ パ ー サ イ ド 開 のmを国る。
⑤ 民間経された旧鹿島セントラルホテルと引き競き関わりながら、今後もホテ

ルを開源の発堀や地域文化の中心と位置付け、県出資団体である處前市開

発と共に、大きく変わろうとする度行地tiの新たなm策に取り組む。
@ 對田西部工;建団地などの開発を推進する。
〇 東関東自動章道水戸一illの 聞 配

e1 潮来ICから算田ICまでの早期開通と開地域の振真に資する治線朗発計画
の具制ヒを國る。

※ 0 )  潮来IC周辺から處島器北公共i畑同辺、自島臨海コl業地帯波m区工業団
簡辺までの配の高通道路計画の前具体化を国る。

〇 mグ 開 の 建 設 や 水 戸 神i西 線 な ど 県 聞 のm統を進め る 。
※ (11) 行方地域の願を国るため、北前合団地の聞を推進するととも i t 、東関道
水戸itの?開通を踏まえた戦'll的な統動を展開するほか、tヶ開
のリ'一 ト開発を進める。
lilt 市内it3つの県立高校を有する神前では、中学校率業生の約半数が市外の高
校に進学している。子どもの劃合が県内市町村でも高いmであるため、 中学校
卒業生の進学における1果外、他市への流出の地消の前に、学設減や学校の統

? をしないこと it努め、神前内の集立高校itおける学力向上を文選し、大学
進地の向上を国る。
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a0 国際化時代に対応した総合的mの確立と推進
国前ヒ新における交流は、 自治体・教青機関等のl制線iii、産業経済(資易・

企業や新の聞)の交流、新・文イ破流、民間交流、留学生の受け入れ、技続

m員の受け入れ等と広範・多a化している。
交流の相手国も、mからアジア・中近東・南精国と多岐にわた,ている。一
方、国設流の進展と入国者の增大に伴い、税常在・ 11tl労、理不明、各f事件・
事故・解 やェイ :'' ・配・福祉・教青・納81及び保解の諸間国を引き起こして
いるo

特に、不法常在 ・開国人は県内広城にわたって居住していると見られ、

その就労形想もa々である。その人数'P生活実態・就労実態は一it把通できない
まま現在も進行している。

将来にわたっての本県の社会・産業・解解を考え併せながら、これら一連の

諸間国 i t もM的 i t対応するととも i t 、国設流 i t対する県聞の高場と国際理

解を高め、民間交流・グローバルな産業経済交流など各種国際交流事業の拡大・支

量を國るため、一元的・総合的施策と推進体制の確立が急務である。

(i) 拡大する交流事業it対応できる表限国設流観会の強化

「 )  拡大する各種の国際交流事業に一元的・総合的に対応できるよう、茨城県国

設流性会の体制強化・mを國る。

同 国 際 交 流 の M 能 づ く り な ど 国 設 流 ネ ッ ト ワ ー ク づ く り を 造 め る 。

01 国際交流、在住外国人への対応についてのがイドラインを作成する。
o県内在住の外国人との交流事致mふるさとファミリー事業等を推進する。

(2) 外国とのm流の推進
「 )  開県 ・州 との県建体の友好交流事業を田する 。

l可 文化・新・学tEr ・教育・スポーツ・書少年・女性等、m流設 を進 め
る o

01 中学校・高校・大学における国際教青を充実するとともに、開を推進
し ll留学事;建を拡売する。

目 ァジァ地域との産業・教青・文化など幅広い交流を配するため、上商

所の活動体制の充実を国る。

③ 多文化が共生する社会の実現を日指し、1果民と外国人の共生意識の前や相互

理解it向けた取り組みを進めるとともit、外国人が地域社会の一員として県民と

共生できるようmを国る。
a 在住外国人が各地城に清け込んt i生? できるよう、日常生活等の各配 ・
文ll体制の充実を国る。

o 日 解 青 ・ 生 商 信 ・ 設 ・ 管 生 ・ 配 ・ エ イ ズ ・ 教 青 ・ 配 ・ 開
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等に係わる諸間題に関する相識・通開lをmする。
l・ 各種Ill事国是修tの推進

o外国幡によるラジオ構や情a書・生活がイドブックの発行、インターネッ
ト に よ る解を進める と と もに 、病院 ・公共施設 、集内開などに外国

機t示をする。

01 通訳者等、交流ボランティアグループの青成を国る。
④ 産解 の国際化 ・ 企 数 流 の推進

本能業の高度化・多期tとともに、海外との交流意向は高まりをみせている。

一方、度能茨城港のm、ひたちなか地区開発の進行によ,て、本県産業経
済界の国際商・新取引・質易等の追展が予想される。本能業の国際化を推進

し、経濟の国際化を企業の成長it結びつけるため、総合的な開略を構集する

ことがt要である。

n 国 際 開 のmに対応して、質易mのmを 配 す る 。
l・ コl業団地識明会の開値などを通じて、外資系企業の設を推進する。
〇 外国人m・管造等、県内の在管外国人の支最施策を進める。
集内には、令和7年6月末現m106,000人の外国人が在留しており、生活等
の文量対策を推進する。一方で、不法構在者・不法就労者も多数いると見られる

ため、それらの実期1'l遍に努め、解りを独化していく。

n 外国人に関して基本的条項を盛り込んだ大組を制定する。
l・ 外国人及び受け入れ事業所等の通を国る。
01 外国人研修生や留理等に対し、構なmの 中 で 商 一 解がで き る よ う 、
受け入れ体制・宿合・日本設育・日常生活・保健医基等について通する。

o商工・a? 業itおける外国人技能実習生の受け入れを文選する。
o納税・保険制度や帰国担保対策等については、事業所及び外国人に周知・指

導を國る。

o労0解の確関、受け入れ事業所it対する啓発を進める。

o公共a業安定 i j 得 1 、 公 的 開 関 のmを国る。
目 解 ・ 事 故 の 未 然 防 止 、 開 l及びエイズ等の開・医基対策事業

を強化する。

o 国 解 ll、通訳体制のm等国前ヒを踏まえた治安体制の独化を国る。
o特に、惠質ブローカー不法風俗業者の摘発とともに、エイズ等の開の

解 ・ 護Ia体制の確立を国る。
ol e,療実想の相査や受開内書を作成するとともに、国離i対策を進める。
@ 国際化時代に対応した国設流会館(センター)の設置を國る。
mする各種の国設流、産m濟界の交流や外国人aft姓・県内在住・構在
外国人問題等、 国日ヒ新に対応するための総合的Mとなる施般のE般 を 前
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する。

o外国人が一時的it宿泊できる施設も器設する。

(i) 国象・国益に関わる情報(領土問題ほか)で、県民の関心が高いものについて

ll、 l果本fr合2階の1離i広報コーナーでのパネル展等によりll的に広報する。

ti ll) 果独白のシンクタンクの設■

県内各mの均行ある発展や1果民生活の一属の向上を國るため、前のカラーを

生かした特色ある施策'P長期的な田、開発プロジュクト等の調査研究を行うシン

クタンクが必要である。

mの特性に応じた温制a和による構造改革を日指す特区制度を導入し、 本県の
産解の活性化 を國 る 。

(i) つくば・東海地区itおける研究集演と日立地区の産業集演を活用し、国際的な

産 提nのもとで質の高い研究開発を推進し、次世代をリードする研究成果を
生むとともに、その成果を地化・産業化へつなげる「つくば・東海・日立知的

特区」を推進する。

② 度島地区をわが国における素材産業再生のモデルとして、国解力の高いコ

ンビナートへの税と高度な産業クラスターの形成を国るための「随島経iS特区」

を推進する。

00 フィルムコミッションの推進
(i) 映 画 や テ レ ビ ド ラ マ 等 の ロ ケ ー シ ョ ン 解 の 設 や 通 を 行 う フ イ ル ム コ ミ ッ

シ・ンをm的に推進し、本県の知名度向上とmの情lai発信を国る。
② ロケ地日本一の通を活かし、国内外の話題性のあるロケの設を國ることに

より本県の前向上や器客配を国る。

③ 海外の映像関係者などに本県のロケ地のは力をm的にP  Rし海外からのロケ
の設を推進する。

tl9) 限の意向を階まえた接の推進
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9. 美しい自然・水の保全を国り、 人と地環に
やさしいクリーン環境杜会の形成を国る

県民の健康と生活を公書から守り、 豊かな原土と自然を保護し、 水

と緑の快適な i目いのある理境をつくることは、県政上の重要な田で
ある。産業廃業物や:ごみの滅量化などはとりもなおさず、今日の大量

生産・大量消量・大量廳菜社会の仕組みの転換を国ることであり、境

境への負荷の少ない情理型社会の構集である。そのため、生産・流通・

販売など企業のシステム、地域や提など県民のライフスタイル等々、

すべての杜会構成者が模索し、具体的な行動を起こせるような施策の

推進が必要である。世界湖沼会選の成果が、量ヶ浦(西浦、北浦、常

陸利根川)などをはじめとした湖沼・河川の水質浄化に発算されねば

ならない。

1) 地康魔境保全対策の推進

環境基本条例が定める環境の保全と創造の基本理1念の実現it向けて、 環境保全施

策を総合的かつ計画的に推進する。

地球環51保全対策の開みとなる「地球温暖化対策実行計画」の行lit計画に基づき、
「環境への負荷の少ない地域社会の構集」it向けて各種it策を推進する。

(!) 構 計 画 の 推 進

a l 日離 t本計画に基づいた開開を國るとともに、簡・構・民間団体・
行 解 が そ の 配 とf il分担の下it、環境の保全と創造のための行動を進めら
れるよう 、パートナーシップの形成を国る。

l可 市町村における姚難t本条例の制定と姚難t本計画の:業定を配する。
t, ,,l 環境it関連するa々な情報を収集し、集民へ適切な情報を理する。
② m展行動の推進
m 設行動条例に基,・き、1果民・設者・市町村及び県が一体と
な,た地斑競保全行動の推進を国る。

「 )  事業者に対して、解にやさしい事業活動の田を国る。

l可 ごみ間題から構間題まで 、幅広い環境間題についての普及税や設

活動を行う、県民・企業・行政が一体 と な , た 開 展 県 田 開 lの 聞 を
推進し 、解動体制の青成独化を国る 。

tl 環境共生・情地のまち,・くりを推進する。
(S) 開 の 推 造

- 1711-



学校・1離 能動団体・企業・市? と? して開 の推進を國る。

2) 富 組h対書の推進リサイクル社会の形成配

〇 一般l整表物(ごみ)の設化・分別M・再使用 ・再生利用の推進

解から部出されるごみのM化ととも i t 、温 fればごみ、分ければ資源の

観点から、院表物の再使用・再生利用を田さ世るためのシステムづくりが必要

である。行政とともに製造業界・流通l業界(小売店)や消費者ll共通の認識のもと

it、それそれの立場で社会的it任のf il分担をしなければならない。

「 )  市町村において、演量化とリサイクルの取り組aがなされているが、m
会のシステムとして確立していく必要があり、行政・関係新・田等の性力

に よ る ご み M 化 i t 向 け た 開 を 配 す る 。

o市町村における分別排出・収集体制のm等を田し、使用済プラスチック
製品の分別m 再能化に係る市町村の]Ill組を後押しするなどにより、 ご
み減量化・再資源化(再商品イl: )のシステム化を確立するとともit、産解

のa々 な主体とnし、プラスチック使用量の削aや一ッ トポ トルの水平リ
サイクルに取り組む市町村の拡大を國る等によりプラスチック能情環を推

進する。

o生ごaの土Mと田場への演量を国るため、  コンポストの普及を推進す
る o

o食品oスの削減に向け、「いばらきフードロス前法プロジニクト」を推造す

るとともに、いばらきitべきり営力店のm指の拡大や、 i t品関連事業
者等と通操した1果民に対する効果的な書発を実施する。

【新a】 o海m 等の回収・処理を実施する市町村などの文鐵iしび発生抑制対策の

ための普及啓発やm青を実施する。
② ごみ開施設の広域化整備

効率的かつ経濟的なごみ処理itあた,ては、市町村枠itとらわれない広域的な

ご み 開mのmが必要である こ とか ら 、開ごみm域化計画を路まえ、
mの実情に合わせたごみ処理の広域化を配する。

※ 〇 産m物のM化・再資源化の推進
産地葉物の排出量は、令和5年度で1,154万トンとなり、平成30年度と同程

度で推移している。また、最終処分量は72万トンとなり、部出量の6.2%を占め

ているため、橋理社会形成it向け、さらなるM化・再資源化の取り組みが必

要とな,ている。

n 産m物の設化・有効利用を國るため、多量に産m物を部出する事
業所it対して、願物処理計画it基一iき、ll計画の推進itついて指導すると

ともに、演量化・有効利用施般のMに対する llを行う等、申間m般の
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mを 配 す る 。
o願物再資源化指導センターの通営を強化し、M化等it関する啓発、中小

企業者等に対する演量化・有効利用のための技術指導・相般・情報提修t等を

行う。

o コl業団地itおける共同処理を配する。
l' 建設工事に係る資材の再開化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づ
き 分 別 解 の 推 進 を 國 る と と も に 、 配 物 の 再 能 化 を 配 す る 。

o解体工事業者の登録を実施することitより、解体工事業者の施コ技ttrを確保
し、適正な分別ai l体と再開化を国る。
o コ ン ク リー ト境 ・ ア ス フ,ルト境及び発生木材等について再生利用の拡大を
国るとともi t、建設発生ii土 な ど の 設 副 産 物 i t つ い て は 、 表 限 新
管理セ ン タ ー設副産物リサイクル事業部の活用などにより、その有効利用

を國る。

o再生砕石の供始量の不足が見込まれる場合itは、資源量it余裕がある 「m
用の砕石」(天然の原石を砕いて砕石にしたもの)のm的な利用を国る。
o 設副産物のリサイクルを配するため、  リサイクル建設資材認定制度を適

正iti・営し、公共事業itおけるリサイクル製品の率先利用を推進する。
o設関係者等を対象とする購習会など普及願に努める。

01 e業由来の配済みプラスチックについて ll、 リサイクルを基本とした適正
処理を推進する。

目 石材端材の開化・再利用の田を国る。

的 地元市町村の意向を十分に踏まえながら、 リサイクル関理者の工;建団地へ

の立地を国ること i tより、願物のリサイクル及び適i ll処理を推進する。

〇 象書排世つ物や木くずなどのパイォマス(有機性E想)の利活用を推進し、補

地社会の実現とe業・e村の田を國る。
(ii) 不法投集防止対策の推進

「 )  商の投減に向けて、監視・指導体制の独化や発見・通報体制の充実を

國り 、早期発見 ・早期対応を行う と と もに 、院プラスチック類の通など

の不適正な保管を行う数指i t対する指導の開ヒ等i tより、不法投集i t関

する住民の不安解消に努める。

l可 設 物 等 開 物 の 構 防 止 の た め 、 解 工 設 者 や 産m物処理
許可業者への適ill処理の指導や開を行う。

01 産地表物処理業の許可業ifは 、 開 間 内 処 理 に 取 り 組 む 。
@ 配 願 物 の 適1];処理の推進を國る。
〇 有書使用済換器保管等業者it対する開指導体制の強化を国る。

〇 再生製品の利用拡大策を推進するとともに、通境関連企業の青成を国る。
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@ 産m物の県内al入の事前Baについてll、 これまでのmや現状等を踏ま
えて前のうえ、可能な部分itついては規制選和を国る。

〇 軽油引:E国iiの期ii免除の特例の中に、「廳表物処理事業を営む者が院集物の中

間処理施設において専ら願物の処理のために配する開の動力源の用途」を

含める。

【新a】 1111) 新 田 新 開 の M に 伴 う 簡mについて、着実に実推する。

社会経済の通に伴い、 昭和47年頭からtヶ清(西清、北清、常陸利根川) な ど

の水質汚商が進んでおり、公害防止条例・i? i防止条例に基,・く対策を推進し
た結果、一時は10(mg/ t i )を上回,ていたCODは、近年は改能向i tあるもの

の 、 構 の 3 Cmg/ 91)に比較すると高い水i l lとな,ている。

Eグ浦の流域ll22市町村にわたり、その流域に約100万人が生活している。また、
高いC 0 Dを示している前川、新利根川、新川など56の流入河川があり、そこから

流れるCODの負荷量のa合は生解水が17%、書産系12%、事業系9%、農地や
市街地などから:l l 2 % (令和2年度調べ)などとなっている。1果民にとってEグ浦 ll
上水遭't'a業・コ:業などの重要な水温であるばかりでなく、 やすらきと酒いのある、
意いの場を理する自然の室庫でもある。水質i;t化とともに111通な自mの保全・
創出ll、県政のみならず1果民にとっても重要な課題である。

重ヶ浦の水開ヒを推進するためi t、平成19年3月i t改正した「重ヶ統質能

条例」に基づく下水道・農業集識排水Ill設、事業所の排構制や、平成20年度に導

入 し 、 令 和 4 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で 5 年 間 開 間 を 理 し た 開 沼 開 を

活用した生前簡など 、 これまでの i ii化対策の一llの拡大・強化を国るととも

に、水質の割ヒしている河川流域での面源対策を独化するなど、水質静化の通を

國る。

(i) 重ヶ解セン ターの効果的な利活用を国るため 、新たな構の導入を国

り、制確進体制を独化する。

n 湖沼の環境間題に関する調査研究・新開発について、精や研究換関等と
配し、効果的it推進するとともit、研究成果の利活用と発信it努める。

ll 学校教青とmし' 環境教青 一学習、市民活動とのll- 通などを推進し、
M設とも聞した効果的なマネジメン トに取り組む。

t, ,,l 重ヶ浦の水や自然it直接ふれながらの体験学習、野外でのiii化実験'Pその効
果を解・体 l l l できる野外フィールドのmを 前 す る 。
目 国がmしているEグ開岸の目然再生地区を湖岸の續物や魚等の生l態系を
能できる場としての活用を国る。

② ・ヶ清の水質静化対策の理強化
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? Eグ浦に係る湖沼水質保全計画や条例に基,・く総合的な対策の展開を強力に
進める。

o下水道・農業集識排水Ill設のm及び接i減 最 事 業 に よ る 解 の さ ら な る
向上、重素・ リンが除去できる高通制ヒ常の設置を配するなど、生

前 簡 の 充 実 強 化 を 国 る 。

o水質浮化意機の高場を国るとともに、解動団体の支最・青成に努める。

cl流域における開に関するmを分かりやすい形で解するとともに、流入
河川流域単位での制ヒ前を推進する。

o tヶ清に流入する河川等の制ヒを国るため、河川mを推進する。
o 設 ・ 書産 ・ 構 な どの田 と の調和を國 り な が ら 、 負荷削iま対策を進め

る o

ll tヶ清の水質静化を図る '=め 、 開 が llした浄イt放術の開発を推造する。
01 1劃E し・んせ っ な ど 湖内水開解設 を推進す る 。
目 重ヶ浦の自然再生it努めるとともit、演ll開境の保全のため、ョシなどの水

生社物帯の造成やョシ刈り等の開動を推進する。

的 市街地やe地など面源からの開負荷削iま対策を推進する。
? ァ メ リ カ ナ マ :''等の末利用魚の演選回収を通した、湖内からの重業・リンの
取り出しによる水質静化を推進する。

lト) 常国ll水門の算力的な開閉を配する。

al 重ヶ開数itついて、ヨ阿川からの導水量の一部を数立境から巴川へ
落とし込a、北清の水質改書を国るという計画設を、県として国に対しlit力

に〇き掛ける。

〇 下施 ・ 開 経 設 の 計画的 な 聞 、 及 び 重業 ・ リ ン 除 去 能力 が高 い高

度処理型浮化,F9の設置便進を国り、公共用水;tiの水質汚高防止に努める。
o制ヒ常についてll、点検・清1;i・法定検査が適切に行われるよう設置者への

啓発・指導を強化する。特i t、開沼環境8tなどの補動事業itより配さ

れた高度処理型静化描については、法定検査の受検率が100%となるよう取

組を強化する。

o 開 的 か ら 合of処理差Pイ日l9への転換をさらに配する方策について、
市町村と一結に前・研究する。

om の開負荷を削減するため、台所流し台の観11日ストレーナ及び
三角コーナーの使用を推進する。

〇 農地・市街地からの流出構区として指定した地区(山王川、算田川流域)

について重点的な対策を実施する。

(ii) 小規模事業所からの開負荷を削減するため、部簡構を強化するととも

に 、 排 M 般 の M 理 を 国 る 。
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@ 滴沼及び牛久沼の水質保全の対応方針に基,・き、総合的な水質保全対策を推進
するはか、千波湖it対しても水質iii化対策を推進すること。

o ラ ム サール開理であ る酒沼の水質静化を推進す る 。

〇 特に都市河川・湖沼等公共用水域の水質汚商防解を強化する。

〇 新利根川 i tおいて発生が簡されているナガ 'エツルノゲイトウは精脚や能ブ

ロックを利用し河川全面をa、河川へ光が入らず水質汚leiが藤会されているほか、
新利根川からEグ 浦 へ 開 が 広 が っ て い る こ と か ら]E除等の通な対応を強化

する。

4 とll;l農集杜会の形成配
(i) 2 0 5  0年ヵーポン,ユートラルの実現i t向け、 県 開 田 限 行 計 画 i t
国の野心的な削演日藤と同等の日藤を定め、二日解など能効果がスのa度
増加に伴う地球温暖化の抑制や、温El 化 に よ る 気 前 の M へ の 前 に 取 り 組

み、地域レーレの地球温暖化対策を推進する。また、早急it2050年二酸イ般
前出実質ゼロを表明し、解的な取組を全県的に加選さ世る。

n 解の保全 ・ mや續管による開の創出を配し二酸化lit素9更収源対策に
努;_;;る。
に1 ま '=、温室効果がスの排出・吸収の収支等については論するとともに、「い
ばら き カーボンニ ュー ト ラ ル産mil出プロジュクト」に地産地消型の,f イ

オマス発電も対itとするなど、 そ の 流 な ど を 前 す る 。

② mと共生した再生可能エネルギーの導入や省エネルギー施設のmについて
総合的な取り組みを推進する。

n 省エネル?一型都市一i くりを推進する。
o公共施設等については省エネルギー機器を導入する。

l可 ェ場P l整表物処理施設から発生する熟エネルギー等、未利用エネルギーの利
用配を国る 。

01 河川水・下水等の温度差エネルギーを利用したm mシステムや、 ソー
ラ一融保システムの導入を推進する。

t::i 省エネルギー型住宅建設の111造、省エネルf一型構器導入の普及を図るため、
補動金・設などの拡充を国る。

的 太E光発tを公共施設等に導入するとともに、住宅や解への普及を理
させる。 また、地域社会との共生を国り、太開能設の適正導入を配す

る õ 設に普及した住宅用太E光発tの有効活用を國るため、書mの導入を促
進する。

I t) 地It温l受化対策に有効な新白動章と充設備の普及を国る。
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③ 設者の省エネルギー対策や1果民による温El 化対策のための解動を推進す

る o

「 )  ェ場等の大通換1非出源対策の独化を国る。
l可 省 エ ネ ル ギ ー 診 新 員 の M や 前 エ コ 解 l度の推進などにより、申

小規前者itおける省エネル?一対策の文選を行 う と と も it、年間を通じて

冷限を適切に使用し、室温に応じて服装の相的を行う取組など、mにやさ
しいビジネススタイルへの転換を配する。

P、l 家度における省エネの取り組みを配する1晨民i!l動「いばらきエコスタイル」

を推進し、エコチャレンジ設などを展明する。

(5) 公書防止とe!器量;集の保全
(!) 解 ・ 解 梁 の 未 然 防 止

n 公害の防止及び目然mの保全について、適正な配意がなされるよう1離ii影
響商法及び条例の適切な田it努める。

l' 有書物質による地下水汚梁の実ji期査、対策を進める。

01 広範囲に配 されてい る化学物質に よ る開染の未然防解を進め る 。
また、残留性の高い有換フッ業化合物などの化釣質itついては、環境での

存在状况を能し、当藤物質の適ill処理を推進する。

② ダイオキシン類・環境ホルモン対策の税

n ダイオキシン類it関する環境の監観及び環境ホルaンit関する調査研究を一
属推進するとともに、県民に対する情報提修tに努める。

③ ア ス ベ ス ト 配 設 物 へ の 対 策 を 進 め る と と も に 、 ア ス ベ ス ト 配 設 物 解

時の飛散を防止し、適正な処理を確保するための構を実施する。

〇 m展につながる高度処理(室素・リン等の除去)の設備をm的に導入し
ようとする申小企業に対する解 l度の税を國る 。

(ii) 地下水くみ上げitよる地盤沈下の構明と、その防止対策を推進する。

l重) 自然mの保全と緑化の推進
n 目然公目の保i重と利用の増進を國る。

l・ 身近i t自然と般れ合える場の聞を国るとともi t、自然開教青の推進と自
然開想の普及啓発を国る。

o本県の量観を象atする平地林や里山林の保全・mを推進する。

t, ,,l 国民の祝日「山の日」の普及推進it向け、幅広い集 通としていくため、

山岳関係の民間団体などとのnを推進する。
? 都市m や花と線の都市,・くりを進め、住宅周配の造成・保全に911
める。

的 新 一 水mかん養などと配の上、法本的刷艘成. 住 流 を 組 立 ・
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推進する。̃ 野 必 に よ るa作物被害の防止対策等を設し、野前跌との共存を図る。
I t) 河川、潮沼、表林等における生fi l l系保金等のため、ナがェツルノダイトウや

ミズヒマワリ、アライグマ等の特定外来生物の防除を推進する。

〇 自動章台数・交通量の増加it伴い、ディーゼル部気at粒子itよる大気i号染'PE

音、二日解の排出による地it温l受化等のm問題に対処するため、行政・事
業者や1果民が一体となった総合的な交通公善対策の推進を國る。

n 取自動章・ハイブリッド章・解能自動章等の次世代自動章やバイオ機
料の普及を国るとともに、特に公用章への導入を推進する。

l可 ア イ ド リ ン グ ス ト ッ プなどの ェ コ ド ラ イプの普及配を國る 。

6) 原子カt'全対書の強化
〇 全ての原子力関開における要全管理体制の強化

n 多重構システムの能を推進する。
l' 能した安全管理教青による管理体制lの独化を国る。
01 J C O廳解故、東日本大量災における簡0福島第一原発事故などを国
まえ、原子力施設のiii全対策の一llの充実・強化it努める。

目 高経年化(老朽イl: )対策や開表物の必問題への対応などに万全を期

すよう、国や関係換関等に強力に〇きかける。

的 国立研究開発法人日本原子力研究開発開itおいて、統一的かつ一元的な安

全管理体制の確立を国る。

② 危換管理体制の強化

n 初動体制の強化を国るため、現地itおける対策本部(オフサイトセンター)
と 原子力能時支最 ・ 解セン ター と の一体的な通営体制について相島第一原
発事故を踏まえて再構集するよう、国に対し強く求める。

l・ 教青・配・福祉・通信・交通111111など、各種a般への情報長建体制の強化
を国る。

01m設・道ES情報板、 ii回路などのmを國るとともに、選難器導や交通
規制、新の通営体制、社会福tif施設入所者等要配」〇者のmit要する章両
確保などの開に対し、 関係機関と相互にnして取り組む。
? 被装者の治基や限の 能 調査などのできる、専門的病院や放射線利用高度

治aセンターの聞を国る 。
m 原子力災書対応資前など防災に関する技術研究・開発を進める。

X ̃ 原子力災書時における避離行動要通者の個別選難計画の有無にかかわらず、
m行動要通者の全員がmや一時移転を実施できる体制の聞を配する
とともに、白治体のaで解決が困難な開に対し、国に対して必要なllを強
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く求める。

〇 原子力災書のmを受講した教a員it対し「修了証」を発行し、電修者のM
化により、教Mの自信や田者の安心感の向上と、教Mの一属の前向上を

國る。

〇 原子力発能解の所在及び周辺市町村it交付されている電源三法交付金の対

象範囲の拡充について、国に独く0きかける。

⑤ 原発事故子ども・被装者支最法基本方針に基,・き、必要な施策をaじ、被装者
の不地消it努めるよう、国i t対し強く求める。

l重) 現在、本県における安定ヨウ素剤の事前配布は、PAZ日内能者及び日外か

ら日内の解への通動者を対象としているが、 日外から日内への通学者がいる

学校i t対しても配能の確立を国る。

(i) 原子力災書を想定したll前はの実施率向上と併世て、設的なll前はの実
施に努める。
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10. 防災・治安保持体制をa化し、 果民生活の
安全it保を国る

(1) 能が表心して平aに暮らせる書康力の充実と書豪活
動の強化

社会Ill 9 の変化を反映して 、流解や ll事故が多発するなど、治安Ill9は厳

しい状1見i二ある。このような中で、田の予防、ll、交通事故の防止等にm的
に取り組み、要全で安心して基らせるm会を確立するため、各Ill広報書発活動
や防犯アプ リ等 i t よ る開 i t よ る県民のデ ィフ ュンス力の向上、防犯インフ ラ

のmをはじめとする響察体制の充実独化を一属国る必要がある。
〇 解 接 を 税 強 化 す る た め の 対 策

n 重解及び重前 解の?解 の た め 、?配l継文選シ ス テ ム の 聞
充実を国る。

l可 広m力及び国開力の強化を國る。
o 広 能 解 i t お け る 商 のmびその活用を国るため、接通シ
ステム等のm ・充実を国る。
o 国 解 接 及 び 通 訳 体 制 のm税 を 國 る 。
t, ,,l ? 力の充実強化を国る。
cl適 正 な 解

cl現場資料の消失、散ll、汚染防止

o 現 開 の 能

o ll・ 構 研 及び解門の情秘 l 有 に よ るnの独化
目 商 の 研 さ ん とaれた接官の育成を國る。
的 解 指 の 視 点 i t 立 ち 、 き め 細 か な 前 れ の な い 通 前 を 推 進 す る 。

o関係機関・団体とnした支最体制の充実を国る。
c 1 i l l i開建害者等の解的、精神的負担の軽減を國る解の税を國る。

o 「性基力被書者サポートネットワーク表域」の配を強化し、性基力等被書

者に対する総合的支最を推進する。̃ 搜査活動に対する1果民の性力確保構を推進する。
lト) サ イ パ一犯Ill対策を推進する。

法) 初動 llの高度化を推進し、検学率の向上を国る。

lリ) 開を地 さ な い ために 、 死因究明の能 と 体制の税強化を國 る 。

に) 客 E llを重観した適1111選査を能する。
的 田の未然防止 と 被最者の理構に登す る た め 、 田や班事解の多発
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地区などへの街頭防犯カメラの設置を配する。

l9) 迅速かつ的確な初動前の強化のため、通信指令システム、  1 1 0番映

像通報システム等各種システムの有効活用を國ると共に県民への周知に努める。

0 )  要人書i重の重要性を踏まえ、Wに万全を期す。

(2)m解 の 聞
「 )  事件・事故発生時の印応体制を確立するため、M宿合のm ・改書を進め
る o

l・ 前 を 強 化 す る た め 、 統 章 商 、 装 備 資 開 の 増 強 を 国 る 。
③ mの增員等
n 前 、 そ の 他 の llの増員を國り、1果民の要望や相識等に的確に応えられ
る体制を確立する。

l' 女性響察官の採用・登用の拡大を国るとともに、地開が0きやすいa
開 づ く り を 進 め る 。

t, ,,l 響集at員it対する特別動t金等制度の適正な? を国る。
集 〇 組差t犯jli対策の推進

X n i力団、E名・流動型解グループ等の]Ill持 り 、 田 解及び鏡器集物事
犯 の 能 解 を 国 る 。

l' 行政対象・民事介入是力mの検学を国る。
01 i力団関係企業等に対する]Ill持りの強化を國る。
目 基力団対策法の効果的な田及び基力追放推進センターと配した基力団排

除活動を推進する。

的 m力団部除条例の効果的運用と周知活動を推進する。
【新a】 ̃ 間バイト加担防止対策を推進する。
〇 大通換災書等難t事想対策の推進

?m害発生時における被装者 の 通? 救出救動等災害対処般力の向上
を図り、能の安心前保 i t努める。また、原子力災書 i t備えた開の整備・

拡充や関係機関とのn独 化 等 田 を 推 進 す る 。
@ mに根ざした要全・安心活動の推進
n 前な治安を確保するため、地域it書着した活動の充実・強化が求められて
いる こ とか ら 、引き境き組回理による開指解に一属取り組むとともに、

企業等に対する解の発生状混等の解や防犯指導などの取り組みをさら

it推進できるよう、地域響集力の体制強化it努める。

l' m会の安全と平種を確保する交番・iii在所の基雄をmし、機能を独化
する。

t, ,,l 日常活動の中で気flit実施できる「ながら見守り」を広く推異するなど、地
域田による防犯ボランティア活動に対する支a体制を強化する。
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01 m田の不安を解消するためのパトロール能頭活動を強化する。
的 総合相能口等 i t よ る解設書の充実強化を国る。̃ 開キャンペーン等による広報啓発と、子どもと女性を性田等のWから
守るための対策を推進する。

lト) ス ト ー カ ー ・DV被書者の立場it立,た迅速かつ的確な対処を国る。

法) 性基力Wのmを日指すためには、性田の再犯防止を国る例面も通
要 で あ る こ と か ら 、 性 理 性'l力加者者に対し、相前応や社会解のため
の文選の強化it取り組む。

(リ) 「風俗営業等の規制及び業番の適正化等に関する法律」に係る許可を受 11た

営業者に対して、店頭にて一日で営業許可済であることが分かるような構

を新たi t用意し、無許可前の表演を国る。

(i) 少年の非行防止とe全な青成
? 関係機関・団体等と違操し、少年の健全育成・立ち直り支通活動を推進する。

l・ 新 開 の 街 頭 補 精 を 推 進 す る 。
01 少年による大麻等業物書L用事犯の未然防mを推進する。
目 インターネッ ト利用の通ポルノ等少年の福祉を害する解の ]Ill持りを強化
する。

m 開般の法口の充実を国り、少年の非行・象出・田解・いじめや自投
の精防止及びその兆候の早期発見に資する。

? 関係換関・団体・地域社会等の配itよる少年を取り i量iく有書環境の制ヒ活

動を推進する。

o S N S等に浴む危能の周知や解構防止の広報書発活動を推進する。

〇 最定族対策の推進

「 )  あらゆる法令を適用した基理等解りの推進を国る。

l? 県・学校・その他関係換関団体等と通操 したm ilの高?を國る。
t, ,,l 基造がい集し、基定行あが行われ、または行われるおそれのある場所itつ
いて、管理者とnした道路改良等による基走行おを防止する対策の推進を国
る o

? 数 や基造相設員との配及び開者への文選を強化し、基定行あの防止

に関する情報収集や啓発活動を推進する。

@ 鏡器・集物の]Ill持り強化等、生活の要全確保と良好な社会生活環境の形成
n 宣前 l、施危険ドラッグ等薬物の乱用防止対策及び解り並びi t風俗環
境の制ヒ活動を推進する。

l可 鏡器と火薬類の税所持の]Ill持り、高圧ガス等危険物による事故防止及び放
射性物質のiii全対策を推進する。

o是力団によるila機11重1事件等の鏡解をmするため、是力団の意器庫及
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びn ・密売地を申心とした効果的な学鏡]Ill持りの強化を國る。
t, ,,l 特定商取引事犯及び利前器nit係るM 法やヤ ミ金fillなど、社会

問題化している県民生活を書かす生活経済事犯の解りを独化する。

目 願 物 地 、 不taj];残二l事IE、水質汚商事IE 等 の 解 構 を 推 進 す る 。
的 不正8油防止対策のより一llの強化・推進を国る。

? i t品の使l装表示等、 i tの安全・安心に係る前の解りを推進する。

lト) 住宅侵入itl選・目動理・金属選の予防対策、検学対策を推進する。

lilt 来日外国人犯Ill対策構の推進
「 )  来日外国人の実期1'l遍を国るとともに、地域安全対策の推進と来日外国人の

保i重を國る。

同 グoーパルイt複向にある外国人組裁犯罪に対し、解を効果的に適用し、

開 の 解 明 とmを推進する。
01 税 將 在 ・ 税 解 外 国 人 の ]Ill持 り と と も に 、 税 解 外 国 人 を Ia用する不
法前動長や在留カードのa造などの解インフラの摘発を国る。
目 関係行政機関とnした、在管外国人の安全の確保に向けた総合対策を推進
する。

的 響基et員it対する各種タl国配の充実を国る。̃ 県内を前れる外国人能客等が解章両を能に理験できるよう、パトカー
への「POL I CE」表記を推進する。

lt1) 県民の要ヨ・意見の把通とi直実な対応
「 )  各響察9に設置された響察9t90i会の活性化を国る。
l可 者情申し出等に適切に対応し、県民の意見を反映させた業務の改善を國る。

2) 交通空全対策の強化

〇 要全かつ円滑なm のm
n ill行者・自転章利用者等の經確保
o 歩章解信号機 ・高開感応式信号機 ・能前者用信号機のm、被
構の設置 、 通開の視認性の向上 を推進す る 。

o信号換のない校開へのi i i全対策を進めるととも i t 、歩開新点演換な

どを、検新歩行者の聞保に資する物理的デバイスの1つとして道路管理

者である目治体に提 集する。また、交通指導]Ill持り等、1果民の歩行者保ii意

識の向上を国る開itついても器せて推進する。

o歩道・自転解の自転章通行環境のmを0きかけ、自転解用通行帯等
の解制を実施して、目転車及び歩行者の要全確保対策を推進する。

l・ 遭路交通の經と円滑化
o I T S の 活 用 、 信 号 機 の 新 般 及 び 改 良 、 効 果 的 な 經 制 、 田 施
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設の整解によるm M所の解消などにより、理の安全と円滑化を図る。
o老Ill化した信号換やm・標示などの交通1111全i般の計画的な聞を推
進する。

o 田 通 、 開 ・パイパスの整l構展び付加車線、簡かf一キングニリァ

の聞をM的 i t推進する。

o交差点及び前の改良や立体化を推進する。

o高配の対面通行区間の要全対策を配する。

t, ,,l 総合的なB章対策の推進
o 交通情3及びmの変化に対応したit章親制の見直しを推進する。
o 願 性 、 危能 、 通性の高いIE章建反を重点に]Ill持りを推進する。

(2) 交通1111全教青指針it基一i く交通1111全教青の推進

「 )  官民一体とな,た交通安全教青体制の充実独化
l可 生選にわた る段階的かつ体系的な田育の実施

o動児から高1tt者it至るまでの各年1tt1lit対し、心身の発建の度合いや、交通

社会への前の開に応じた適切なカリキaラムによる交通安全教青を実施

する。

o自転章事故の地や一レ メ ッ ト の 前 前 果 i t つ い て の 広 報 開 前 を 推
進し、田者に対しては、動児や田が自転章に乗章する際のヘルメットの

着用の能を國るほか、全ての年e属の目転車利用者に対しても、ヘルメッ
トの着用を推異する。また、ーレメットの着用向上のため補動金の創設等を
前 す る 。

01 參加・体験・經の交通要全教育等の推進
o実際の交通の場面it印した經な通行:11111が習得できるよう、参加・体験・実
地の交通安全教青を推進する。

o全ての目転車利用者に対し、「目転車安全利用動lf」等を活用したルールの

周知を能するはか、受精の年船日it応じ、その教青効果が高まるよう内

設び手段を工夫した交通安全教青等を推進する。

③ 交通要全活動の強化

cl飲酒通転根絶の見地からも、県内自動m行業の業書の適正化it向け必
要な指導や支最を行う。

n 高能の通事故防止
o統や市町村、地域交通1111全活動推進委員、交通fill全母の会等との配 11:よ

り、高i清世帯を直識 1問しての具体的交通安全指導を推進し、高開の交

通事故防止を國る。

o 部1知換能解及び高開 を円滑it実施し、? ・受講待ちの一IEの改善

を国る。
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o市町村・交通要全t8会・地t校通要全活動推進委員など、 mの要全教育a
関との配を強化し 、田青ネ ッ ト ワー クの充実を国る 。

o高ISI通転者に対する前・体l l l ・經の交通安全教青を推進する。
o夜間の通事故防止のため、タ基れ時のへツドライトの早め点ll「やこまめな

上下切換の普及配を国るはか、反射材の着用配を国る。

cl通転に不安を感じている高ISI通転者が、 自主的に通転免許配の返納をしゃす
い環境をmするため、各目治体に対し、免許返納後における移動手段の確
関 、文選期i,の流を0きかける。

o自動章メーカーをはじめとする関係機関・団体等とnし 、 經 サ ポ ー
ト車の普及書発を推進する。

l・ 青少年通転者の交通事故防止
cl安全通IE指理者日01会や関係機関・団体とnし、i沙年が様aする事業所
における運転者管理の能と交通マナーの向上を國る。

o 統 と 用 青 庁 の 配 11:より、高校生it対するm許取得前の教青を充実
する。

01 シー ト ベル ト 及びチ ャ イ ル ド シー ト 着用の能

o各種調l習会などを通じ、全席シートーレトの着用及び適正なチャイルドシー
トの着用能を呼びかける。

目 積新歩行者の通事故防止

d ill行者it対するmの向上及び校開 i tおけるルール違守と經な交
通行動の田を国る。

④ 運転者施策の推進

n 初心者域裁青の充実
o指定自動地所において通転免許を取得しょうとするものに対する構及

び取得時構習を税する。

l・ m許取mの教青の充実
o実章による指導、視l整競lf lオなどの活用により、更新時購習、高開等

の各Ill法定構習を税する。
0 1酸統開t得者教育識ll制度を通じ、理転者に対する前育の拡大を図る。

〇 章 両 の 解 の 確 保

n 不正改;i管車両等に対する]Ill持りを通じ、車両の要全性を確保する。
l・ 田 の 一llの向上を国,た章商の普及啓発を推進する。

01 9自動章の不正登最防止のため、関係省庁や団体等と連格体制を確立し、不
正登録等に関するmを 行 う な ど 聞 を 密 に し 、 解 を 推 進 す る 。
〇 解 の 船 持

M) 解 り に 必 要 な 装 備 ・ 目atiltの理を国るとともに、班事設の発生状况を
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踏まえ、 通事故防止に資する惠質性・危能・通性の高い違反に重点を置

いた交通指解りを推進する。

集 l' 通学路や生能におけ る田生健やm接の安全を確保するため、通学
路等における理前造状現、開住民からの取総り要望等を把還した上で、

増強した移動式オービスの効果的;i!用と Ill報発信を国りつつ効果検証をしなが

ら、更なる通学解の安全対策を推進する。

〇 交通事故分析の高度化及び分析の成果の活用

n 交通事解を多角的見地から総合的it分析し、交通事故の地を的確it把
遍するとともに、交通事故分析の高度化・構化を国り、効果的な交通事故防

解を推進する。また、交通事故分析の成果についてll、 l果 民 へ の 開

を積極的it推進する。

〇 損書Mの適正化

n 目 動 理 害 M 解 険 の 税 や 解 解 両 対 策 の 能 、 目 転 車 通 学 の 全 て
の児重生提it対する自転章保険の加入配を国る。

l' 交通事1tf相般所の活動の独化や自動章事故観i者等に対する支最制度の充実
を國る。

(11) 業 の 經 確 保
aの安全な通行を確保するための道路交通環境のmを推進する。
n 登下校時の能によるパトロールの強化を國るとともに、 P  TAや民間団体
などの憶力を得て地域ぐるみの見守り活動をさらit強化する。

3) 地最など大lao茂書 Ill]応体制の量備

※ 平成23年3月11日の東日本大設では、東北地方から関東地方の沿岸部を中心it

甚大なWが発生した。この教tnlから、行政の災書能事;態の管理体制、m者に
対する般済・m対策など、多くの課題を学んだ。何よりも、「91著に強い集土,・
くり」「災書に強い都市づくり」が重要であることを知らされた。国の「首都直下

地量モデル前会」では、本県の38市町村で量度6襲以上の器れを観画する可解

がある と されてお り 、茨開神でa0年以内にM7.0̃7.5の地量が80%程度の確率で

起きるとの子illが新の地量調査研究推進本部から公表されている。また、台風・

大商などの大温換自然災書や火災などの恐れもあることから、m接の安全を確
保するため、県が改定したm防災計画等を踏まえ、災害印応開lの税強化を國
る と と も it、災書it強い集土一i くりを推進する必要がある。

(!) 災書能事;態の定機管理体制の開

?解 のa点と し て 配 さ れ たt 般センターの通正な管理通営を図る。
o防災開ネットワークシステムi tついては、東日本大量災等を略まえ、関連

システム等とのm能強化等を国る。
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o防災mネットワークシステムを活用して、  通・的確に災害時における情
報収集・能を国る。

oアマチaア前等民間の開を活用した情細1護体制の確立を国る。

l可 能時における円滑な通解の確立を國る 。

t, ,,l 住民へのm を 配す る た め 、 洪 水ハザー ド マ ッ プ 津ailハザードマ ッ
プ及び土砂災書ハザードマップを作成する市町村への技術支最を行う。

目 災害時における対外交泌や災害対応を通に行うため、災害対第本部とa会
との連携体制の強化を国る。

m 首都直下地量に備え、東京都などとのnによる支最体制を開する。
? 災害の広域化や発災直後の選難ifiの設置などの初動対応に的確に対応するた
め、 いばらき災書対応文 l lチームや田11:よる人的文ll体制の充実を国る。

I t) 総合防災前はについて、大通換災書に対応するための広関を想定した前l
ll日の見直しや市町村の実情に応じた開催方法を市町村の意見もMきながら
前 す る 。

法) 能時や災書時に、前者や高開、外国人など一般的に情報が届きにくい

と言われている人々にも、必要なmが構に属くよ う 、テレビ放送における
字幕表示itついて国等it0きかけるとともi t、県防災危換管理ポータルサイ

トにおける災書関連情報の多言i言表ll!について県民に広く周知する。

lリ) 市町村の業M計画の申で、国が必ず定めるべきとした「t気、水、解
等の確知「災害時にもつながりやすい多機な通信手段の確保」など重要な6

要素全てを虚り込んでいない市町村については、内容の充実を国るため、実効

性の確保に向けた通を強化する。

(2) ll者の前・組al体制の確立
「 )  他都道府県等との広域的な相:Ei応最体制の充実を国る。
Ill 書察・消防 (能車・消防車 ) ・目衛隊などによる素前体制を確立し、
地域住民itよ るm訓Iaを実施する。
o 特にレスキ a一はの青成とともに 、前資前のmを進める。
o 各Ill防災用品の備書倉設び各地区の防田のmを進める。
o現役自行除員、Etit会等0 Bの方々の観力を得て、各自治体住民の25%程

度が何らかの形、又、 どこかで前はに前できるよう計画の策定に着手する

よう努める。

t, ,,l 病院のネッ トワークと仮統院設営・配前・薬品等の備書を国る。
? 表・it・住関連など、資前の備書を進める。
oる種生活用品の備書llとともに、各地区の防mのmを國る。
cl使用期限のある備書品itついては、無政のない在11管理ができるよう、備書
方法を前す る 。
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o 車 申 泊選難者に係 る エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 解 な ど の血解 と し て 、  血流

を,Diす 1-1#性ストッキング 」の備書を配する。
o人工呼限器などの医療機器を使用する在宅配患者について、災書時に必要

な・通が確保できるよう体制のmを國る。
o始送・組み立てなどit当たるマンパワーや企業・グループの青成を国る。

cl地t始t会に身近な解が解などを備書し、災書時に県からの支最が届く
ま で 能 的 、 一 時 的 に 田 を 通 す る な ど 、 m との防災に関する聞を

前 す る 。

m m者の精神的解に対応するため、相般体制のmを国る。̃ 福祉専門aから成る災害田祉チームのMに伴う活動費用の制度化を国
i t対して0きかける。

I t) 災書時においてm者支最に関わる多様な主体間の活動を相整する中間支l最
換能を担う団体の育成を検討する。

al 公共施般、各種公園、小・中・高校・大学などm場所の指定とともi t、周
知の能を国る。

omにおける防災・選難ll!点として、防災上のmを進める。
o指定選難所の非常用新設備は、過半数の施設が商の状制tあるので、

国の支最制度のm的な活用を独く0きかける。
o公共施設等への災害対策用L Pガスm等の導入を一属配する。
o各施設 i tおける限け入れの対応マ,ユアルを作成する。

cill難所におけるi t生活、ごあ 限・トイレ等生活環境の田性を国る。

cl館本地量で車申泊する選難者が多かったことから、商l業施設や公共施設の大

規 能 解 を 「Ill外mt所」として活用できるよう、文l l体制を聞する。
cl県が主l導して「ii難所外被災者」の対策を進め、章中泊などによる関班を

防ぐ取り組みを推進する。

o 市町村が能やおむつ書えスペースなどを新 i t 聞する際 i t 、 県が文

最する制度の創設を前する。

cl選難所における性被害防止のため、平時からの呼びかけや税を実施すると

とも it、 解 えや 流時など、特it融tが必要な地 や子どもit対する性被
書防止に向けたmのmに取り組む。

lリ) ごみ・し尿等の処理体制の確立を國る。

?) ll者への低利電It資制度の文選と公営住宅確保を国る。

o仮設住宅は、m者の立場に立,た仕様・設備を準備する。
的 波状化被害に対する復旧・mのため、市町村への波状化対策に関する開

開の文選を実施する。

また、都市防m進設(市l営l地波状化対第i要 )について、補動計のa和
- Im-



を國る。

l9) 用会福 t l出a会と配し 、災書ボランテ ィアセンターの配 ・通営 i t 関す
る市町村と市町村社会相l止t901会の役劃の明確化や、同センターの設置・通営
訓練等の推進に取り組む。

0 )  福tif通難所itついて、場所の周知をより一日能するとともi t、現場スタッ

フの前の向上を国る。

P) 全国社会福i止性a会の提言(令和元年9月)を踏まえ、被装者への福祉的支
愛 前 のll点整備を推進する。

lョ) 前 ア レ ル ギーに対応 し たji料 を 解 で 解 で き る よ う 、 前 ア レ ル ギ ー

に対応した食料の備書をll的に進めるとともに、市町村に対して、備書の実
施や備書量の増加を0きかける。

また、市町村に対して、解における前アレルギーを有する者の把遍方

法、対応解の解施、アレルギー症状が出た場合の対応などについて、事

前it定めておくようit使す。

0) コロナ相においては自主防災組差tが参加する前はなど住民同士のmに制約
がかかることを考意して、「我が家のタイムライン」などのツールを活用した

効果的な開を進め、地域itおける防災対応力を船持する。

集 lレ) 市町村においては、災書対第基本法に基づき、ll行動要支最者の個別m
計画を作成しているところであるが、田混にばらっきがあるため、県にお

いて、集内統一のmを推進することitより、市町村の計画作成を文選する。
支最者がいないll行動要支最者のIll難支最体制のmに向け、自主防災ll雄
や消防団などのmの関係者によるmの担い手の確保について、市町村
へのヒアリングi tより、災書ハザード内の地区ごとの田を把通し、解決i t向

けて市町村とともに前するなどして、今年度中に全ての市町村においてm
行動要通者のm開 lのmを國る。
〇 身元不明死開の適切なmいの推進
「 )  検視場及びi量体安置所の確保

cl建造物等の倒?数に春み込まれるなど災害のi登1;iによって死亡した死体
の開場所及び10体安置所、納体袋、構を確保する。

l' 災解の設により行方不明とな ,た通等の相能口の設置
o災害等で田出来ない新商明者の家族等の相識窓口を設け、身元不

明死体の開時it得た身元確認資料と、行方不明者本人及び家族等の身元確

理mのnのため、安置所にi i接する場所に行方不明者等相開口を設置
する。

t, ,,l 災書用の身元不明死? の? ホ ー ムページへの登ll
cl死体1番号 、開場所 、発見年月日 、死体の能 ・体格 ・着表 ・商品 ・簡

- IM-



個mの 田
〇 ボランテ ィアの青成

「 )  ボ ラ ン テ ィ ア 活動への前 を啓発 ・ 理 す る と と も に 、 配化 ・ ネ ッ ト ワ ー

ク ,・くりを國る。
o高校・大学'P配関係換関itおけるボランティア教青を進める。

cl子供たちがボランティア活動の意義を理解し、災書ボランティアへの関心を

高めるため、市町村教育委員会や学校へ〇きかけ、通生徒の防mの口
成it努める。

l' m等を実施し、事門的知験を持,た災書ボランティアリーダーの養成を
國る。

o 表? 会福ll 出a会の実施する災書ボランティアリーダー解を文選す
るとともに、災mの義一した支最体制のmを国る。

01 動労者のボランティア活動を動長するため、ボランティア体暖制度の拡売を
国る。

目 ボランティア保険の拡充を国る。

⑤ 災害に強い県土・mづくりなど防災対策の強化

n 東日本大量災クラスの地量を想定したm新と補強対策を推進する。
o県・市町村の庁合、公民館(文イt雄般)、学校など教青施設・鉄道・道路・精
集・開・配・消防施設など公共公益施設

cl水道・電気・通信・ガ'ス・下施などライフライン施設

o文イ日tt ・神社・仏題など歴史的文イ国01設

o原子力施設やn発i所・鹿島廳海工l業地帯・つくば研究学目都市など企業
立地帯、倉i・化学コi3・石油・ガ'ス開施設

o河川の提防や農業用ため池、地滑り・9船れなどの危開所の点検と対策

l? 既存建集物の耐最対策、被災量集物の2M害の防止のための応能設判
定士制度、危険ブロック操対策など、各種建集物防災対策を推進する。

cl耐・改修便進計画に基づき、全市町村と一体 と な , て 、 解新を工事につ
なげるためのm修補動制度の創設など、住宅等の民間建集物 の 構 化 を
配する。また、東海第二発電所から30キロ日内の構化率の把通it努め

る o

o 木 l造住宅の構化を配させるために ll、構化に対する1果民の意識の向上

が理であることから、普及啓発のため市町村単位での構化率などの公表

に向け、市町村ごとのe新率、改修率など実期1'l起に努める。
01 県内の配・活新属の調査・研究や限予知組の強化とともに、被害予llシ
ステムの適正な田及び保守を行う。

国 首都直下地量のll者受け入れなどを考意し、かつ教青機能や物流機能を備
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えた、 基幹的防田に準じ る広域防m設のmを国に〇きかける。
的 公共施般'P企業などの防災換能の強化とともit、地域'i'企業itおける自主防

災組差tの青成独化を国る。

o平成27年9月の関東・東北1部fにおいて、選難動告の在り方が改めて地
とな,たことから、多くの情報の中から重要な情報をつかみ、首長の判新it

つなげる、災書の事門性を持,たMの青成を支最する。̃ 被害からの早期復旧のため、地量保険の加入を配する。
lト) 解化を推進し 、災書時の通行能の防止や田送ネッ ト ワー クの確保

のほか、安心で田な通行空間の確保を国る。

c11果地tt防災計画に指定した1果管理の能・田 配 に お い て 、 nによる
占用を業止する措置を適用することitついて、取数者及び電気通信事業

者、響察、市町村等と営義をmする。
MI 西日本1前f災害でll、選難指示等が出されていたにもかかわらず、選難しな
い住民の存在が田とな ,たことなどを略まえ、改めて住民の防田を高め

る取り組aとともに、これまでの防災対策の独化を国る。
lリ) m開開計画(集 )について、激々な課題の整理と具体的な改善策の
前を進め、計画の実効性を高めるよう努める。

l重) 消防防災体制のm ・充実
n 県内消防本部(局)の広域化及び共同指令の全1果一元化を推進する。
o災書の多a化it対応した市町村の消防体制の聞を国るため、 自主的な市町
村の消防の広域化を推進するとともに、県;ti(一本イl:)での広域化も解に入

れた検討を行い、対象市町村に対する通の税を國る。

oいばらき消防指令センターへの末加入消防本部の加入配を行い、共同指令

の全県一元化を推進する。

l可 a病者の救命率の向上を國るため、救急高度化対策を推進する。
o高規終救急自動理n m命 処 置 用 開 と A  E Dなどの整備を推造する。
c1 ia送途上において高度な救急救命処置を実施できる田命士の養成を國る。
o心肺設法を合めた応急手当ての知識や新が広く普及するよう、1果民への

普及開前をM的 i t 推進する 。

o 真 に 能 を要 し 、 構 を必要 と す るe病者が配に利用できるよう、県民
へ の 適 正 な 解 ll用の普及書発を國る。

t, ,,l 消m設、防災体制の計画的・重点的な聞を進める。
o防災行政無ii が難 t時に停重しても使用できるよう、庁合用自構置を
設置するなど解の向上に努めるとともに、機能の高度化と全国ネットワー

クの強化を国る。

o 開 ・ 河 川 一池 ・ 発 戸 な ど の 開Im必 M 構 る 。
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o田への知識の普及及び通信相のm税
目 防火対it物の消防用設備等点検報告率向上のため、広く県取び防火対it物

の関係者へ制度の周知を国る。

? 消防団員の年額報OHや出動報OHの引き上げを行う等、処遇の改善を国るほか、
「消防団応愛の店」制度の流を配するなど、消防団の充実強化it努める。̃ m防災体制の一属のmを国るため、公益財団法人茨城県消開会を青成
強化する。

lト) 海離防止及び海上保安体制の強化を進める。

例 県立消防数について、施設改修計画や教青資前の整ill国新計画に基づき、

教育換関としての換能を損なわないよう長寿命化を國りっつ、e替えを合め、

そのあり方を前するととも i t 、消開を活用し県民の防災教青i t努める。

lリ) 全国的に水防団員の演少や高解化が進行し、m防災力の低下が感念されて
いることから、水防団員の確保等による水防体制の強化について一属取り組む。

に) 関係者が配した対策を実施できるよう合同運温などの換会を通じ、 f ilを

Mするとともに、新たに技術的に簡便な新工法を水防団員の教青l里程に組a
込むなど新の習得を國り、水防 ifn i練をより設的な内容にするなどし、水防
訓装の今後の在り方を前していく。

4)産業保まの確保

(i) 多a化している高圧ガ 'スや解等 i tよる災書の精防止を国るため、  業界・
団体及び事業所における自主的な保安活動を田する。

② L Pガス一般消IR者の事故防止を國るため、消費者の設前高科に努めると
ともit、設の高度化対策を推進する。

③ 大温換シ・ツ ピ ン グ セ ン タ ーへのがソリンスタンド併設での安全確保対策とし
て 、ガイ ド ラ イン等の:業定に向けた検討を進める。

5) 河川の改修と治水事量の配

X 本県河川の改修iま、 ll改修済区間を合めても令和5年度末の改修率は58.6%と
低く、水書常a地域及び危険区域が多い。ひとたび集中・南it見舞われると、水書
常a地域及び危険区;tiに住む多くの住民の生命と財産が危険にさらされることにな
るため、関係換関と調整を國りっつ、早急な河川改修や洪水被害防止策を推進する

必要がある。排せて民間事業者による流a開設の活用を図る必要がある。また、
河川は水書防止や利水のためだけでなく、河川空間の利活用を含めた河川m
などを進める。さらに、m水の考え方に基,・き、河川改修などのハード対策の
みならず、水位開や開カメラ画使等のリアルタイム配信、ダムの事前放流など

ソフト対策も進める。
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〇 ヨ画川改修の配を國る。

n ヨ阿川下流部(J R 開 か ら下流区間 ) の改修
l' ョ阿川中流部の進水地事業(大場及び御前山進水地)
② 利制l l改修の配を國る。

利測l l下流部、神前(旧波時町の願区間)の改修

③ 解川改修の田を国る。

X ④ 1果管理河川改修設について、社会資本m重点計画に基,・き、ll的な推進
を国る。

査制ll、接川CH波及び真豐工区など)、中丸川、女沼川など中小河川について

も改修設を進める。

(ii) 前 の 聞 、 士 地 区 画 理 な ど に 関 連 し た 河 川 の 改 修 を 使 造 す る 。

l重) 河川空間の多様な生fill系にmする多自然川づくりを推進する。
〇 河川量aの美化、意いの場,・くりなど水辺環境のmを進める。
組沼川、前川、測 f litついて、通間一iく り 河 川 聞数を進める。

〇 県管理河川の適切な総持管理や監視体制の独化を国る。効率的な総持管理のた

め、全ての精集に二観it準点の設置を推進する。

(11) 河川の環境整備のため、;It茂・增演するmやごみ等の被設用it対する動成
な ど を前す る 。

0 河川管理施設に支はが出ないよう、ナ対エツルノゲイトウに代表される特定外
来 生 物 の 除 能 を 行 う 。

近年、 配化している海岸mや海岸災書を精it防止するとともi t、  海津レク
リェ ー シ・ン利用需要の拡大に対応するため、mと利用にmし た 海 能 施 設
等のmを推進する。
(i) n ・高潮 ・mi tよる災書を防止するため、海岸展施設の聞を進める。
「 )  津波・高Ia対策として、提防、消波工等のmに努める。
l可 侵食対策として、m な解の維持・回復を國るとともに、9海岸
の保全対策it努める。

② 海岸からのMや潮書を防止するため、海岸防災林造成事業を推進する。

7) 土砂災書防

土石流、 地滑り、 9船れ等の土砂災書から県民の生命・能を田するため、 土

砂災善防止施設整備のハード対策と、「土〇災著防止法」に基づく書減区城等の指

定等itよるソフト対策を合わせた総合的な土a'災書対策を実施し、災書防止及び被
書の9演に11;める。
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また、? しているゲリラま雨や能 な ど 、  狭いmに:ti大な被害をもたら
す局地災書の被書者への適切な文最が行われるよう、国に対してのaきかけを行う。
(!) 保全人象の多い土砂災書'i成区;tt等のうち、m所やIll難経路、要a意者利
用施設を保全対象に合む管所や実意iに9舶れが発生した管所等について、能的

it土砂災書防止i般整備事業(ハード対策) を実施する。

② 解 の 影・により地形的解が変化した場合や、新たに土砂災書防止施設等
が配された開に、土砂災善書成区域等の解除又 ll範囲の変更について、業

歡かつ迅速it対応する。また、住民への周知・啓発it取り組む。

③ 開 や 開 す る ダ リ ラ 豪 商 でaられるように、現行のm者 生 活 再 前
法ll、個々の被装者が甚大な被害を受けた場合であっても、一定数以上の住家の

全通l等が認められない場合は適用されないことから、適用解の選和や上限額の

引き上げ、精世帯についても支最対象となるよう、制度見直しを国に0きかけ

る。
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